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第１ 編 総 則

第１章 本計画の目的及び構成

この 計画 は、災 害対 策基 本法（ 昭和 ３６年 法律 第２ ２３号 ）第 ３６

条 第１ 項及 び第３ ７条 第１ 項（石 油コ ンビナ ート 等災 害防止 法（ 昭和

５ ０年 法律 第８４ 号） 第３ ２条第 ２項 の規定 によ り読 み替え て適 用す

る 場合 を含 む。） 、防 災基 本計画 （昭 和３８ 年中 央防 災会議 決定 。令

和 ３年 修正 ）、大 規模 地震 対策特 別措 置法（ 昭和 ５３ 年法律 第７ ３号 。

以 下「 大震 法」と いう 。） 第６条 第１ 項、南 海ト ラフ 地震に 係る 地震

防 災対 策の 推進に 関す る特 別措置 法（ 平成１ ４年 法律 第９２ 号。 以下

「 南海 トラ フ法」 とい う。 ）第５ 条第 １項並 びに 日本 海溝・ 千島 海溝

周 辺海 溝型 地震に 係る 地震 防災対 策の 推進に 関す る特 別措置 法（ 平成

１ ６年 法律 第２７ 号。 以下 「日本 千島 法」と いう 。） 第５条 第１ 項の

規 定に 基づ き、国 家公 安委 員会及 び警 察庁が 、そ の所 掌事務 につ き、

防 災に 関し とるべ き措 置及 び地域 防災 計画（ 石油 コン ビナー ト等 災害

防 止法 第３ ２条第 １項 に規 定する 特別 防災区 域に つい ては、 同法 第３

１ 条第 １項 に規定 する 石油 コンビ ナー ト等防 災計 画。 以下同 じ。 ）の

作 成の 基準 となる べき 事項 を定め 、も って災 害警 備に 関する 業務 の推

進 を図 るこ とを目 的と する 。

本計 画の 構成は 、第 ２編 を「地 震災 害対策 」、 第３ 編を「 津波 災害

対 策」 、第 ４編を 「東 海地 震に係 る措 置」、 第５ 編を 「南海 トラ フ地

震 に係 る措 置」、 第６ 編を 「日本 海溝 ・千島 海溝 周辺 海溝型 地震 に係

る 措置 」、 第７編 を「 その 他の自 然災 害対策 」と し、 同編に おい て風

水 害対 策、 火山災 害対 策及 び雪害 対策 につい てそ れぞ れ定め 、第 ８編

を 「事 故災 害対策 」と し、 同編に おい て海上 災害 対策 、航空 災害 対策 、

鉄 道災 害対 策、道 路災 害対 策、原 子力 災害対 策、 危険 物等災 害対 策及

び 火事 災害 対策に つい てそ れぞれ 定め る。

地震 に伴 う被害 とし ては 、主と して 揺れに よる もの と津波 によ るも
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の と が ある ところ 、第 ２編 には主 とし て揺れ によ るも のを、 第３ 編に

は 津波 によ るもの を記 述す る。ま た、 第２編 には 本計 画全体 を通 じた

共 通対 策を 記述す るも のと し、原 則と して第 ３編 から 第８編 まで にお

い ては 、第 ２編に 定め るも ののほ か、 特記す べき 事項 を定め る。

第２章 実施方針

この 計画 は、平 成７ 年１ 月の阪 神淡 路大震 災、 平成 ２３年 ３月 の東

日 本大 震災 及び近 年の 大規 模災害 にお ける警 察の 活動 を踏ま えた もの

で あり 、そ の実施 に当 たっ ては、 通常 発生す る地 震、 風水害 、火 山災

害 及び 事故 災害は もと より 、今後 発生 が予想 され る「 首都直 下地 震」 、

「 南海 トラ フ地震 」、 「日 本海溝 ・千 島海溝 周辺 海溝 型地震 」等 の甚

大 な被 害が 予想さ れる 大規 模災害 にも 的確に 対処 でき るよう 、警 察各

部 門が 相互 に連絡 を密 にし て一体 的な 活動を 行う よう 努める とと もに 、

他 の機 関の 行う防 災業 務と の調整 を図 り、総 合的 な防 災業務 の推 進に

寄 与す るよ うに努 める もの とする 。
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第２ 編 地震 災害対策

第１章 国家公安委員会及び警察庁がとるべき措置

第１ 節 災害 に備え ての 措置

国 家公 安委員 会及 び警 察庁は 、科 学的知 見を 踏ま え、あ らゆ る可

能性 を考 慮した 最大 クラ スの地 震に よる災 害の 発生 に備え 、以 下の

措置 を執 るもの とす る。

第１ 情 報収集 ・連 絡体 制の整 備

１ 情 報伝達 経路 の多 重化等

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、大 規模災 害が 警察の 情報 収集 ・連絡 体制 に重

大な 影響を 及ぼ す事 態に備 え、 地方 機関、 都道 府県警 察及 びそ の他の 防災 関係

機関 との連 絡が 、相 互に迅 速か つ確 実に行 える よう、 情報 伝達 経路の 多重 化、

情報 交換の ため の連 絡体制 の明 確化 等に努 める ものと する 。そ の際、 夜間 、休

日等 におい ても 的確 に対応 でき る体 制の確 立を 図るも のと する 。

２ 多 様な情 報収 集手 段の整 備

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、都 道府県 警察 におい て機 動的 な情報 収集 活動

が行 えるよ う、 警察 用航空 機、 警察 用船舶 、パ トカー 等の 警察 用車両 、無 人航

空機 その他 の多 様な 情報収 集手 段を 活用で きる 体制を 整備 する ととも に、 ヘリ

コプ ターテ レビ シス テム、 航空 機運 用総合 調整 システ ム（ ＦＯ ＣＳ） 、交 通監

視カ メラ等 画像 情報 の収集 ・連 絡シ ステム の整 備を図 るも のと する。 また 、災

害時 （災害 が発 生し 、又は 発生 する おそれ があ る場合 をい う。 以下同 じ。 ）に

国民 から広 く災 害発 生状況 等の 情報 が提供 され るよう 、広 報等 の取組 を進 める

もの とする 。

第２ 情 報通信 の確 保

１ 通 信の確 保

(1) 警 察 通 信施 設の 整備

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 災害発 生時 におい ても 通信 が途絶 する こと

が ないよ う、 以下 の事項 に留 意し て、警 察通 信施設 の整 備を 図るも のと する 。
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ア 映 像 伝送 シス テムの 強化

イ 警察 移動 通信 システ ムの 強化

ウ 警察 情報 通信 基盤の 堅牢 化・ 高度化 の推 進

(2) 電 源 の 確保 ・耐 震性の 向上

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 災害発 生時 におい ても 個々 の施設 の機 能を

維 持する ため 、停 電時に おけ る通 信の確 保の ための 非常 用電 源の確 保及 び警

察 通信施 設の 耐震 性の向 上に 努め るもの とす る。

(3) 保 全 体 制

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 警察通 信施 設や非 常用 電源 設備の 定期 点検

を 徹底し 、障 害の 防止に 努め るも のとす る。 また、 障害 発生 時にお いて も早

期 に機能 を復 旧で きるよ う、 平素 から保 全用 物品の 整備 を図 るもの とす る。

(4) 運 用 体 制

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 大規模 災害 の発生 に備 え、 あらか じめ 災害

時 におけ る運 用体 制を検 討す るも のとす る。 また、 災害 発生 を具体 的に 想定

し た実践 的な 通信 訓練を 定期 的に 実施す るも のとす る。

２ 情 報シス テム の機 能の確 保

(1) 耐 震 性 の向 上

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 災害発 生時 におい ても 情報 システ ムの 機能

を 確保す るた め、 以下の 事項 の推 進に努 める ものと する 。

ア 耐震 構造 、免 震構造 の導 入等 による 電子 計算組 織の 耐震 性の向 上

イ 停電 時に おけ る機能 確保 のた めの非 常用 電源の 確保

(2) 信 頼 性 の向 上

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 災害発 生後 、速や かに 情報 システ ムの 機能

を 回復さ せる ため 、以下 の事 項の 推進に 努め るもの とす る。

ア シス テム 構成 の二重 化等 によ る電子 計算 組織の 信頼 性の 向上

イ 重要 デー タ、 重要プ ログ ラム 等のソ フト ウェア のバ ック アップ 体制 の強

化

第３ 警 備体制 の整 備

１ 職 員の招 集・ 参集 体制の 整備



- 5 -

国 家 公安 委員 会及 び警察 庁は 、職 員の招 集・ 参集基 準及 び招 集・参 集対 象者

の明 確化、 連絡 手段 の確保 、招 集・ 参集職 員の 徒歩参 集が 可能 な範囲 内で の必

要な 宿舎の 確保 、招 集・参 集途 上で の情報 収集 ・連絡 手段 の確 保等職 員の 迅速

な招 集・参 集体 制の 整備に つい て定 めると とも に、随 時見 直し を図る もの とす

る。 なお、 職員 の招 集・参 集に つい ては、 職員 各人に 対し て交 通機関 の途 絶、

道路 損壊等 を想 定し た自転 車、 徒歩 等の代 替手 段、招 集・ 参集 経路等 を検 討さ

せる ものと する 。

２ 災 害警備 用装 備資 機材の 整備 充実

(1) 災 害 警 備用 装備 資機材 の把 握

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 都道府 県警 察にお ける 災害 警備用 装備 資機

材 の保有 状況 を把 握する もの とす る。

(2) 災 害 警 備用 装備 資機材 の整 備充 実

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 都道府 県警 察にお ける 以下 の災害 警備 用装

備 資機材 の整 備充 実を図 るも のと する。

ア レス キュ ー車 、投光 車、 キッ チンカ ー、 トイレ カー 、交 通規制 用バ ン型

車、オ フロ ード 二輪車 等災 害警 備活動 用車 両

イ ヘリ コプ ター 、無人 航空 機等 災害警 備活 動用航 空機

ウ 災害 警備 活動 用船舶 、水 中ド ローン

エ 救命 ボー ト、 救命胴 衣、 救命 索発射 器、 空気呼 吸器 、担 架セッ ト等 救助

用機材

オ 投光 器等 照明 用機材

カ 発動 発電 機等 非常用 電源 設備

キ トラ ンジ スタ ーメガ ホン 、拡 声器等 広報 用機材

ク エア ーテ ント 、可搬 式ろ 過器 等後方 支援 用機材

ケ 道路 標識 、交 通情報 板、 検問 用資機 材、 信号機 用発 動発 電機等 交通 対策

用機材

コ 胴付 水中 長靴 、とび 口、 ゴム 長手袋 、踏 み抜き 防止 板等 捜索用 機材

サ 寝袋 、簡 易ト イレ等 自活 用機 材

３ 警 察災害 派遣 隊の 運用
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警 察 庁は 、大 規模 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合に 、直 ちに

広域 的に派 遣し 、災 害警備 活動 に当 たる即 応部 隊及び 当該 災害 への対 応が 長期

にわ たり必 要と なる 場合に 派遣 する 一般部 隊に より構 成さ れる 警察災 害派 遣隊

の運 用につ いて 定め るとと もに 、随 時見直 しを 図るも のと する 。

４ 災 害非常 物資 の備 蓄

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、物 資の供 給が 相当困 難な 場合 を想定 した 食料 、

飲料 水、燃 料、 感染 防護資 機材 等の 適切な 備蓄 、調達 及び 輸送 体制の 整備 を図

るも のとす る。

５ 教 養訓練 の実 施

(1) 警 察 庁 職員 に対 する教 養訓 練

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 警察庁 職員 に対し 、災 害応 急活動 用マ ニュ

ア ルに基 づく 教養 、交通 途絶 を想 定した 招集 ・参集 訓練 、災 害発生 時の 関係

各 課の初 動措 置訓 練、他 の防 災関 係機関 等と の情報 連絡 訓練 等を実 施し 、部

内 の情報 連絡 要領 や被災 地域 を管 轄する 都道 府県警 察、 他の 防災関 係機 関等

か らの情 報収 集、 警察災 害派 遣隊 の運用 等災 害が発 生し 、又 は発生 する おそ

れ がある 場合 の活 動手順 につ いて 徹底を 図る ものと する 。

(2) 都 道 府 県警 察災 害担当 幹部 の育 成

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 都道府 県警 察にお ける 災害 警備活 動を 迅速

か つ円滑 に行 うた め、都 道府 県警 察の災 害担 当幹部 の育 成を 図るも のと する 。

(3) 訓 練 環 境へ の配 慮

国家公 安委 員会 及び警 察庁 は、 都道府 県警 察にお ける 災害 警備活 動能 力を

向 上させ るた め、 より災 害現 場に 即した 環境 での体 系的 ・段 階的な 訓練 の実

施 に配意 する もの とする 。

６ 業 務継続 性の 確保

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、首 都直下 地震 の発生 を見 据え 、政府 にお ける

検討 状況を 踏ま えつ つ、従 来の 被害 想定以 上に 被害が 甚大 とな る可能 性を 独自

に想 定し、 国家 公安 委員会 及び 警察 庁にお ける 業務継 続体 制や バック アッ プ体

制を 確保す るた めの 計画を 策定 する ととも に、 随時、 当該 計画 の評価 ・検 証等

を行 い、必 要な 修正 を行う もの とす る。
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第４ 交 通の確 保に 関す る体制 及び 施設 の整備

１ 交 通管制 施設 及び 交通管 理体 制の 整備

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、信 号機、 交通 情報板 、交 通管 制セン ター 等の

交通 管制施 設に つい て耐震 性の 確保 を図る とと もに、 災害 時に おける 広域 的な

交通 管理体 制の 整備 を図る もの とす る。

ま た、道 路交 通機 能の確 保の ため 重要と なる 信号機 電源 付加 装置の 整備 等の

信号 機滅灯 対策 を推 進する もの とす る。

２ 緊 急通行 車両 に係 る確認 手続 の運 用

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、災 害対策 基本 法施行 令（ 昭和 ３７年 政令 第２

８８ 号）第 ３３ 条に 基づく 都道 府県 公安委 員会 の行う 緊急 通行 車両に 係る 確認

手続 につい て適 切な 運用を 図る ため 、事前 届出 ・確認 手続 に関 し必要 な限 度で

定め るもの とす る。

第５ 被 災者等 への 情報 伝達活 動

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 災害 発生後 の経 過に応 じて 、又 は発生 のお それ

が ある とき、 被災 者等 に伝達 すべ き情 報につ いて あらか じめ 整理 するも のと する 。

ま た、 国民等 から の問 合せに 的確 に対 応でき る体 制を整 備す るも のとす る。

第６ 国 民の防 災活 動の 促進

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 以下 の方法 によ り国民 の防 災活 動の促 進を 図る

も のと する。

・ 災害警 備活 動に 関する 事項 の周 知徹底

・ 車両運 転者 の義 務等の 周知 徹底

・ 総合防 災訓 練等 大規模 災害 を想 定した 防災 訓練を 通じ た国 民の防 災意 識の

高 揚

・ 地域住 民に よる 地域安 全活 動の 中核と なる 自主防 犯組 織に 対する 支援

第７ 関 係機関 との 相互 連携

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 災害 警備活 動に 関し、 平素 から 他の防 災関 係機

関 との 間にお いて 相互 支援に 関す る協 定を締 結し 、情報 交換 を行 うなど 連携 を確

保 する ものと する 。

第８ 複 合災害 対策
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国 家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 複合 災害（ 同時 又は連 続し て２ 以上の 災害 が発

生 し、 それら の影 響が 複合化 する こと により 、被 害が深 刻化 し、 災害応 急対 応が

困 難に なる事 象。 以下 同じ。 ）の 発生 可能性 を踏 まえ、 様々 な複 合災害 を想 定し

た 要員 の招集 ・参 集、 合同の 災害 対策 本部の 立上 げ等の 図上 訓練 や実動 訓練 を行

い 、当 該訓練 の結 果を 踏まえ 、災 害ご との対 応計 画の見 直し を図 るもの とす る。

第９ 自 発的支 援の 受入 れに関 する 調査 等

１ ボ ランテ ィア の受 入れの ため の環 境の整 備

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、自 主防犯 組織 等のボ ラン ティ ア関係 組織 ・団

体と の連携 を図 り、 被災地 にお ける 各種犯 罪・ 事故の 未然 防止 と被災 住民 の不

安の 除去等 を目 的と して行 われ るボ ランテ ィア 活動が 円滑 に行 われる よう 、そ

の活 動環境 の整 備の ための 方策 を検 討し、 必要 に応じ て都 道府 県警察 に対 する

指導 等を行 うも のと する。

２ 海 外から の支 援の 受入れ に関 する 調査等

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、災 害発生 時に おける 海外 から の支援 の受 入れ

を円 滑に行 うた め、 あらか じめ 、来 援の可 能性 のある 外国 支援 機関に 係る 以下

の事 項につ いて 調査 を行う とと もに 、支援 を受 け入れ る可 能性 のある 分野 につ

いて 、その 対応 方針 及び受 入れ に必 要な諸 手続 を定め るも のと する。

・ 支援機 関の 組織

・ 支援機 関の 支援 可能分 野

・ 支援機 関の 日本 への来 援手 段、 所要時 間

・ 支援機 関の 活動 の自己 完結 性

・ その他 支援 機関 の能力 、活 動状 況等

第 10 大 規 模災 害警 備対 策に関 する 調査 及び研 究

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 以下 の事項 につ いて調 査研 究し 、大規 模災 害に

係 る災 害警備 活動 が的 確に行 われ るよ うに努 める ものと する 。

・ 大規模 災害 に係 る社会 秩序 の維 持

・ 大規模 災害 に係 る交通 対策

・ 大規模 災害 に係 る避難 誘導 対策

・ 地震予 知に 関す る情報 が発 表さ れた場 合の 警察措 置
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・ そ の他 の大 規模 災害警 備活 動

第 11 附 属 機関 及び 地方 機関に おけ る措 置

皇宮 警察本 部等 の附 属機関 及び 管区 警察局 等の 地方機 関は 、大 規模災 害の 発生

に 備え 、それ ぞれ の機 関にお ける 災害 警備本 部等 の編成 及び 任務 分担、 職員 の招

集 ・参 集その 他災 害警 備活動 に必 要な 事項に つい て定め るも のと する。

また 、管区 警察 局は 、大規 模災 害が 発生し 、又 は発生 する おそ れがあ る場 合に

直 ちに 警察災 害派 遣隊 を派遣 する こと ができ るよ う、管 轄区 域内 府県警 察と の情

報 共有 、より 災害 現場 に即し た環 境で の体系 的・ 段階的 な訓 練の 実施に 努め 、平

素 から 隊員に 対す る実 践的な 教養 訓練 を徹底 する ものと する 。さ らに、 管轄 区域

内 府県 警察が 行う 災害 警備計 画の 策定 と活動 要領 等の作 成に つい て必要 な指 導調

整 を行 うとと もに 、隣 接管区 警察 局等 と相互 の支 援体制 の確 立を 図るも のと する 。

こ のう ち特に 支援 計画 につい ては 、被 災地域 に投 入され る警 察災 害派遣 隊の 指揮

系 統、 活動区 域、 任務 、輸送 手段 等に ついて あら ゆる角 度か ら検 討を加 えた 上、

具 体的 な計画 を作 成す るとと もに 、随 時見直 しを 行うも のと する 。

第２ 節 災害 時にお ける 措置

第１ 国 家公安 委員 会の 措置

国家 公安委 員会 は、 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合に おい て、

以 下の 措置を 執る もの とする 。

１ 国 家公安 委員 会の 招集等

国 家公安 委員 会委 員長は 、災 害が 発生し 、又 は発生 する おそ れがあ る場 合に

おい て、警 察法 （昭 和２９ 年法 律第 １６２ 号） 第７１ 条第 １項 の規定 に基 づき

緊急 事態の 布告 を発 する必 要が ある と認め ると きその 他災 害警 備上必 要が ある

とき は、直 ちに 、国 家公安 委員 会を 招集す るも のとす る。

国 家公安 委員 会委 員長及 び国 家公 安委員 会委 員が速 やか に参 集する こと が困

難な 場合に は、 テレ ビ会議 シス テム による 方式 その他 の委 員が 参集す るこ とを

要し ない方 式に より 意思決 定を 行う ものと する 。

２ 緊 急事態 の布 告の 勧告等

１ の場合 にお いて 、国家 公安 委員 会は、 災害 の発生 に際 して 警察法 第７ １条
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第 １ 項の規 定に 基づ く内閣 総理 大臣 に対す る緊 急事態 の布 告の 勧告そ の他 必要

な措 置を執 るも のと する。

３ 国 家公安 委員 会に よる交 通規 制に 関する 指示

国 家公安 委員 会は 、災害 応急 対策 を的確 かつ 円滑に 行う ため 必要が ある と認

める ときは 、被 災地 又は被 災が 予想 される 地域 を管轄 する 都道 府県警 察及 び被

災地 等に隣 接し 、又 は近接 する 都道 府県警 察（ 以下「 関係 都道 府県警 察」 とい

う。 ）を管 理す る公 安委員 会に 対し 、広域 的な 見地か ら通 行禁 止等に 関す る指

示を 行うも のと する 。

第２ 警 察庁の 警備 体制

１ 職 員の招 集・ 参集

警 察庁は 、災 害が 発生し 、又 は発 生する おそ れがあ る場 合に は、別 に定 める

基準 により 、職 員の 招集・ 参集 、情 報収集 ・連 絡体制 の確 立、 災害警 備本 部等

の設 置等必 要な 体制 をとる もの とす る。

２ 警 察庁災 害警 備本 部等の 設置

災 害が発 生し 、又 は発生 する おそ れがあ る場 合には 、以 下に 定める とこ ろに

より 、緊急 災害 警備 本部、 非常 災害 警備本 部、 特定災 害警 備本 部、災 害警 備本

部及 び災害 警備 対策 室（以 下「 警察 庁災害 警備 本部等 」と いう 。）の 設置 等必

要な 体制を とる もの とする 。

(1) 緊 急 災 害警 備本 部

警 察 庁 長 官 （ 以 下 「 長 官 」 と い う 。 ） は 、 災 害 の 発 生 に 際 し て 警 察 法 第

７ １条第 １項 の規 定に基 づく 緊急 事態の 布告 が発せ られ 、若 しくは 発せ られ

る ことが 予想 され る場合 、災 害対 策基本 法第 ２８条 の２ の規 定に基 づく 緊急

災 害対策 本部 が設 置され 、若 しく は設置 され ること が予 想さ れる場 合、 又は

国 の公安 に係 る大 規模な 災害 が発 生し、 若し くは発 生す るお それが ある 場合

に は、長 官を 長と する緊 急災 害警 備本部 を設 置する もの とす る。

(2) 非 常 災 害警 備本 部

長官は 、災 害対 策基本 法第 ２４ 条第１ 項の 規定に 基づ く非 常災害 対策 本部

が 設置さ れ、 又は 設置さ れる こと が予想 され る場合 には 、長 官を長 とす る非

常 災害警 備本 部を 設置す るも のと する。
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( 3) 特 定 災 害警 備本 部

長官は 、災 害対 策基本 法第 ２３ 条の３ 第１ 項の規 定に 基づ く特定 災害 対策

本 部が設 置さ れ、 又は設 置さ れる ことが 予想 される 場合 には 、警察 庁次 長を

長 とする 特定 災害 警備本 部を 設置 するも のと する。

(4) 災 害 警 備本 部

長官は 、大 規模 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合に おい て緊

急 災害警 備本 部、 非常災 害警 備本 部又は 特定 災害警 備本 部を 設置し ない とき

は 、警察 庁警 備局 長（以 下「 警備 局長」 とい う。） を長 とす る災害 警備 本部

を 設置す るも のと する。

(5) 災 害 警 備対 策室

長官は 、災 害（ 大規模 災害 を除 く。） が発 生し、 又は 発生 するお それ があ

る 場合に おい て必 要があ ると 認め るとき は、 警察庁 警備 局警 備運用 部警 備第

三 課長（ 以下 「警 備第三 課長 」と いう。 ）を 長とす る災 害警 備対策 室を 設置

す るもの とす る。

３ 警 察庁災 害警 備本 部等の 編成

警 察庁災 害警 備本 部等の 編成 及び 任務分 担並 びに警 備本 部等 の要員 の招 集・

参集 に関す る事 項に ついて は、 長官 が別に 定め るもの とす る。

第３ 警 察庁の 措置

災害 が発生 し、 又は 発生す るお それ がある 場合 におけ る警 察庁 のとる べき 措置

は 、以 下のと おり とす る。

１ 官 邸への 参集

大 規模災 害が 発生 し、又 は発 生す るおそ れが ある場 合に は、 警備局 長は 、閣

議で 決定さ れた とこ ろの緊 急参 集チ ームの 一員 として 総理 大臣 官邸（ 以下 「官

邸」 という 。） に参 集する もの とす る。

２ 緊 急災害 対策 本部 等への 職員 の派 遣

災 害が発 生し 、又 は発生 する おそ れがあ るこ とから 、国 に緊 急災害 対策 本部 、

非常 災害対 策本 部又 は特定 災害 対策 本部（ 以下 「緊対 本部 等」 という 。） が設

置さ れた場 合に おい ては、 職員 を指 定して 同本 部に派 遣す るも のとす る。

３ 情 報の収 集・ 連絡
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( 1) 情 報 収 集体 制の 確立

災害が 発生 し、 又は発 生す るお それが ある 場合に は、 警察 庁災害 警備 本部

等 の要員 （休 日、 夜間等 にあ って は当直 勤務 員を含 む。 ）は 速やか に被 災情

報 等の収 集・ 連絡 に当た るも のと する。

(2) 管 区 警 察局 及び 都道府 県警 察か らの情 報収 集

ア 被災 情報 等の 収集に 当た って は、被 害規 模を早 期に 把握 するた め、 直ち

に被災 地と 通信 指令課 (室 )等 と の間で 行う 無線通 話を 同時 にモニ ター する

ものと する 。ま た、都 道府 県警 察を通 じて 、警察 用航 空機 及び無 人航 空機

によっ て得 られ る上空 から の概 括的な 被害 情報及 び交 番、 駐在所 、パ トカ

ー等の 勤務 員に よって 収集 され る地域 ごと の被害 状況 、交 通状況 等の 把握

に努め るも のと する。

さら に、 ヘリ コプタ ーテ レビ システ ム、 航空機 運用 総合 調整シ ステ ム

（ＦＯ ＣＳ ）、 交通監 視カ メラ 等を活 用し た画像 情報 の収 集に努 める もの

とする 。

イ 被災 地を 管轄 する管 区警 察局 及び都 道府 県警察 から 、災 害発生 直後 にお

いて警 察署 員の 五感に 基づ く被 害規模 に関 する情 報（ 以下 「生の 声情 報」

という 。） を収 集する ほか 、以 下の事 項に 関する 情報 を収 集する もの とす

る。

(ｱ) 災 害 発 生の 急迫性

(ｲ) 災 害 の 発生 日時

(ｳ) 被 害 の 概要 と拡大 の見 通し

(ｴ) 主 要 幹 線道 路等の 被害 及び 交通状 況

(ｵ) 原 子 力 事業 所をは じめ とす る重要 施設 等の被 害状 況

(ｶ) 警 察 職 員及 び警察 施設 に関 する被 害状 況

(ｷ) 住 民 等 の避 難状況

(ｸ) 警 察 措 置

(ｹ) 治 安 状 況

(ｺ) 支 援 の 必要 性の有 無

(ｻ) そ の 他 災害 に関す る事 項
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( 3) 国 民 か らの 画像 情報の 収集

ウェブ サイ トを 通じて 、国 民か ら広く 画像 情報を 収集 し、 当該情 報の うち

必 要なも のに つい て都道 府県 警察 に共有 を図 るもの とす る。

(4) 官 邸 及 び内 閣府 への情 報連 絡

被害規 模に 関す る概括 的な 情報 等を官 邸（ 内閣官 房） 及び 内閣府 に連 絡す

る ものと する 。

(5) 緊 対 本 部等 への 連絡

国に緊 対本 部等 が設置 され た場 合は、 被害 の発生 状況 、自 ら実施 する 災害

応 急対策 の状 況、 その他 の警 察措 置につ いて 緊対本 部等 に速 やかに 連絡 する

も のとす る。

(6) 画 像 情 報の 共有

収集し た被 災現 場の画 像情 報に ついて 、必 要に応 じ、 中央 防災無 線網 等を

活 用し、 官邸 及び 緊対本 部等 を含 む防災 関係 機関に 共有 を図 るもの とす る。

(7) 管 区 警 察局 及び 都道府 県警 察へ の情報 連絡

災害に 関す る情 報を管 区警 察局 及び都 道府 県警察 に連 絡す るもの とす る。

(8) 関 係 機 関と の情 報交換

消防庁 、国 土交 通省、 気象 庁、 防衛省 等の 関係機 関と の連 絡を密 にし て、

災 害に関 する 情報 の相互 連絡 に努 めるも のと する。

４ 情 報通信 の確 保

(1) 通 信 に 関す る措 置

ア 通信 の確 保

災害 発生 直後 から通 信を 確保 するた めに 以下の 措置 を講 じるも のと する 。

(ｱ) 災 害 発 生後 、速や かに 通信 手段の 機能 の確認 を行 うと ともに 、障 害が

生じ た警 察通 信施設 の機 能の 回復を 図る ものと する 。そ の際、 画像 情報

の収 集、 無線 通話の 同時 モニ ター等 被害 状況を 把握 する 通信手 段の 確保

に留 意す るも のとす る。

(ｲ) 広 域 通 信系 等複数 の都 道府 県警察 の使 用する 無線 通信 系の効 果的 運用

を図 るも のと する。

イ 通信 制限
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通 信 の輻 輳、 警察通 信施 設の 重大な 障害 等のた め警 察活 動に支 障が 生じ

ると認 めら れる ときは 、通 話の 種類、 通話 時間、 通話 先等 につい て通 信制

限を行 い、 災害 警備活 動に 必要 な通信 を確 保する もの とす る。

ウ 幹線 通信 の確 保のた めの 応急 措置

幹線 通信 の確 保に重 大な 障害 が生じ 、又 は生じ るこ とが 予想さ れる 場合

には、 衛星 通信 回線に よる 応急 通信系 の設 定、無 線多 重回 線の構 成変 更等

通信の 確保 のた めの応 急措 置を 執るも のと する。

エ 通信 資機 材の 支援

都道 府県 警察 が行う 災害 警備 活動に 対し 、必要 な通 信資 機材の 支援 を行

うとと もに 、都 道府県 警察 相互 間の通 信資 機材の 支援 につ いて調 整を 行う

ものと する 。

(2) 情 報 シ ステ ムに 関する 措置

災害発 生後 にお いても 情報 シス テムの 機能 を確保 する ため 以下の 措置 を講

じ るもの とす る。

ア 災害 発生 後、 速やか に情 報シ ステム の機 能の確 認を 行う ととも に、 障害

が生じ た電 子計 算組織 の機 能の 回復を 図る ものと する 。

イ 災害 警備 活動 に必要 な情 報を 共有す るた め、既 存の デー タベー スを 活用

するな どの 措置 を執る もの とす る。

５ 警 察災害 派遣 隊の 派遣等 広域 的な 支援の ため の措置

警 察庁は 、大 規模 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合は 、直 ちに

即応 部隊を 派遣 し、 緊急か つ広 域的 な支援 のた めの措 置を 執る 。その 際、 災害

発生 当初の ７２ 時間 は、救 出救 助活 動にお いて 極めて 重要 な時 間帯で ある こと

を踏 まえ、 救出 救助 活動に 人員 、資 機材等 を重 点的に 配分 する ものと する 。ま

た、 必要に 応じ 、被 災地を 管轄 する 都道府 県警 察に警 察庁 災害 対応指 揮支 援チ

ーム （Ｄ－ ＳＵ Ｔ） を派遣 し、 都道 府県警 察本 部長等 が行 う災 害警備 活動 の指

揮等 に関す る助 言等 を行わ せる もの とする 。

さ らに、 当該 災害 におい て、 広域 的な対 応が 長期に わた り必 要とな る場 合は 、

一般 部隊を 派遣 し、 広域的 かつ 長期 的な支 援の ための 措置 を執 るもの とす る。

６ 交 通の確 保
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災 害 が発 生し 、又 は発生 する おそ れがあ る場 合にお いて 、災 害応急 対策 のた

めの 緊急交 通路 を確 保する ため 、関 係都道 府県 警察が 行う 緊急 通行車 両以 外の

車両 の通行 禁止 等の 交通規 制に つい ては、 広域 的な見 地か ら調 整を行 うと とも

に、 必要に 応じ て、 通行禁 止等 に関 し、関 係都 道府県 警察 に対 する国 家公 安委

員会 の指示 権限 の行 使に係 る補 佐を 行うも のと する。

な お、交 通規 制に ついて の調 整等 に当た って は、人 命の 安全 、被害 の拡 大防

止、 災害応 急対 策の 的確か つ円 滑な 実施等 につ いて特 段の 配慮 を行う もの とす

る。

７ 遺 体の身 元確 認に 関する 関係 機関 との連 携

大 規模災 害発 生時 には、 遺体 の身 元確認 に必 要な資 料の 重要 性を踏 まえ 、効

果的 な身元 確認 が行 えるよ う関 係地 方公共 団体 、指定 公共 機関 等関係 機関 と密

接に 連携す るも のと する。

８ 都 道府県 警察 の警 察活動 に関 する 調整等

大 規模災 害が 発生 し、又 は発 生す るおそ れが ある場 合に は、 以下に 掲げ る都

道府 県警察 の警 察活 動に関 して 調整 するも のと する。

こ の場合 にお いて 、民心 に不 安を 生ずべ き大 規模な 災害 に係 る事案 で国 の公

安に 係るも のに つい ての警 察運 営及 び警察 法第 ７１条 の規 定に 基づく 緊急 事態

に対 処する ため の計 画の実 施に 関し て、都 道府 県警察 を指 揮監 督する もの とす

る。

(1) 災 害 警 備活 動

(2) 都 道 府 県警 察相 互間の 支援

(3) 交 通 対 策

(4) 社 会 秩 序の 維持

(5) 危 険 物 の保 安対 策

(6) 被 災 者 等へ の情 報伝達 活動

(7) 生 活 必 需物 資の 確保の ため の関 係機関 への 協力

(8) そ の 他 治安 維持 上必要 な事 項

９ 国 民等へ の情 報伝 達活動

大 規模災 害が 発生 し、又 は発 生す るおそ れが ある場 合に は、 被害に 関す る情
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報 、 安否情 報、 交通 規制情 報等 国民 のニー ズに 配意し た情 報伝 達に努 める もの

とす る。そ の際 、イ ンター ネッ ト上 の流言 飛語 等によ る社 会的 混乱を 防止 する

とと もに、 国民 の適 切な判 断と 行動 を助け るた め、正 確か つ的 確な情 報の 伝達

に留 意する もの とす る。な お、 情報 伝達に 当た っては 、都 道府 県警察 と密 接な

連絡 を取り つつ 、必 要があ る場 合に は、国 内外 からの 問合 せ等 に対応 する 専用

電話 を設置 する ほか 、電気 通信 事業 者等の 協力 を得る よう 努め るもの とす る。

10 関 係 機関 との 協力

災 害が発 生し 、又 は発生 する おそ れがあ る場 合には 、内 閣府 、消防 庁、 国土

交通 省、気 象庁 、防 衛省等 の関 係機 関と災 害対 策に関 する 相互 協力に 努め るも

のと する。

11 自 発 的支 援の 受入 れ

(1) ボ ラ ン ティ アの 受入れ

被災地 にお ける 各種犯 罪・ 事故 の未然 防止 や被災 住民 等の 不安の 除去 等を

目 的とし て行 われ るボラ ンテ ィア 活動が 円滑 に行わ れる よう 、都道 府県 警察

に 対する 指導 等必 要に応 じた 措置 を執る もの とする 。

(2) 海 外 か らの 支援 の受入 れ

海外か らの 支援 の申入 れが あっ た場合 には 、その 概要 を都 道府県 警察 等に

連 絡した 上で 、速 やかに 受入 れの 要否に つい て判断 を行 うも のとす る。

受入れ が決 定し た場合 には 、あ らかじ め定 めた対 応方 針及 びこれ に基 づい

て 作成す る受 入れ 計画等 によ り自 ら受入 れの 措置を 講じ ると ともに 、都 道府

県 警察等 に対 して 受入れ に伴 う必 要な支 援等 の措置 につ いて 連絡す るも のと

す る。

第４ 附 属機関 及び 地方 機関に おけ る措 置

皇宮 警察本 部等 の附 属機関 及び 管区 警察局 等の 地方機 関は 、あ らかじ め定 めら

れ たと ころに より 、必 要な体 制を 確立 し、所 要の 活動を 実施 する ととも に、 警察

庁 内部 部局、 都道 府県 警察そ の他 の関 係機関 と緊 密な情 報交 換を 行うも のと する 。

また 、管区 警察 局は 、警察 災害 派遣 隊の派 遣及 び広域 的な 支援 の実施 のた めの

必 要な 調整を 行う もの とする 。
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第３ 節 災害 の復旧 ・復 興

第１ 警 察施設 の復 旧

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 警察 施設の 復旧 につい ては 、そ の重要 性に 鑑

み 、可 能な限 り迅 速か つ円滑 な復 旧を 図るこ とと する。

第２ 暴 力団排 除活 動の 徹底

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 復旧 ・復興 事業 への暴 力団 等の 介入を 阻止 する

た め、 暴力団 等の 動向 把握に 努め ると ともに 、関 係行政 機関 、業 界団体 等に 必要

な 働き 掛けを 行う ほか 、被災 都道 府県 警察が 行う 暴力団 等の 取締 りや復 旧・ 復興

事 業か らの暴 力団 排除 活動に つい て必 要な調 整を 行うも のと する 。

第３ 交 通規制 の調 整

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 円滑 な災害 復旧 ・復興 を図 るた め、都 道府 県警

察 が行 う交通 規制 等に ついて 、輸 送需 要を踏 まえ つつ、 広域 的な 見地か ら調 整を

行 うこ ととす る。

第２章 地域防災計画の作成の基準となるべき事項

第１ 節 災害 警備方 針

都 道府 県警察 は、 地方 機関そ の他 の関係 機関 との 緊密な 連絡 の下

に災 害警 備対策 を推 進し 、災害 が発 生し、 又は 発生 するお それ があ

る場 合に は、早 期に 警備 体制を 確立 して情 報の 収集 に努め 、住 民等

の生 命及 び身体 の保 護を 第一と した 災害警 備活 動等 に努め るも のと

する 。

第２ 節 災害 に備え ての 措置

都 道府 県警察 は、 災害 の規模 等に 応じた 災害 警備 本部等 の体 制や

指揮 命令 系統の 確立 及び 機動力 の確 保並び に管 内実 態に即 した 被害

情報 の収 集・連 絡、 避難 誘導、 救出 救助、 交通 規制 等の措 置を 的確

にと るこ とがで きる よう 、以下 の事 項を踏 まえ 、警 察本部 及び 警察

署そ れぞ れにお いて 災害 警備計 画を 策定す るも のと する。 また 、災

害警 備計 画は随 時見 直し を行い 、管 轄区域 内の 現状 に対応 でき るも
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の と する 。

第１ 警 備体制 の整 備

１ 職 員の招 集・ 参集 体制の 整備

・ 都道府 県警 察は 、職員 の招 集・ 参集基 準及 び招集 ・参 集対 象者の 明確 化、

連 絡手段 の確 保、 招集・ 参集 職員 の徒歩 参集 が可能 な範 囲内 での必 要な 宿舎

の 確保、 招集 ・参 集途上 での 情報 収集・ 連絡 手段の 確保 等職 員の迅 速な 招集

・ 参集体 制の 整備 につい て定 める ととも に、 随時見 直し を図 るもの とす る。

ま た、職 員が 自所 属に招 集・ 参集 できな い場 合の集 結場 所、 暫定活 動要 領等

を 定める もの とす る。そ の際 、職 員各人 に対 して交 通機 関の 途絶等 を想 定し

た 自転車 、徒 歩等 の代替 手段 を検 討させ るも のとす る。

・ 夜間、 休日 等に 災害が 発生 した 場合に おけ る道路 損壊 、橋 りょう 損壊 、火

災 の発生 、交 通の 途絶、 職員 自身 あるい は職 員の家 族の 被災 等を考 慮し た段

階 的警備 要員 数を 算定す るも のと する。

２ 警 察災害 派遣 隊の 整備等

都 道府県 警察 は、 大規模 災害 が発 生し、 又は 発生す るお それ がある 場合 には 、

警察 災害派 遣隊 の派 遣要請 が予 想さ れるこ とか ら、平 素か ら招 集・派 遣体 制の

整備 等を図 るも のと する。 特に 即応 部隊に つい ては、 隊員 の安 全確保 を図 りつ

つ、 効率的 な救 出救 助活動 等の 災害 警備活 動を 行うた め、 平素 から隊 員に 対し 、

災害 現場に 即し た環 境下に おけ る救 出救助 技能 、自活 能力 等の 向上に 向け た教

養訓 練を徹 底す ると ともに 、関 係機 関との 連携 体制の 強化 を図 るもの とす る。

ま た、都 道府 県警 察は、 災害 の規 模に応 じて 円滑に 他の 都道 府県警 察か ら支

援を 受ける こと （以 下「受 援」 とい う。） がで きるよ う、 受援 に係る 事項 を災

害警 備計画 等に おい て明文 化す るな ど、受 援の ために 必要 とな る体制 を整 備す

るも のとす る。

３ 災 害警備 用装 備資 機材の 整備 充実

都 道府県 警察 は、 以下の 災害 警備 用装備 資機 材の整 備に 努め るもの とす る。

な お、小 型重 機、 ショベ ルカ ー等 臨時に 借り 受けて 対応 すべ き資機 材に つい

ては 、災害 が発 生し 、又は 発生 する おそれ があ る場合 にス ムー ズに借 受け が行

われ るよう 、都 道府 県内の 建設 業協 会等と の間 で借上 げ協 定等 を結ぶ もの とす
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る と ともに 、建 設企 業等が 保有 して いる資 機材 のデー タベ ース 化を行 うも のと

する 。また 、警 察が 保有し てい ても 不足す るこ とが見 込ま れる 装備資 機材 につ

いて も同様 の措 置を 講じる もの とす る。

(1) 交 番 、 駐在 所ご とに整 備す べき 装備資 機材

ア スコ ップ 、つ るはし 、の こぎ り等救 助用 機材

イ 強力 ライ ト等 照明用 機材

ウ 可搬 式標 識、 標示板 等交 通対 策用機 材

(2) 警 察 署 ごと に整 備すべ き装 備資 機材

ア (1)に 掲 げる 装備 資機材 及び 管内 地図

イ チェ ーン ソー 、エン ジン カッ ター等 救助 用機材

ウ 投光 器等 照明 用機材

エ 発動 発電 機等 非常用 電源 設備

オ トラ ンジ スタ ーメガ ホン 、拡 声器等 広報 用機材

カ 胴付 水中 長靴 、とび 口、 ゴム 長手袋 、踏 み抜き 防止 板等 捜索用 機材

キ 信号 機電 源付 加装置 （可 搬式 発動発 電機 ）、緊 急通 行車 両確認 標章 等交

通規制 用機 材

(3) 警 察 本 部ご とに 整備す べき 装備 資機材

ア (2)に 掲 げる 装備 資機材

イ レス キュ ー車 、投光 車、 キッ チンカ ー、 トイレ カー 、交 通規制 用バ ン型

車、オ フロ ード 二輪車 等災 害警 備活動 用車 両

ウ 無 人航空 機、 水中ド ロー ン

エ 生存 者探 査機 、ファ イバ ース コープ 、エ アージ ャッ キ等 救助用 機材

オ エア ーテ ント 、可搬 式ろ 過器 等後方 支援 用機材

カ 寝袋 、簡 易ト イレ等 自活 用機 材

４ 警 察施設 等の 災害 対策

都 道府県 警察 は、 以下の 基本 的な 考え方 に従 って、 警察 施設 等の耐 震性 、耐

火性 、耐浪 性等 の確 保に努 める もの とする 。

・ 災害が 発生 し、 又は発 生す るお それが ある 場合に 災害 応急 対策の 拠点 とな

る 警察施 設に つい ては、 その 重要 度を考 慮し 、耐震 性、 耐火 性及び 耐浪 性の
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強 化 に努 める もの とする 。

・ 警察本 部等 の警 察の中 枢施 設が 損壊し た場 合に、 特に 指揮 機能及 び通 信機

能 を確保 する ため 、耐震 性、 耐火 性及び 耐浪 性があ り、 かつ 、液状 化の 起こ

り にくい 地域 に所 在する 建物 を選 定して 、警 察本部 等の 代替 施設と して の整

備 を図る もの とす る。

・ 保有す る施 設及 び設備 につ いて は、災 害発 生時の 電源 確保 のため 、非 常用

電 源設備 の整 備に 努める もの とす る。ま た、 十分な 期間 の発 電が可 能と なる

よ うな燃 料の 備蓄 に努め るも のと する。 さら に、物 資の 供給 が相当 困難 な場

合 を想定 した 食料 、飲料 水、 燃料 等の適 切な 備蓄・ 調達 ・輸 送体制 の整 備、

通 信途絶 時に 備え た衛星 携帯 電話 の整備 等非 常用通 信手 段の 確保を 図る もの

と する。

５ 教 養訓練 の実 施

都 道府県 警察 は、 災害に つい ての 知識、 装備 資機材 の保 守管 理と操 作要 領、

具体 的活動 要領 等に ついて マニ ュア ルを作 成し て職員 に周 知徹 底する とと もに 、

以下 の教養 訓練 項目 につい て計 画的 に反復 して 教養訓 練を 行い 、災害 が発 生し 、

又は 発生す るお それ がある 場合 に自 らの判 断で 行動で きる よう にする もの とす

る。 また、 交通 の途 絶、職 員自 身あ るいは 職員 の家族 の被 災等 により 職員 の動

員が 困難な 場合 等を 想定し 、限 られ た要員 で災 害警備 活動 が実 施でき るよ う訓

練に 努める もの とす る。

さ らに、 広域 緊急 援助隊 員を 中心 に機動 隊員 等の高 度な 災害 警備活 動能 力の

育成 に努め ると とも に、隊 員の 招集 体制等 を随 時見直 すな どし て、災 害が 発生

し、 又は発 生す るお それが ある 場合 に迅速 に警 備体制 が確 立で きるよ う配 意す

るも のとす る。

【 教養訓 練項 目】

ア 教 養項 目

・ 災害 及び 災害警 備の 知識

・ 災害 関係 法令並 びに 警察 及び関 係機 関の責 務

・ 管轄 区域 内の段 階的 災害 予測

・ 災害 警備 計画と 初動 措置 要領
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・ 災 害 警備 用装備 資機 材の 知識

・ 通信 資機 材の知 識

・ 災害 情報 の分析 及び 報告 要領

イ 訓 練項 目

・ 要員 の招 集及び 部隊 の編 成

・ 災害 情報 の収集 ・連 絡・ 伝達

・ 災害 警備 用装備 資機 材の 操作

・ 車両 、警 察用航 空機 、無 人航空 機、 水中ド ロー ン、 通信資 機材 等の

配 備運 用

・ 警備 実施 部隊の 配備 及び 支援部 隊の 派遣

・ 災害 時の 交通規 制、 放置 車両及 び道 路上の 障害 物の 除去

・ 住民 等の 避難誘 導

・ 被災 者の 救出救 助

・ 被留 置者 の避難 等

６ 災 害警備 用物 資の 備蓄等

都 道府県 警察 は、 物資の 供給 が相 当困難 な場 合を想 定し た食 料、飲 料水 、燃

料、 電池そ の他 の災 害警備 用物 資及 び感染 防護 資機材 につ いて 適切な 備蓄 及び

調達 体制の 整備 によ る確保 措置 を講 じるも のと する。 特に 即応 部隊に つい ては 、

食料 、飲料 水、 所要 の簡易 待機 所等 自活の ため の最小 限度 の物 資を確 保す ると

とも に、車 両用 燃料 の準備 等機 動力 の確保 に努 めるも のと する 。

な お、都 道府 県内 の全て の給 油業 者にお いて 、災害 警備 活動 用警察 車両 の給

油が 円滑に 行わ れる よう、 平素 から 石油業 者組 合等へ の働 き掛 けを行 うも のと

する 。

７ 業 務継続 性の 確保

都 道府県 警察 は、 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合の 災害 応急

対策 等の実 施や 優先 度の高 い通 常業 務の継 続の ため、 災害 時に 必要と なる 人員

や資 機材等 を必 要な 場所に 的確 に投 入する ため の事前 の準 備体 制及び 事後 の対

応力 の強化 を図 る必 要があ るこ とか ら、業 務継 続計画 の策 定及 び計画 の評 価・

検証 等を踏 まえ た修 正等に より 、業 務継続 性の 確保を 図る もの とする 。
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８ 被 留置者 への 対応

都 道府県 警察 は、 被留置 者の 避難 や移送 を的 確に行 うた め、 非常計 画の 見直

し及 び訓練 を実 施す るもの とす る。 また、 被留 置者の 処遇 を確 保する ため の装

備資 機材等 の整 備及 び被留 置者 の移 送に関 し、 検察庁 等と 必要 な連携 を図 るも

のと する。

第２ 情 報収集 ・連 絡体 制の整 備

１ 情 報収集 の手 段及 び方法

・ 都道府 県警 察は 、大規 模災 害発 生時に 、都 道府県 警察 通信 指令課 (室 )か ら

の 指示の 下に 、交 番、駐 在所 、パ トカー 、白 バイ、 警察 用航 空機等 の勤 務員

が 直ちに 情報 収集 に当た り、 かつ 通信指 令課 (室 )等 に情 報が 一元的 に集 約さ

れ る体制 の確 立を 図るも のと する 。

・ ヘリコ プタ ーテ レビシ ステ ム、 航空機 運用 総合調 整シ ステ ム（Ｆ ＯＣ Ｓ） 、

交 通監視 カメ ラ等 画像情 報を 収集 ・連絡 する システ ムの 平素 からの 積極 的な

活 用を図 るも のと する。

・ 災害が 発生 し、 又は発 生す るお それが ある 場合に おい て地 方公共 団体 の防

災 担当課 と円 滑な 連絡を 行う こと ができ るよ う、平 素か ら緊 密な協 力関 係を

構 築する もの とす る。

・ 災害が 発生 し、 又は発 生す るお それが ある 場合に 電力 会社 、電話 会社 等の

関 係機関 ・団 体の 保有す る情 報の 提供を 得る ため、 電気 、電 気通信 、ガ ス及

び 水道事 業者 、警 備業者 等と の協 力体制 の確 立に配 意す るも のとす る。

・ 警察署 、交 番等 におい ては 、地 域の各 種施 設等へ 情報 を伝 達する ネッ トワ

ー クの構 築を 推進 し、災 害が 発生 し、又 は発 生する おそ れが ある場 合に 活用

す るもの とす る。

２ 情 報収集 のた めの 事前準 備

(1) 常 に 通 信指 令の 機能が 確保 され るよう 体制 を確保 する とと もに、 災害 対応

マ ニュア ル等 を作 成し、 災害 時の 応急対 応に 備える もの とす る。

(2) 被 災 都 道府 県警 察にお いて 警察 航空機 が、 的確に 運用 でき るよう 、航 空隊

に おける 体制 を確 保する とと もに 、運用 マニ ュアル 等を 作成 し、災 害時 の応

急 対応に 備え るも のとす る。
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( 3) 災 害 が 発生 し、 又は発 生す るお それが ある 場合に 国民 から 広く災 害発 生情

報 等が提 供さ れる よう、 広報 等の 取組を 進め る。

３ 被 災状況 の把 握及 び評価

都 道府県 警察 は、 大規模 災害 発生 時に、 各警 察署か ら逐 次報 告され る死 傷者 、

倒壊 家屋等 の数 の集 約とは 別に 、通 信指令 課 (室 )、 災 害警 備本 部等に おい て、

被災 地から 報告 され る生の 声情 報及 び人的 ・物 的被害 に関 する 情報等 に基 づい

て、 直ちに 概括 的な 被害状 況（ 例え ば「○ ○市 内では およ そ○ 千名が 建物 の下

敷き になっ てい る模 様」、 「立 って いられ ない 程の強 い揺 れが ○分間 続き 、警

察署 の周辺 地域 では 停電が 発生 して いる模 様」 ）を把 握及 び評 価し、 警察 庁及

び管 区警察 局に 報告 する体 制を 整備 するも のと する。

第３ 情 報通信 の確 保

１ 通 信の確 保

都 道府県 警察 は、 災害発 生時 の通 信の確 保の ため、 各都 道府 県の情 報通 信部

との 連携を 十分 にと り、以 下の 事項 の推進 に努 めるも のと する 。

・ 警察通 信施 設の 整備状 況、 性能 等の十 分な 把握及 び無 線中 継所の 機能 維持

方 策の検 討

・ 機 動警察 通信 隊と の実践 的対 応訓 練の実 施等 によ る事案 対処 能力 の強化

・ 衛星携 帯電 話等 警察通 信施 設以 外の通 信手 段の災 害発 生時 におけ る使 用の

検 討

・ 警察施 設等 の新 築、改 築時 にお ける通 信機 器等の 設置 スペ ースの 確保 並び

に 応急用 通信 機器 等の設 置方 策及 び搬送 手段 の確保

・ 耐震構 造、 免震 構造の 導入 等に よる警 察通 信施設 の耐 震性 の向上

・ 警察通 信施 設や 非常用 電源 設備 の定期 点検 の徹底

・ 災害発 生時 の電 力復旧 や燃 料の 安定供 給に 資する 関係 事業 者との 連携

・ 長期停 電等 の際 、警察 通信 施設 の機能 維持 のため に協 力す べき事 項の 十分

な 検討

・ 情報通 信シ ステ ムの障 害へ の具 体的対 応要 領の作 成及 び訓 練の実 施

２ 情 報シス テム の機 能の確 保
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( 1) 耐 震 性 の向 上

都道府 県警 察は 、災害 発生 時に おいて も情 報シス テム の機 能を確 保す るた

め 、以下 の事 項の 推進に 努め るも のとす る。

・ 耐震 構造 、免 震構造 の導 入等 による 電子 計算組 織の 耐震 性の向 上

・ 停電 時に おけ る機能 確保 のた めの非 常用 電源の 確保

(2) 信 頼 性 の向 上

都道府 県警 察は 、災害 発生 後、 速やか に情 報シス テム の機 能を回 復さ せる

た め、以 下の 事項 の推進 に努 める ものと する 。

・ シス テム 構成 の二重 化等 によ る電子 計算 組織の 信頼 性の 向上

・ 重要 デー タ、 重要プ ログ ラム 等のソ フト ウェア のバ ック アップ 体制 の強

化

第４ 交 通の確 保に 関す る体制 及び 施設 の整備

１ 災 害時に おけ る交 通規制 計画

都 道府県 警察 は、 災害に よる 交通 の混乱 を防 止し、 住民 等の 避難路 及び 緊急

交通 路を確 保す るた めの交 通規 制計 画及び 交通 管制セ ンタ ーの 運用計 画を 策定

する ものと する 。

２ 交 通管制 施設 及び 交通管 理体 制の 整備

都 道府県 警察 は、 信号機 、交 通情 報板、 交通 管制セ ンタ ー等 の交通 管制 施設

につ いて耐 震性 の確 保を図 ると とも に、災 害が 発生し 、又 は発 生する おそ れが

ある 場合に おけ る広 域的な 交通 管理 体制の 整備 を図る もの とす る。

ま た、道 路交 通機 能の確 保の ため 重要と なる 信号機 電源 付加 装置の 整備 等の

信号 機滅灯 対策 を推 進する もの とす る。

さ らに、 災害 が発 生し、 又は 発生 するお それ がある 場合 の交 通規制 を円 滑に

行う ため、 都道 府県 警察は 、警 備業 者等と の間 で警備 業者 等が 行う交 通誘 導の

実施 等の応 急対 策業 務に関 して 、協 力方法 、費 用負担 、災 害補 償、訓 練等 の協

議を 行い、 協定 等を 締結す るよ う努 めるも のと する。

３ 緊 急通行 車両 に係 る確認 手続 等

都 道府県 警察 は、 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合に おい て、

都道 府県公 安委 員会 が行う 緊急 通行 車両に 係る 確認に つい ての 手続を 定め ると
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と も に、事 前届 出・ 確認制 度の 整備 を図る もの とする 。

ま た、公 的機 関に 対する 事前 届出 制度の 周知 及び民 間事 業者 等との 輸送 協定

締結 を促進 する 。加 えて、 緊急 通行 車両の 確認 事務を 適切 に行 うため 、職 員へ

の定 期的な 教養 及び 標章・ 証明 書の 備蓄を 推進 する。

４ 運 転者の とる べき 措置の 周知 徹底

都 道府県 警察 は、 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合に 運転 者が

とる べき措 置に つい て、以 下の 事項 を周知 徹底 するも のと する 。

(1) 車 両 を 運転 中で ある場 合に は、 次の要 領に より行 動す るこ と。

ア でき る限 り安 全な方 法に より 車両を 道路 の左側 に停 止さ せるこ と。

イ 停止 後は 、カ ーラジ オや ＳＮ Ｓ等に より 災害情 報及 び交 通情報 を収 集し 、

その情 報及 び周 囲の状 況に 応じ て行動 する こと。

ウ 引き 続き 車両 を運転 する とき は、道 路の 損壊、 信号 機の 作動停 止、 道路

上の障 害物 等に 十分注 意す るこ と。

エ 車両 を置 いて 避難す ると きは 、でき るだ け道路 外の 場所 に移動 して おく

こと。 やむ を得 ず道路 上に 置い て避難 する ときは 、道 路の 左側に 寄せ て駐

車し、 エン ジン を切り 、エ ンジ ンキー は付 けたま まと し、 窓を閉 め、 ドア

はロッ クし ない こと。 駐車 する ときは 、避 難する 人の 通行 や災害 応急 対策

の実施 の妨 げと なるよ うな 場所 には駐 車し ないこ と。

(2) 車 両 を 運転 中以 外であ る場 合に は、次 の要 領によ り行 動す ること 。

ア 津波 から 避難 するた めや むを 得ない 場合 を除き 、避 難の ために 車両 を使

用しな いこ と。

イ 津波 から 避難 するた めや むを 得ず車 両を 使用す ると きは 、道路 の損 壊、

信号機 の作 動停 止、道 路上 の障 害物等 に十 分注意 しな がら 運転す るこ と。

(3) 災 害 対 策 基 本 法 に 基 づ く 交 通 規 制 が 行 わ れ た と き に は 、 通 行 禁 止 区 域 等

（ 交通規 制が 行わ れてい る区 域又 は道路 の区 間をい う。 以下 同じ。 ）に おけ

る 一般車 両の 通行 は禁止 又は 制限 される こと から、 一般 車両 が同区 域等 内に

在 る場合 は次 の措 置を執 るこ と。

ア 速や かに 、車 両を次 の場 所に 移動さ せる こと。

・ 道 路の 区間 を指定 して 交通 の規制 が行 われた とき は、 規制が 行わ れて
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い る 道路 の区 間以外 の場 所

・ 区 域を 指定 して交 通の 規制 が行わ れた ときは 、道 路外 の場所

イ 速や かな 移動 が困難 なと きは 、車両 をで きる限 り道 路の 左端に 沿っ て駐

車する など 、緊 急通行 車両 の通 行の妨 害と ならな い方 法に より駐 車す るこ

と。

ウ 通行 禁止 区域 等内に おい て、 警察官 の指 示を受 けた とき は、そ の指 示に

従って 車両 を移 動又は 駐車 する こと（ その 際、警 察官 の指 示に従 わな かっ

たり、 運転 者が 現場に いな いた めに措 置を 執るこ とが でき ないと きは 、警

察官が 自ら その 措置を 執る こと があり 、こ の場合 、や むを 得ない 限度 にお

いて、 車両 等を 破損す るこ とが ある。 ）。

第５ 避 難誘導 の措 置

１ 避 難場所 等の 周知 徹底

都 道府県 警察 は、 平素の 警察 活動 を通じ て、 地域住 民等 に対 して災 害が 発生

し、 又は発 生す るお それが ある 場合 の避難 場所 、避難 経路 、避 難時の 留意 事項

等に ついて 周知 徹底 を図る もの とす る。

２ 避 難行動 要支 援者 等への 対応

都 道府県 警察 は、 災害時 の適 切な 避難誘 導を 行うた め、 地方 公共団 体等 関係

機関 と緊密 に連 携し ながら 、要 配慮 者（高 齢者 、障害 者、 乳幼 児その 他の 特に

配慮 を要す る者 ）の うち、 避難 行動 要支援 者（ 災害が 発生 し、 又は災 害が 発生

する おそれ があ る場 合に自 ら避 難す ること が困 難な者 であ って 、その 円滑 かつ

迅速 な避難 の確 保を 図るた め特 に支 援を要 する もの。 以下 同じ 。）そ の他 の災

害時 に支援 が必 要な 者（以 下「 避難 行動要 支援 者等」 とい う。 ）の実 態把 握等

に努 めるも のと する 。また 、市 町村 から避 難行 動要支 援者 名簿 （避難 行動 要支

援者 につい て避 難の 支援、 安否 の確 認その 他の 避難行 動要 支援 者の生 命又 は身

体を 災害か ら保 護す るため に必 要な 措置を 実施 するた めの 基礎 とする 名簿 。以

下同 じ。） 及び 個別 避難計 画（ 避難 行動要 支援 者につ いて 避難 支援等 を実 施す

るた めに避 難行 動要 支援者 ごと に作 成され る計 画）に 記載 し、 又は記 録さ れた

情報 （以下 「名 簿等 情報」 とい う。 ）の提 供を 受けた 場合 は、 名簿等 情報 の漏

えい の防止 等必 要な 措置を 講じ るも のとす る。
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３ 管 理者対 策

都 道府県 警察 は、 デパー ト、 劇場 、地下 街等 多人数 の集 合す る場所 の管 理者

に対 して、 非常 の際 の誘導 要領 、避 難経路 の明 示、照 明・ 予備 電源の 確保 等に

つい て検討 させ るも のとす る。

４ 広 域的な 避難 者の 受入れ に関 する 調整

都 道府県 警察 は、 隣接都 道府 県警 察の管 轄区 域内に おい て災 害が発 生し 、又

は発 生する おそ れが ある場 合の 広域 的な避 難者 の受入 れに 関し 、都道 府県 防災

会議 におい て必 要な 調整を 行う もの とする 。

５ 帰 宅困難 者対 策

首 都圏を はじ めと する大 都市 圏に おいて は、 災害の 発生 に伴 い公共 交通 機関

が運 行を停 止し 、大 量の帰 宅困 難者 の発生 が予 想され るこ とか ら、都 道府 県警

察は 、地方 公共 団体 と連携 して 「む やみに 移動 を開始 しな い」 という 帰宅 困難

者対 策に対 する 基本 原則や 安否 確認 手段に つい て、平 素か ら積 極的に 広報 する

とと もに、 一時 退避 場所等 の実 態を 把握し 、帰 宅困難 者の 誘導 方法に つい て検

討す るもの とす る。

第６ 被 災者等 への 情報 伝達活 動

都道 府県警 察は 、災 害発生 後の 経過 に応じ て、 又は発 生の おそ れがあ ると き、

被 災者 等に伝 達す べき 情報に つい てあ らかじ め整 理する もの とす る。そ の際 、イ

ン ター ネット 上の 流言 飛語等 によ る社 会的混 乱を 防止す ると とも に、国 民の 適切

な 判断 と行動 を助 ける ため、 正確 かつ 的確な 情報 の伝達 に留 意す るもの とす る。

ま た、 住民等 から の問 合せ等 に対 応す る体制 を整 備する とと もに 、交番 等に 拡声

機 を設 置する など 情報 伝達機 能の 整備 を図る もの とする 。あ わせ て、自 主防 犯組

織 等を 通じた 地域 安全 情報等 の伝 達の ための 体制 の整備 を図 ると ともに 、必 要に

応 じて 、パソ コン 、車 両等資 機材 の整 備を図 るも のとす る。

第７ 住 民等の 防災 活動 の促進

１ 防 災訓練 の実 施

都 道府県 警察 は、 都道府 県防 災会 議の主 催す る総合 防災 訓練 、自衛 隊、 海上

保安 庁等国 の機 関と 連携し た訓 練、 自主防 犯・ 防災組 織、 民間 企業、 ボラ ンテ

ィア 団体、 地域 住民 等と連 携し た訓 練等を 通じ て、防 災関 係機 関及び 住民 等と
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の 一 体的な 災害 警備 活動の 推進 に努 めるも のと する。 また 、訓 練の実 施に 当た

って は、住 民等 の災 害時の 避難 行動 、基本 的な 防災用 資機 材の 操作方 法等 の習

熟等 、災害 時に 住民 がとる べき 措置 につい て配 意する もの とす る。

２ 各 種講習 会等 を通 じた防 災知 識の 普及

都 道府県 警察 は、 平素か ら各 種講 習会、 研修 会の場 等を 通じ て地域 住民 等に

対し 、災害 が発 生し 、又は 発生 する おそれ があ る場合 のシ ミュ レーシ ョン 結果

等を 示しな がら その 危険性 を周 知す るとと もに 、家庭 での 安全 対策、 災害 が発

生し 、又は 発生 する おそれ があ る場 合にと るべ き行動 、避 難場 所での 行動 等防

災知 識の普 及を 図る ものと する 。ま た、災 害が 発生し 、又 は発 生する おそ れが

ある 場合の 家族 内の 連絡体 制の 確保 を促す もの とする 。

３ 避 難行動 要支 援者 等に対 する 配慮

都 道府県 警察 は、 防災訓 練の 実施 及び防 災知 識の普 及等 に当 たって は、 高齢

者、 障害者 、外 国人 等の避 難行 動要 支援者 等に 十分配 慮し 、地 域にお いて 避難

行動 要支援 者等 を支 援する 体制 が整 備され るよ う努め るも のと する。

４ 企 業に対 する 防災 思想の 普及

都 道府県 警察 は、 企業を 地域 コミ ュニテ ィの 一員と して とら え、地 域の 防災

訓練 への積 極的 参加 の呼び 掛け 、防 災に関 する アドバ イス 等を 行うも のと する 。

第８ 関 係機関 との 相互 連携

都道 府県警 察は 、地 方公共 団体 その 他の関 係機 関、事 業者 等と 協定を 締結 する

な ど、 相互に 連携 協力 して災 害対 策に 当たる もの とする 。

第９ 複 合災害 対策

都道 府県警 察は 、複 合災害 の発 生可 能性を 踏ま え、様 々な 複合 災害を 想定 した

要 員の 招集・ 参集 、合 同の災 害対 策本 部の立 上げ 等の図 上訓 練や 実動訓 練を 行い 、

当 該訓 練の結 果を 踏ま え、災 害ご との 対応計 画の 見直し を図 るも のとす る。

第 10 危 険 箇所 の調 査

都道 府県警 察は 、平 素から 管轄 区域 内の地 盤、 地質、 人口 動態 、交通 実態 及び

道 路、 橋りょ う、 建築 物の構 造等 につ いて実 態を 把握す るほ か、 人的被 害が 多発

す るお それの ある 高層 建築物 、高 速道 路、地 下街 、石油 ・高 圧ガ ス等の 各種 危険

物 の保 管場所 、地 下埋 設物の 設置 場所 、海抜 ゼロ メート ル地 帯、 危険が 確認 され
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た 盛 土 等につ いて は、 これら の実 態、 特にそ れぞ れの管 理体 制及 び保安 施設 の具

体 的状 況を把 握す るも のとす る。 また 、これ らの 実態把 握に 基づ き、各 時間 帯に

お いて 災害が 発生 した 場合の 人的 ・物 的被害 予想 を立て 、災 害発 生時に 的確 な初

動 措置 を執る こと がで きるよ う、 体制 を整備 する ものと する 。

第 11 重 要 施設 の警 戒

都道 府県警 察は 、大 規模災 害発 生時 におい て、 警戒す べき 重要 施設を あら かじ

め 指定 し、所 要の 警戒 計画を 立て るも のとす る。

第 12 ボ ラ ンテ ィア の受 入れの ため の環 境の整 備

都道 府県警 察は 、被 災地に おけ る各 種犯罪 ・事 故の未 然防 止と 被災住 民等 の不

安 の除 去等を 行う ボラ ンティ ア関 係組 織・団 体と の連携 を図 ると ともに 、必 要に

応 じて 、これ らの 活動 の中核 とな る自 主防犯 組織 に対し て、 防塵 マスク 、ス コッ

プ 、軍 手、長 靴、 懐中 電灯、 ポリ タン ク、消 火器 、自転 車、 車両 等資機 材の 整備

を 図る ものと する 。

第 13 大 規 模災 害警 備対 策に関 する 調査 及び研 究

都道 府県警 察は 、以 下の事 項に つい て調査 研究 し、大 規模 災害 に係る 災害 警備

活 動が 的確に 行わ れる ように 努め るも のとす る。

・ 大規模 災害 に係 る社会 秩序 の維 持

・ 大規模 災害 に係 る交通 対策

・ 大規模 災害 に係 る避難 誘導 対策

・ 地震予 知に 関す る情報 が発 表さ れた場 合の 警察措 置

・ その他 の大 規模 災害警 備活 動

第３ 節 災害 時にお ける 措置

災 害が 発生し 、又 は発 生する おそ れがあ る場 合に おいて 都道 府県

警察 がと るべき 措置 は、 以下の とお りとす る。

第１ 警 備体制

１ 職 員の招 集・ 参集

都 道府県 警察 は、 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合、 速や かに 、

あら かじめ 定め られ たとこ ろに より 、職員 を招 集・参 集さ せ、 災害警 備体 制の
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確 立 を図る もの とす る。

２ 広 域的な 支援 体制

都 道府県 警察 を管 理する 公安 委員 会は、 被害 の規模 に応 じて 、速や かに 即応

部隊 の派遣 を求 める ととも に、 災害 への対 応が 長期に わた り必 要とな る場 合に

は、 一般部 隊の 派遣 を求め るも のと する。 また 、被災 地以 外の 都道府 県警 察は 、

大規 模災害 の発 生を 認知し た時 は、 あらか じめ 定めら れた とこ ろによ り、 速や

かに 支援体 制を 整備 するも のと する 。

３ 警 備体制 の種 別

都 道府県 警察 の災 害に対 処す る警 備体制 は、 おおむ ね以 下の とおり とす る。

(1) 準 備 体 制

災害発 生の おそ れはあ るが 、発 生まで に相 当の時 間的 余裕 がある と考 えら

れ る場合 は、 準備 体制と する 。

(2) 警 戒 体 制

気象庁 によ って 各種の 警報 、注 意報等 が発 せられ た場 合等 災害の 発生 が予

想 される 場合 は、 警戒体 制と する 。

(3) 非 常 体 制

災害が 発生 し、 又は発 生す るお それが ある ときは 、非 常体 制とす る。

４ 災 害警備 本部 等の 設置

都 道府県 警察 は、 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合に は、 警備

体制 の種別 等に 応じ て、都 道府 県警 察（方 面） 本部、 警察 署等 に所要 の規 模の

災害 警備本 部、 災害 警備準 備本 部、 災害警 備対 策室等 を設 置す るもの とす る。

第２ 情 報の収 集・ 連絡

１ 被 害状況 の把 握及 び連絡

都 道府県 警察 は、 災害に よる 人的 ・物的 被害 状況を 迅速 かつ 的確に 把握 し、

警察 庁、管 区警 察局 等に速 やか に連 絡する もの とする 。ま た、 二次災 害に つ

いて も同様 に把 握し 、連絡 する もの とする 。

２ 多 様な手 段に よる 情報収 集等

大 規模災 害の 発生 を認知 した 関係 都道府 県警 察の通 信指 令課 (室 )は 、警 察庁

及び 管区警 察局 に対 し、災 害発 生に ついて 即報 すると とも に、 事案対 策通 信装
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置 の 接続を 行う もの とする 。ま た、 各警察 署か ら逐次 報告 され る死傷 者、 倒壊

家屋 等の数 の集 約と は別に 、通 信指 令課 (室 )、 災害警 備本 部等 におい て、 被災

地か ら報告 され る生 の声情 報及 び人 的・物 的被 害に関 する 情報 等に基 づい て、

直ち に概括 的な 被害 状況を 把握 及び 評価し 、警 察庁及 び管 区警 察局に 報告 する

よう 努める もの とす る。

都 道府県 警察 は、 被災者 の安 全確 保等に 資す るべく 、交 番、 駐在所 、パ トカ

ー、 白バイ 等の 勤務 員を生 の声 情報 や人的 ・物 的被害 等の 被災 状況及 び交 通状

況等 の情報 収集 に当 たらせ るこ とと する。 その 際、情 報収 集活 動に専 従す るた

めの 私服部 隊の 投入 等につ いて も配 意する もの とする 。

都 道府県 警察 は、 夜間、 荒天 時等 格別の 事情 のある 場合 を除 き、航 空機 運用

総合 調整シ ステ ム（ ＦＯＣ Ｓ） を活 用して 、警 察用航 空機 によ る上空 から の被

害情 報の収 集や 無人 航空機 を活 用し た被害 情報 の収集 を行 うと ともに 、警 察庁

及び 管区警 察局 に対 してヘ リコ プタ ーテレ ビ、 交通監 視カ メラ 等の画 像情 報を

連絡 するも のと する 。

第３ 救 出救助 活動 等

１ 機 動隊等 の出 動

都 道府県 警察 は、 把握し た被 害状 況に基 づき 、迅速 に機 動隊 等を被 災警 察署

等に 出動さ せる もの とする 。そ の際 、災害 発生 当初の ７２ 時間 は、救 出救 助活

動に おいて 極め て重 要な時 間帯 であ ること を踏 まえ、 救出 救助 活動に 人員 、資

機材 等を重 点的 に配 分する もの とす る。と りわ け、高 層建 築物 、高速 道路 、地

下街 等にお いて 被害 が発生 した 場合 には、 高度 な救出 救助 能力 を有す る広 域緊

急援 助隊員 等を 迅速 に投入 する もの とする 。

２ 警 察署に おけ る救 出救助 活動

被 災地を 管轄 する 警察署 の署 長は 、自署 員、 支援機 動隊 員等 により 救出 救助

部隊 を速や かに 編成 し、管 轄区 域内 の被災 状況 等を踏 まえ なが ら当該 救出 救助

部隊 の担当 区域 を決 定する もの とす る。ま た、 消防等 防災 関係 機関の 現場 責任

者と 随時、 捜索 区割 り等現 場活 動に 関する 調整 を行い 、現 場活 動が円 滑に 行わ

れる ように 配意 する ものと する 。

３ 関 係機関 との 協力 ・調整
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都 道 府県 警察 は、 必要に 応じ て、 消防機 関、 海上保 安庁 及び 自衛隊 と合 同調

整所 を設置 し、 警察 庁から Ｄ－ ＳＵ Ｔが派 遣さ れた場 合に はそ の支援 を受 けつ

つ、 活動エ リア ・内 容・手 順、 情報 通信手 段等 につい て、 それ ぞれの 部隊 間の

情報 共有及 び活 動区 域や任 務の 調整 等を行 うと ともに 、必 要に 応じて 部隊 間の

相 互 協 力 を 行 う も の と す る 。 ま た 、 災 害 現 場 で 活 動 す る 緊 急 災 害 対 策 派 遣 隊

（Ｔ ＥＣ－ ＦＯ ＲＣ Ｅ）や 災害 派遣 医療チ ーム （ＤＭ ＡＴ ）等 とも密 接に 情報

共有 を図り つつ 、連 携して 活動 する ものと する 。

４ 航 空機の 運用 調整 等

都 道府県 警察 は、 航空機 を最 も有 効適切 に活 用する ため 都道 府県の 災害 対策

本部 内に設 置さ れる 航空機 の運 用を 調整す る部 署（航 空運 用調 整所） に参 画し 、

警察 庁から Ｄ－ ＳＵ Ｔが派 遣さ れた 場合に はそ の支援 を受 けつ つ、消 防機 関、

海上 保安庁 、自 衛隊 等の各 機関 と航 空機の 活動 区域や 任務 の調 整等を 行う もの

とす る。な お、 調整 に当た って は、 航空機 運用 総合調 整シ ステ ム（Ｆ ＯＣ Ｓ）

を活 用する もの とす る。

５ 感 染症対 策

都 道府県 警察 は、 救出救 助活 動等 に際し 、マ スク着 用等 によ る感染 症対 策を

徹底 するも のと する 。

第４ 避 難誘導 等

関係 都道府 県警 察は 、地域 住民 等の 避難誘 導等 に当た り、 以下 の事項 に留 意す

る もの とする 。

・ 被災地 域、 災害 危険箇 所等 の現 場状況 を把 握した 上、 安全 な避難 経路 を選

定 し、避 難誘 導を 行うこ と。

・ 避難誘 導に 当た っては 、高 齢者 及び障 害者 につい て可 能な 限り車 両等 を活

用 して避 難誘 導を 行うな ど、 避難 行動要 支援 者等に 十分 配慮 するこ と。 また 、

市 町村か ら名 簿等 情報の 提供 を受 けた場 合は 、避難 誘導 に効 果的に 活用 する

こ と。

・ 警察署 に一 時的 に受け 入れ た避 難住民 につ いては 、市 町村 等の避 難所 の整

備 が整っ た段 階で 当該施 設に 適切 に誘導 する こと。

・ 被留置 者の 避難 等の措 置に つき 、迅速 に判 断し、 これ を的 確に実 施す るこ
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と 。

・ 立ち退 きを 行う ことが かえ って 危険を 伴う 場合に は、 高所 への移 動、 近傍

の 堅固な 建物 への 退避、 屋内 の屋 外に面 する 開口部 から 離れ た場所 での 退避

そ の他の 緊急 に安 全を確 保す るた めの措 置を 考慮す るこ と。

第５ 身 元確認 等

都道 府県警 察は 、地 方公共 団体 等と 協力し 、必 要に応 じて 他の 都道府 県警 察に

支 援を 要請す るな どし て、検 視・ 死体 調査の 要員 ・場所 等を 確保 すると とも に、

遺 体の 身元確 認に 資す る資料 の収 集・ 確保、 医師 等との 連携 に配 意し、 迅速 かつ

的 確な 検視・ 死体 調査 、身元 確認 、遺 族等へ の遺 体の引 渡し 等に 努める もの とす

る 。

第６ 二 次災害 の防 止

都道 府県警 察は 、二 次災害 の危 険場 所等を 把握 するた め、 各警 察署ご とに 調査

班 を編 成し、 住宅 地域 を中心 に区 域を 定めて 調査 を実施 する もの とする 。ま た、

把 握し た二次 災害 危険 場所等 につ いて は、市 町村 災害対 策本 部等 に連絡 し、 避難

指 示等 の発令 を促 すも のとす る。

さら に、的 確な 避難 の指示 ・誘 導を 行うた め、 災害警 備本 部等 が各現 場に おけ

る 避難 の指示 ・誘 導を 一元的 に統 制で きる体 制の 整備と 通信 手段 を確立 する もの

と する 。

第７ 危 険箇所 等に おけ る避難 誘導 等の 措置

都道 府県警 察は 、大 規模災 害発 生時 に、石 油コ ンビナ ート 等の 危険物 施設 、火

災 原因 となる おそ れの ある薬 品を 管理 する施 設、 ボイラ ー施 設、 地下街 等の 危険

箇 所に ついて 、速 やか に、大 規模 な火 災、有 害物 質の漏 えい 、爆 発等の 発生 の有

無 の調 査を行 うも のと する。 また 、当 該施設 等の 管理者 等か ら二 次災害 の発 生の

お それ のある 旨通 報を 受けた 場合 は、 施設内 滞在 者及び 施設 周辺 住民の 避難 誘導

や 交通 規制等 災害 の拡 大を防 止す るた めの的 確な 措置を 執る もの とする 。

第８ 社 会秩序 の維 持

都道 府県警 察は 、被 災後の 無人 化し た住宅 街、 商店街 等に おけ る窃盗 や救 援物

資 の搬 送路及 び集 積地 におけ る混 乱、 避難所 内等 での女 性や 子供 等に対 する 性暴

力 ・Ｄ Ｖやト ラブ ル等 を防止 する ため 、被災 地及 びその 周辺 （海 上を含 む。 ）に
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お け る パトロ ール の強 化、避 難所 等の 定期的 な巡 回等を 行う もの とする 。ま た、

被 災地 におい て発 生す ること が予 想さ れる悪 質商 法等の 生活 経済 事犯、 知能 犯、

窃 盗犯 、粗暴 犯、 暴力 団によ る民 事介 入暴力 等の 取締り を重 点的 に行い 、被 災地

の 社会 秩序の 維持 に努 めるも のと する 。

加 えて 、被災 地に 限ら ず、災 害に 便乗 した犯 罪の 取締り や被 害防 止に努 める とと

も に、 災害に 乗じ たサ イバー 攻撃 に関 する情 報収 集及び 国民 に対 する適 切な 情報

提 供を 行うな ど社 会的 混乱の 抑制 に努 めるも のと する。

警察 署等に おい ては 、地域 の自 主防 犯組織 等と 安全確 保に 関す る情報 交換 を行

う など 連携を 保ち 、ま た、住 民等 から の相談 につ いては 、親 身に 対応し 、住 民等

の 不安 の軽減 に努 める ものと する 。

第９ 緊 急交通 路の 確保

１ 交 通状況 の把 握

都 道府県 警察 は、 現場の 警察 官、 関係機 関等 からの 情報 に加 え、交 通監 視カ

メラ 、車両 感知 器等 を活用 して 、通 行可能 な道 路や交 通状 況を 迅速に 把握 する

もの とする 。

２ 交 通規制 の実 施

都 道府県 警察 は、 災害が 発生 し、 又は発 生す るおそ れが ある 場合に おい て、

災害 応急対 策が 的確 かつ円 滑に 行わ れるよ うに するた め緊 急の 必要が ある と認

める ときは 、速 やか に区域 又は 道路 の区間 を指 定して 緊急 通行 車両以 外の 車両

の道 路にお ける 通行 を禁止 し又 は制 限する など 、緊急 交通 路の 確保に 当た るも

のと する。

緊 急交通 路の 確保 に当た って は、 人命の 安全 、被害 の拡 大防 止、災 害応 急対

策の 的確か つ円 滑な 実施等 に配 意し て行う もの とする 。ま た、 被災地 への 流入

車両 等を抑 制す るた め必要 があ ると きは、 被災 地域周 辺の 都道 府県警 察と 共に 、

周辺 地域を 含め た広 域的な 交通 規制 を実施 する ものと する 。

さ らに、 災害 発生 後の被 災地 の状 況等に 応じ て、応 急復 旧の ための 人員 及び

資機 材輸送 の必 要性 に配慮 する など 、被害 の状 況、緊 急度 、重 要度等 を考 慮し

た交 通規制 の見 直し を行う もの とす る。

３ 輸 送対象 の想 定
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緊 急 通行 車両 によ り輸送 する 対象 は、被 災状 況及び 災害 応急 対策の 進捗 状況

に応 じて、 おお むね 以下の とお りと する。

(1) 第 １ 段 階

・ 救助 ・医 療活 動の従 事者 及び 医薬品 等の 物資

・ 消防 、水 防活 動等災 害の 拡大 防止の ため の人員 及び 物資

・ 政府 災害 対策 要員、 地方 公共 団体災 害対 策要員 、情 報通 信、電 力、 ガス 、

水道施 設保 安要 員等初 動の 災害 応急対 策に 必要な 人員 ・物 資等

・ 医療 機関 へ搬 送する 負傷 者等

・ 緊急 輸送 に必 要な輸 送施 設、 輸送拠 点の 応急復 旧、 交通 規制等 に必 要な

人員及 び物 資

(2) 第 ２ 段 階

・ 上記 (1)の 続 行

・ 食料 、水 等生 命の維 持に 必要 な物資

・ 傷病 者及 び被 災者の 被災 地外 への輸 送

・ 輸送 施設 の応 急復旧 等に 必要 な人員 及び 物資

(3) 第 ３ 段 階

・ 上記 (2)の 続 行

・ 災害 復旧 に必 要な人 員及 び物 資

・ 生活 必需 品

４ 交 通規制 の周 知徹 底

都 道府県 警察 は、 交通規 制が 実施 された とき は、直 ちに 通行 禁止等 に係 る区

域又 は道路 の区 間そ の他の 必要 な事 項につ いて 、住民 、運 転者 等に周 知徹 底を

図る ものと する 。

５ そ の他緊 急交 通路 確保の ため の措 置

(1) 交 通 管 制施 設の 活用

都道府 県警 察は 、効果 的な 交通 規制を 実施 するた め、 交通 情報板 、信 号機

等 の交通 管制 施設 の機能 の回 復に 努める とと もに、 これ らを 活用す るも のと

す る。

(2) 放 置 車 両の 撤去 等
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都 道 府 県警 察は 、緊急 交通 路を 確保す るた め必要 な場 合に は、放 置車 両の

撤 去等を 行う もの とする 。

(3) 運 転 者 等に 対す る措置 命令

都道府 県警 察は 、緊急 通行 車両 の円滑 な通 行を確 保す るた め、必 要に 応じ

て 、運転 者等 に対 し車両 移動 等の 措置命 令を 行うも のと する 。

(4) 障 害 物 の除 去

都道府 県警 察は 、緊急 交通 路の 障害物 の除 去につ いて 道路 管理者 、消 防機

関 、自衛 隊等 と協 力し、 状況 に応 じて必 要な 措置を 執る もの とする 。

(5) 道 路 管 理者 等へ の要請

都道府 県公 安委 員会は 、緊 急通 行車両 以外 の車両 の通 行禁 止等を 行う ため

必 要があ ると きは 、道路 管理 者、 港湾管 理者 又は漁 港管 理者 に対し 、緊 急通

行 車両の 通行 を確 保する ため 、放 置車両 や立 ち往生 車両 等の 移動等 につ いて

要 請する もの とす る。

６ 関 係機関 等と の連 携

都 道府県 警察 は、 交通規 制に 当た っては 、道 路管理 者、 防災 担当部 局等 と相

互に 密接な 連携 を保 つもの とす る。 また、 交通 規制を 円滑 に行 うため 、必 要に

応じ て、警 備業 者等 との応 援協 定等 に基づ き、 交通誘 導の 実施 等を要 請す るも

のと する。

第 10 被 災 者等 への 情報 伝達活 動

１ 被 災者等 のニ ーズ に応じ た情 報伝 達活動 の実 施

都 道府県 警察 は、 被災者 等の ニー ズを十 分把 握し、 交番 、駐 在所、 パト カー

等の 勤務員 を活 用す るなど して 、災 害関連 情報 、避難 の措 置に 関する 情報 、交

通規 制等警 察措 置に 関する 情報 等の 適切な 伝達 に努め るも のと する。

な お、そ の際 、イ ンター ネッ ト上 の流言 飛語 等によ る社 会的 混乱を 防止 する

とと もに、 国民 の適 切な判 断と 行動 を助け るた め、正 確か つ的 確な情 報の 伝達

に留 意する ほか 、高 齢者、 障害 者、 外国人 等の 避難行 動要 支援 者等に 応じ た伝

達を 行うも のと する 。

２ 相 談活動 の実 施

都 道府県 警察 は、 災害発 生時 には 、被災 者の 安否を 気遣 う肉 親等の 相談 に応
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じ る ため、 行方 不明 者相談 所、 消息 確認電 話、 相談窓 口等 の設 置に努 める もの

とす る。そ の際 、災 害対策 基本 法に おいて 行方 不明者 数に つい ては市 町村 が把

握す ること とさ れて いるこ と（ ただ し、市 町村 におい ては 、安 否の確 認が とれ

てい ないこ との みで は、行 方不 明者 数とし て計 上しな いこ とに 留意す る必 要が

ある 。）及 び安 否確 認のた め市 町村 におい て把 握して いる 避難 者情報 等を 活用

する 必要が ある こと から、 行方 不明 者に係 る相 談につ いて 、市 町村と の情 報共

有を 図るも のと する 。

ま た、避 難所 等に 避難し てい る被 災者の 不安 を和ら げる ため 、移動 交番 車の

派遣 や避難 所へ の警 察官の 立ち 寄り 等によ る相 談活動 を推 進す るなど 避難 所等

にお ける親 身な 活動 を推進 する もの とする 。

３ 多 様な手 段に よる 情報伝 達

都 道府県 警察 は、 地域に 密着 した 活動等 を通 じ、住 民の 避難 先、救 援物 資の

配布 場所等 の地 域住 民等の 生活 に必 要な情 報の 収集に 努め ると ともに 、そ れら

の情 報や悪 質商 法へ の注意 喚起 等の 地域安 全情 報を警 察本 部、 警察署 、交 番、

駐在 所等の 掲示 板や 拡声器 、地 元の ミニＦ Ｍ局 、ミニ 広報 紙、 インタ ーネ ット

等を 活用し 、あ るい は自主 防犯 組織 等を通 じる などし て幅 広く 伝達す るも のと

する 。

ま た、警 察署 、交 番等に おい ては 、地域 の各 種施設 等へ の情 報を伝 達す るた

めの ネット ワー クを 活用す るも のと する。

第 11 報 道 対応

都道 府県警 察は 、災 害警備 本部 、警 察署災 害警 備本部 等に おけ る報道 対応 窓口

を 一本 化し、 責任 ある 報道対 応を する ものと する 。報道 発表 等に 当たっ ては 、警

察 庁及 び関係 地方 公共 団体と 密接 に連 絡を取 り必 要に応 じ調 整を 図るも のと する 。

第 12 情 報 シス テム に関 する措 置

都道 府県警 察は 、災 害発生 後に おい ても情 報シ ステム の機 能を 確保す るた め以

下 の措 置を執 るも のと する。

１ 電 子計算 組織 の機 能回復

災 害発生 後、 速や かに情 報シ ステ ムの機 能の 確認を 行う とと もに、 障害 が生

じた 電子計 算組 織の 機能の 回復 を図 るもの とす る。
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２ 災 害警備 活動 に必 要な情 報の 共有

災 害警備 活動 に必 要な情 報を 共有 するた め、 既存の デー タベ ースを 活用 する

など の措置 を執 るも のとす る。

第 13 関 係 機関 との 相互 連携

都道 府県警 察は 、指 定地方 行政 機関 、指定 公共 機関等 との 間に おいて 緊密 な連

携 の確 保に努 める もの とする 。

第 14 自 発 的支 援の 受入 れ

１ ボ ランテ ィア の受 入れ

都 道府県 警察 は、 自主防 犯組 織等 のボラ ンテ ィア関 係組 織・ 団体と の連 携を

図り 、被災 地に おけ る各種 犯罪 ・事 故の未 然防 止と被 災住 民等 の不安 の除 去等

を目 的とし て行 われ るボラ ンテ ィア 活動が 円滑 に行わ れる よう 必要な 支援 等を

行う ものと する 。

２ 海 外から の支 援の 受入れ

都 道府県 警察 等は 、警察 庁か ら海 外から の支 援の受 入れ の連 絡を受 けた 場合

には 、当該 支援 活動 が円滑 に行 われ るよう 、警 察庁、 管区 警察 局、都 道府 県、

市町 村その 他の 関係 機関と 連絡 を取 りつつ 、必 要な措 置を 講じ るもの とす る。

第４ 節 災害 復旧・ 復興

第１ 警 察施設 の復 旧

都道 府県警 察は 、警 察施設 の復 旧に ついて は、 その重 要性 に鑑 み、可 能な 限り

迅 速か つ円滑 な復 旧を 図るこ とと する 。

第２ 暴 力団排 除活 動の 徹底

都道 府県警 察は 、復 旧・復 興事 業へ の暴力 団等 の介入 を阻 止す るため 、暴 力団

等 の動 向把握 と取 締り に努め ると とも に、関 係行 政機関 、被 災地 方公共 団体 、業

界 団体 等に必 要な 働き 掛けを 行う など 、復旧 ・復 興事業 から の暴 力団排 除活 動の

徹 底に 努める もの とす る。

第３ 交 通規制 の実 施

都道 府県警 察は 、円 滑な災 害復 旧・ 復興を 図る ため、 交通 状況 、道路 状況 等を

考 慮し 、輸送 需要 を踏 まえ、 適切 な交 通規制 等を 行うこ とと する 。
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第 ３編 津 波災害 対策

第１章 国家公安委員会及び警察庁のとるべき措置

第１ 節 災害 に備え ての 措置

国 家公 安委員 会及 び警 察庁は 、科 学的知 見を 踏ま え、あ らゆ る可

能性 を考 慮した 最大 クラ スの津 波に よる災 害の 発生 に備え 、以 下の

措置 を執 るもの とす る。

第１ 津 波警報 ・注 意報 等の伝 達

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 迅速 かつ正 確な 津波警 報・ 注意 報等の 伝達 のた

め 、伝 達手段 の多 重化 及び多 様化 を含 め体制 の充 実を図 るも のと する。

第２ 情 報通信 の確 保

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 津波 災害発 生時 におい ても 個々 の施設 の機 能を

維 持す るため 、停 電時 におけ る通 信の 確保の ため の非常 用電 源の 確保及 び無 線設

備 や非 常用電 源設 備の 浸水す る可 能性 が低い 箇所 への設 置等 に努 めるも のと する 。

第３ 災 害用装 備資 機材 の整備 充実

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 都道 府県警 察に おける 胴付 水中 長靴、 とび 口、

ゴ ム長 手袋、 踏み 抜き 防止板 等捜 索用 機材等 の災 害警備 用装 備資 機材の 整備 充実

を 図る ものと する 。

第４ 交 通管制 施設 及び 交通管 理体 制の 整備

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 信号 機、交 通情 報板等 の交 通管 制施設 につ いて 、

津 波被 害に対 する 安全 性の確 保を 図る ととも に、 災害時 にお ける 広域的 な交 通管

理 体制 の整備 を図 るも のとす る。

また 、道路 交通 機能 の確保 のた め重 要とな る信 号機電 源付 加装 置の整 備等 の信

号 機滅 灯対策 を推 進す るもの とす る。

第５ 国 民の防 災活 動の 推進

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 地方 公共団 体と 連携し 、住 民等 に対し 、津 波ハ

ザ ード マップ 等を 活用 し、津 波の 危険 や避難 方法 等につ いて 周知 ・理解 させ 、防

災 意識 の高揚 を図 るも のとす る。
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第６ 訓 練の実 施

警察 庁は、 津波 によ る広範 な浸 水を 想定し た救 出救助 方法 等の 検討を 行う とと

も に、 訓練を 継続 的に 実施し 、救 出救 助能力 の強 化を図 るも のと する。

第７ 教 養等の 実施

警察 庁は、 東日 本大 震災に おけ る反 省、教 訓事 例等を 活用 した 教養を 実施 する

と とも に、広 報啓 発活 動及び 各種 資料 等の作 成を 行うも のと する 。

第２ 節 災害 時の対 策

第１ 津 波警報 ・注 意報 等の伝 達

警察 庁は、 都道 府県 警察を 通じ て津 波警報 ・注 意報等 を迅 速か つ正確 に沿 岸住

民 等に 伝達す るも のと する。

第２ 関 係機関 との 協力

警察 庁は、 津波 災害 が発生 し、 又は 発生す るお それが ある 場合 には、 内閣 府、

消 防庁 、国土 交通 省、 気象庁 、防 衛省 等の関 係機 関と津 波災 害対 策に関 する 相互

協 力に 努める もの とす る。

第３ 広 域的な 部隊 の運 用

警察 庁は、 大規 模な 津波災 害が 発生 した場 合に 派遣す る警 察災 害派遣 隊の 運用

に つい て定め ると とも に、随 時見 直し を行う もの とする 。

第４ 遺 体の身 元確 認に 関する 関係 機関 との連 携

警察 庁は、 津波 災害 におい ては 遺体 の身元 確認 が困難 とな る場 合が多 いこ とを

考 慮し 、遺体 の身 元確 認に必 要な 資料 の重要 性を 踏まえ 、効 果的 な身元 確認 が行

え るよ う関係 地方 公共 団体、 指定 公共 機関等 関係 機関と 密接 に連 携する もの とす

る 。

第２章 地域防災計画の作成の基準となるべき事項

第１ 節 災害 に備え ての 措置

第１ 津 波警報 ・注 意報 等の伝 達

都道 府県警 察は 、迅 速かつ 正確 な津 波警報 ・注 意報等 の伝 達の ため、 伝達 手段
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の 多 重 化及び 多様 化を 含めた 連絡 ・伝 達体制 及び 設備の 充実 を図 るもの とす る。

第２ 津 波から の避 難誘 導等

都道 府県警 察は 、津 波被害 の特 性を 踏まえ 、津 波によ って 浸水 が予想 され る地

域 の住 民を安 全に 避難 誘導す るた め、 以下の 措置 を講ず る。

１ 実 態把握

都 道府県 警察 は、 津波に よっ て浸 水が予 想さ れる地 域の 危険 箇所、 避難 行動

要支 援者等 の実 態把 握に努 める もの とする 。ま た、市 町村 から 名簿等 情報 の提

供を 受けた 場合 は、 実態把 握に 効果 的に活 用す るとと もに 、名 簿等情 報の 漏え

いの 防止等 必要 な措 置を講 じる もの とする 。

２ 避 難場所 の選 定、 避難路 の複 数指 定

都 道府県 警察 は、 地方公 共団 体と 協力し て浸 水予測 地図 等に よりあ らか じめ

予想 した被 害状 況に 応じて 、避 難場 所の選 定及 び個々 の避 難場 所に至 る避 難路

の複 数指定 に努 める ものと する 。

３ 住 民等へ の周 知徹 底

都 道府県 警察 は、 地方公 共団 体と 連携し て、 防災訓 練等 を通 じて、 住民 等に

対し 、津波 に対 する 地勢的 特性 に関 する知 識、 避難路 、避 難場 所、避 難方 法等

につ いて周 知徹 底を 図るも のと する 。

こ の際、 避難 のた めの車 両の 使用 につい ては 、以下 の点 に留 意する こと を周

知徹 底する もの とす る。

(1) 津 波 の 発生 時に 車両を 運転 中で ある場 合、 又はそ れ以 外の 場合で あっ て津

波 から避 難す るた めやむ を得 ない 場合を 除き 、避難 のた めに 車両を 使用 しな

い こと。

(2) 津 波 か ら避 難す るため 車両 を使 用する とき は、道 路の 損壊 、信号 機の 作動

停 止、道 路上 の障 害物等 に十 分注 意しな がら 運転す るこ と。

４ 避 難行動 要支 援者 等に係 る避 難誘 導体制 の整 備

都 道府県 警察 は、 地方公 共団 体と 連携し 、高 齢者、 障害 者、 外国人 等の 避難

行動 要支援 者等 を適 切に避 難誘 導す るため 、地 域住民 、自 主防 災組織 等の 協力

を得 ながら 、平 素か ら名簿 等情 報の 活用等 によ り、避 難行 動要 支援者 等に 係る

避難 誘導体 制の 整備 を図る もの とす る。
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５ 避 難手段 の検 討

津 波発生 時の 避難 につい ては 、徒 歩によ るこ とを原 則と する が、津 波到 達時

間、 避難場 所ま での 距離、 避難 行動 要支援 者等 の存在 、避 難路 の状況 等を 踏ま

えて 、やむ を得 ず自 動車で 避難 せざ るを得 ない 場合に おけ る安 全かつ 確実 な避

難方 策につ いて 、市 町村か ら協 議が あった 際に は、警 備部 門と 交通部 門が 連携

して 対応す るも のと する。

６ 活 動要領 の策 定

都 道府県 警察 は、 地方公 共団 体等 と連携 しつ つ、津 波に 対す る地勢 的特 性を

踏ま え、警 察職 員の 運用や 装備 資機 材の活 用等 の具体 的な 活動 要領を 策定 する

もの とする 。そ の際 、防災 対応 や避 難誘導 に当 たる警 察職 員の 安全を 確保 する

ため 、市町 村等 との 意思疎 通を 緊密 に図り なが ら、津 波到 達時 間内で の防 災対

応や 避難誘 導に 係る 行動ル ール や退 避の判 断基 準を定 め、 住民 等に周 知す るも

のと する。

ま た、避 難誘 導の 訓練を 実施 する ことに より 、避難 誘導 活動 におけ る問 題点

を検 証し、 行動 ルー ル等を 必要 に応 じて見 直す ものと する 。

第３ 警 備体制 の確 立

都道 府県警 察は 、津 波災害 に伴 い、 警察災 害派 遣隊の 派遣 要請 が予想 され るこ

と から 、平素 から 招集 ・派遣 体制 の整 備等を 図る ものと する 。特 に、即 応部 隊に

つ いて は、平 素か ら隊 員に対 する 救出 救助技 能、 自活能 力の 向上 に向け た教 養訓

練 を徹 底する もの とす る。

第４ 警 察施設 等の 災害 対策

都道 府県警 察は 、津 波によ る被 害の おそれ のあ る地域 にお ける 警察施 設等 につ

い ては 、津波 に対 する 安全性 に配 慮す るとと もに 、建築 物の 耐浪 性の向 上、 非常

用 電源 の設置 場所 や物 資の備 蓄場 所を 想定浸 水深 より高 い位 置と するな ど、 津波

に 対す る対応 力を 強化 するも のと する 。

第５ 交 通管制 施設 及び 交通管 理体 制の 整備

都道 府県警 察は 、信 号機、 交通 情報 板等の 交通 管制施 設に つい て津波 被害 に対

す る安 全性の 確保 を図 るとと もに 、災 害時に おけ る広域 的な 交通 管理体 制の 整備

を 図る ものと する 。
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ま た 、道路 交通 機能 の確保 のた め重 要とな る信 号機電 源付 加装 置の整 備等 の信

号 機滅 灯対策 を推 進す るもの とす る。

第６ 災 害用装 備資 機材 の整備 充実

都道 府県警 察は 、津 波災害 につ いて 、胴付 水中 長靴、 とび 口、 ゴム長 手袋 、踏

み 抜き 防止板 等捜 索用 機材等 の災 害警 備用装 備資 機材の 整備 充実 を図る もの とす

る 。

第７ 教 養訓練 の実 施等

都道 府県警 察は 、津 波到達 時間 を踏 まえた 避難 誘導活 動等 を迅 速かつ 的確 に実

施 する ため、 津波 の想 定浸水 域、 無線 機等情 報伝 達機器 の確 実な 運用等 津波 災害

に 関す る教養 を実 施す るとと もに 、地 方公共 団体 等と連 携し た訓 練の実 施に 努め

る もの とする 。

第８ 被 留置者 への 対応

都道 府県警 察は 、津 波浸水 予測 等を 踏まえ 、被 留置者 の避 難や 移送を 的確 に行

う ため 、非常 計画 の見 直し及 び訓 練を 実施す るも のとす る。 また 、被留 置者 の処

遇 を確 保する ため の装 備資機 材等 の整 備及び 被留 置者の 移送 に関 し、検 察庁 と必

要 な連 携を図 るも のと する。

第２ 節 災害 時の対 策

第１ 津 波警報 ・注 意報 等の伝 達

都道 府県警 察は 、津 波警報 ・注 意報 等が発 表さ れた場 合又 は津 波によ る浸 水が

発 生す ると判 断し た場 合、津 波警 報・ 注意報 等を 迅速か つ正 確に 沿岸住 民、 船舶

等 に伝 達する 。そ の際 、対象 者に 漏れ なく、 かつ 、分か りや すい 伝達に 努め ると

と もに 、避難 行動 要支 援者等 に応 じた ものと する 。

第２ 被 災者の 避難 誘導 等

都道 府県警 察は 、避 難誘導 や防 災対 応に当 たる 警察官 の安 全を 確保し つつ 、予

想 され る津波 到達 時間 も考慮 し、 必要 に応じ 警察 官が避 難指 示を 行うな どし て、

安 全か つ迅速 な避 難誘 導を行 うも のと する。 また 、市町 村か ら名 簿等情 報の 提供

を 受け た場合 は、 避難 誘導に 効果 的に 活用す るこ と。

第３ 被 災者の 救出 救助 活動
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都 道 府県警 察は 、津 波災害 現場 にお ける被 災者 の救出 救助 に当 たって は、 警察

用 航空 機、災 害救 助犬 及び各 種装 備資 機材を 活用 するも のと する 。

第４ 身 元確認 等

都道 府県警 察は 、津 波災害 にお いて は遺体 の身 元確認 が困 難と なるケ ース が多

い こと を考慮 し、 地方 公共団 体等 と連 携し、 また 、必要 に応 じて 他の都 道府 県警

察 に支 援を要 請す るな どして 、検 視・ 死体調 査の 要員・ 場所 等を 確保す ると とも

に 、遺 体の身 元確 認に 資する 資料 の収 集・確 保、 医師等 との 連携 に配意 し、 迅速

か つ的 確な検 視・ 死体 調査、 身元 確認 、遺族 等へ の遺体 の引 渡し 等に努 める もの

と する 。

第５ 行 方不明 者の 相談 活動等 の実 施

都道 府県警 察は 、津 波災害 にお いて は被災 地が 広範囲 にわ たる ことか ら、 被災

者 の安 否を気 遣う 肉親 等の相 談に 応じ るため 、行 方不明 者相 談所 、消息 確認 電話 、

相 談窓 口等の 設置 に努 めるも のと する 。その 際、 災害対 策基 本法 におい て行 方不

明 者数 につい ては 市町 村が把 握す るこ ととさ れて いるこ と（ ただ し、市 町村 にお

い ては 、安否 の確 認が とれて いな いこ とのみ では 、行方 不明 者数 として 計上 しな

い こと に留意 する 必要 がある 。） 及び 安否確 認の ため市 町村 にお いて把 握し てい

る 避難 者情報 等を 活用 する必 要が ある ことか ら、 行方不 明者 に係 る相談 につ いて 、

市 町村 との情 報共 有を 図るも のと する 。

さら に、避 難所 等に 避難し てい る被 災者の 不安 を和ら げる ため 、移動 交番 車の

派 遣や 避難所 への 警察 官の立 ち寄 り等 による 相談 活動を 推進 する など避 難所 等に

お ける 親身な 活動 を推 進する もの とす る。

第６ 社 会秩序 の維 持

都道 府県警 察は 、津 波災害 にお いて は被災 地が 広範囲 にわ たる ことを 考慮 し、

窃 盗等 の犯罪 の発 生や 救援物 資の 搬送 路及び 集積 地にお ける 混乱 、避難 所内 等で

の 女性 や子供 等に 対す る性暴 力・ ＤＶ やトラ ブル 等を防 止す るた め、被 災地 及び

そ の周 辺（海 上を 含む 。）に おけ るパ トロー ルの 強化、 避難 所等 の定期 的な 巡回

等 を行 うもの とす る。 また、 被災 地に おいて 発生 するこ とが 予想 される 悪質 商法

等 の生 活経済 事犯 、知 能犯、 窃盗 犯、 粗暴犯 、暴 力団に よる 民事 介入暴 力等 の取

締 りを 重点的 に行 い、 被災地 の社 会秩 序の維 持に 努める もの とす る。加 えて 、被
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災 地 に 限らず 、災 害に 便乗し た犯 罪の 取締り や被 害防止 に努 める ととも に、 災害

に 乗じ たサイ バー 攻撃 に関す る情 報収 集及び 国民 に対す る適 切な 情報提 供を 行う

な ど社 会的混 乱の 抑制 に努め るも のと する。

第７ 大 量拾得 物の 処理

都道 府県警 察は 、津 波災害 によ り広 範囲が 被災 し、大 量の 拾得 物を取 り扱 う場

合 にお いては 、保 管場 所の確 保、 必要 な処理 体制 の整備 等早 期返 還に向 けた 対応

に 努め るもの とす る。
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第４ 編 東 海地震に 係る措 置

第１章 国家公安委員会及び警察庁がとるべき措置

第１ 節 地震 防災応 急対 策に 係る措 置

第１ 国 家公安 委員 会の 措置

国家 公安委 員会 委員 長は、 大震 法第 ９条の 規定 に基づ く警 戒宣 言が発 せら れた

と きは 、直ち に国 家公 安委員 会を 招集 するも のと する。

国家 公安委 員会 委員 長及び 国家 公安 委員会 委員 が速や かに 参集 するこ とが 困難

な 場合 には、 テレ ビ会 議シス テム によ る方式 その 他の委 員が 参集 するこ とを 要し

な い方 式によ り意 思決 定を行 うも のと する。

第２ 警 察庁の 措置

１ 地 震予知 情報 等の 伝達

気 象庁が 発表 する 東海地 震に 関す る情報 、警 戒宣言 、警 戒解 除宣言 その 他の

これ に関連 する 情報 （以下 「東 海地 震に関 する 情報等 」と いう 。）の 伝達 は、

別図 １に示 すと ころ により 行う もの とする 。

こ の場合 にお いて 、伝達 事務 は、 ２の災 害警 備対策 室、 ３の 災害警 備本 部、

４の 地震災 害警 戒警 備本部 （以 下「 警察庁 警戒 本部等 」と いう 。）が それ ぞれ

設置 される まで の間 は、執 務時 間内 は警察 庁警 備局警 備運 用部 警備第 三課 （以

下「 警備第 三課 」と いう。 ）、 執務 時間外 は警 察庁総 合当 直に おいて 行い 、設

置後 は、警 察庁 警戒 本部等 にお いて 行うも のと する。

２ 災 害警備 対策 室の 設置

長 官は、 東海 地震 に関連 する 調査 情報（ 定例 の情報 及び 臨時 の情報 のう ち警

察措 置の必 要が ない と判断 でき るも のを除 く。 ）が発 せら れた 場合に は、 災害

警備 対策室 を設 置す るもの とす る。

３ 災 害警備 本部 の設 置

長 官は、 東海 地震 注意情 報が 発せ られた 場合 には、 災害 警備 本部を 設置 する

もの とする 。

４ 地 震災害 警戒 警備 本部の 設置

長 官は、 警戒 宣言 が発せ られ た場 合又は 発せ られる こと が予 想され る場 合に
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は 、 長官を 長と する 地震災 害警 戒警 備本部 を設 置する もの とす る。

５ 情 報の収 集・ 報告

(1) 情 報 の 収集

ア 管轄 都県 警察 等から の情 報の 収集

強化 地域 を管 轄する 都県 警察 （以下 「管 轄都県 警察 」と いう。 ）及 び強

化地域 に係 る都 県に隣 接し 、又 は近接 する 府県の 区域 を管 轄する 府県 警察

並びに 関東 、中 部及び 近畿 管区 警察局 から の情報 の収 集は 、以下 の事 項を

重点と して 行う ものと する 。

(ｱ) 警 備 体 制の 確立状 況

(ｲ) 住 民 等 の反 応と避 難等 の状 況

(ｳ) 主 要 幹 線道 路等の 交通 の状 況

(ｴ) 特 異 事 案の 発生状 況と 今後 の見通 し

(ｵ) 交 通 対 策、 警備対 策等 警察 措置の 実施 状況

(ｶ) 関 係 機 関の 対策の 実施 状況

イ その 他の 道府 県警察 等か らの 情報の 収集

ア以 外の 管区 警察局 及び 道府 県警察 から の情報 の収 集は 、必要 に応 じ、

関連す る事 項に ついて 行う もの とする 。

ウ 関係 機関 から の情報 の収 集

内閣 府、 消防 庁、国 土交 通省 、気象 庁、 防衛省 等の 関係 機関か らの 情報

収集は 、連 絡を 密にし て迅 速に 行うも のと する。

(2) 地 震 災 害警 戒本 部に対 する 報告

大震法 第２ ８条 第２項 の規 定に 基づき 、長 官は、 地震 災害 警戒本 部に 対し

て 、警備 体制 の確 立状況 、治 安の 概況と 見通 し及び 交通 対策 、警備 対策 等警

察 措置の 実施 状況 につい て報 告す るもの とす る。

６ 都 道府県 警察 の活 動に関 する 調整 等

都 道府県 警察 の実 施する 地震 防災 応急対 策の 効果的 推進 を図 るため 、以 下に

掲げ る都道 府県 警察 の警察 活動 に関 して調 整す るもの とす る。

こ の場合 にお いて 、民心 に不 安を 生ずべ き大 規模な 災害 に係 る事案 で国 の公

安に 係るも のに つい ての警 察運 営に 関して 、都 道府県 警察 を指 揮監督 する もの
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と す る。

(1) 災 害 警 備活 動

(2) 都 道 府 県警 察相 互間の 支援

(3) 交 通 対 策

(4) 社 会 秩 序の 維持

(5) 危 険 物 の保 安対 策

(6) 住 民 等 への 情報 伝達活 動

(7) 生 活 必 需物 資の 確保の ため の関 係機関 への 協力

(8) そ の 他 治安 維持 上必要 な事 項

７ 即 応部隊 の運 用に 関する 調整 等

(1) 東 海 地 震注 意情 報が発 せら れた 場合

警察庁 は、 帯同 装備品 の点 検・ 整備、 所定 箇所へ の隊 員の 集結、 同所 での

待 機等、 即応 部隊 の派遣 に向 けた 準備行 動に ついて 必要 な指 示及び 調整 を行

う ものと する 。

(2) 警 戒 宣 言が 発せ られた 場合

警察庁 は、 東海 地震発 生後 の災 害警備 活動 を迅速 的確 に実 施する ため 、即

応 部隊の 強化 地域 周辺へ の事 前派 遣等に つい て必要 な指 示及 び調整 を行 うも

の とする 。

具体的 な派 遣計 画につ いて は別 に定め る。

８ 交 通対策

(1) 基 本 方 針

警戒宣 言が 発せ られた 場合 にお ける交 通対 策につ いて は、 以下に 掲げ る基

本 方針に のっ とり 都道府 県警 察を 指導調 整す るもの とす る。

なお、 都道 府県 警察の 策定 する 交通規 制計 画につ いて は、 広域的 な交 通対

策 の観点 から あら かじめ 指導 調整 するも のと する。

ア 強化 地域 内で の一般 車両 の走 行は極 力抑 制する もの とす る。

イ 強化 地域 への 一般車 両の 流入 は極力 制限 するも のと する 。

ウ 強化 地域 外へ の一般 車両 の流 出は交 通の 混乱が 生じ ない 限り原 則と して

制限し ない もの とする 。
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エ 避 難 路及 び緊 急交通 路に つい ては、 優先 的にそ の機 能の 確保を 図る もの

とする 。

オ 高速 自動 車国 道及び 自動 車専 用道路 につ いては 、一 般車 両の強 化地 域へ

の流入 を制 限す るとと もに 、強 化地域 内に おける イン ター チェン ジ等 から

の流入 を制 限す るもの とす る。

(2) 広 域 交 通規 制等

ア 警戒 宣言 が発 せられ た場 合は 、必要 によ り強化 地域 及び これに 隣接 し、

又は近 接す る地 域にお ける 交通 の混乱 を防 止し、 かつ 、緊 急輸送 を確 保す

るため 、関 係の 都道府 県警 察に 対し、 交通 の状況 に応 じて 「緊急 交通 路指

定予定 路線 」又 は「交 通検 問所 」のう ちか ら区間 又は 地点 を指定 し、 必要

な交通 の規 制又 は誘導 、自 動車 の利用 の抑 制の要 請等 を実 施する よう 指導

調整す るも のと する。

イ 「緊 急交 通路 指定予 定路 線」 及び「 交通 検問所 」は 、あ らかじ め定 める

ものと する 。

９ 情 報通信 の確 保

地 震防災 応急 対策 に係る 措置 の迅 速かつ 的確 な実施 を図 るた め、情 報通 信の

確保 につい ては 、以 下に定 める とお り行う もの とする 。

(1) 通 信 に 関す る措 置

ア 通信 の確 保

(ｱ) 警 戒 宣 言が 発せら れた 場合 は、速 やか に通信 手段 の機 能の確 認を 行う

とと もに 、警 備体制 の確 立等 に必要 な通 信を確 保す るも のとす る。 その

際、 画像 情報 の収集 、無 線通 話の同 時モ ニター 等被 害状 況を把 握す る通

信手 段の 確保 にも留 意す るも のとす る。

(ｲ) 広 域 通 信系 等複数 の都 道府 県警察 の使 用する 無線 通信 系の効 果的 運用

を図 るも のと する。

イ 通信 制限

通信 の輻 輳、 警察通 信施 設の 重大な 障害 等のた め警 察活 動に支 障が 生じ

ると予 想さ れる ときは 、通 話の 種類、 通話 時間、 通話 先等 につい て通 信制

限を行 い、 災害 警備活 動に 必要 な通信 を確 保する もの とす る。
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ウ 幹 線 通信 の確 保のた めの 応急 措置

幹線 通信 の確 保に重 大な 障害 が生じ 、又 は生じ ると 予想 される 場合 は、

衛星通 信回 線に よる応 急通 信系 の設定 、無 線多重 回線 の構 成変更 等通 信の

確保の ため の応 急措置 を執 るも のとす る。

エ 通信 資機 材の 支援

都道 府県 警察 が行う 災害 警備 活動に 対し 必要な 通信 資機 材の支 援を 行う

ととも に、 都道 府県警 察相 互間 の通信 資機 材の支 援に つい て調整 を行 うも

のとす る。

(2) 情 報 シ ステ ムに 関する 措置

警戒宣 言が 発せ られた 場合 は、 災害警 備活 動に必 要な 情報 提供手 段の 確立

等 情報を 有効 に活 用する ため の措 置を執 るも のとす る。

10 関 係 機関 との 協力

警 戒宣言 が発 せら れた場 合に は、 内閣府 、消 防庁、 国土 交通 省、気 象庁 、防

衛省 等の関 係機 関と 災害活 動に 関す る相互 協力 に努め るも のと する。

11 警 察 施設 等の 点検 及び整 備

警 戒宣言 が発 せら れた場 合は 、地 震防災 応急 対策の 実施 に必 要な警 察施 設及

び装 備資機 材の 点検 並びに 整備 を行 うもの とす る。

第３ 附 属機関 及び 地方 機関に おけ る措 置

皇宮 警察本 部等 の附 属機関 及び 管区 警察局 等の 地方機 関は 、第 ２編第 １章 第１

節 第 11に 基 づ き作 成す る計画 にお いて 、第２ に定 める事 項に 関し 必要な 事項 を定

め るも のとす る。

第２ 節 地震 防災上 緊急 に整 備すべ き施 設等の 整備

第１ 警 察通信 施設 の整 備

大震 法第６ 条第 １項 第２号 の規 定に 係る警 察通 信施設 につ いて は、特 に以 下の

事 項に ついて 、整 備を 図るも のと する 。

・ 映像伝 送シ ステ ムの強 化

・ 警察移 動通 信シ ステム の強 化

・ 警察情 報通 信基 盤の堅 牢化 ・高 度化の 推進
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第２ 施 設・装 備資 機材 の整備

第１ 以外の 災害 警備 活動の 実施 に必 要な施 設・ 装備資 機材 につ いては 、強 化地

域 の特 殊性を 勘案 し、 整備を 図る もの とする 。

第３ 節 訓練 、教養 等

第１ 訓 練の実 施

地震 防災応 急対 策の 迅速か つ的 確な 実施と 防災 意識の 高揚 を図 るため 、東 海地

震 に係 る防災 訓練 は、 毎年１ 回以 上、 警察庁 、関 東及び 中部 管区 警察局 並び に管

轄 都県 警察が 参加 し、 本部設 置運 営訓 練、情 報の 収集・ 伝達 訓練 、避難 誘導 訓練 、

交 通規 制訓練 等を 内容 とし、 実施 する ものと する 。

この 場合に おい て、 可能な 限り 、防 災関係 機関 、公私 の団 体、 住民等 の参 加を

得 て、 総合的 な実 施に 努める もの とす る。

第２ 警 察職員 に対 する 教養

警察 職員に 対し て行 う地震 防災 上必 要な教 養は 、大震 法に 関す る知識 、東 海地

震 に係 る地震 防災 に関 する知 識、 防災 機関の 果た すべき 役割 、災 害警備 活動 要領

等 につ いて計 画的 に行 うもの とす る。

第３ 住 民等へ の情 報伝 達活動

警戒 宣言が 発せ られ た後の 経過 に応 じて住 民等 に伝達 すべ き情 報につ いて 、あ

ら かじ め整理 する もの とする 。ま た、 住民等 から の問合 せ等 に的 確に対 応で きる

体 制を 整備す るも のと する。

第２章 地方防災会議等が定める地震防災強化計画の作成の基準

第１ 節 地震 防災応 急対 策に 係る措 置

第１ 東 海地震 警戒 警備 本部の 設置 等

管轄 都県警 察は 、東 海地震 注意 情報 を受け た場 合は、 直ち に第 ２編第 ２章 第３

節 第１ の３ (3)の 非 常 体制 をとり 、警 視庁 、県警 察本 部及 び警察 署に 都県 警察 （警

察 署） 東海地 震警 戒警 備本部 （以 下「 東海地 震警 戒警備 本部 」と いう。 ）を 設置

す ると ともに 、部 隊の 編成等 所要 の措 置を執 るも のとす る。
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こ の 場合に おい て、 東海地 震警 戒警 備本部 の組 織及び 任務 分担 、部隊 の編 成運

用 計画 、部隊 の招 集等 につい ては 、警 察本部 （警 察署） 長が 、別 に定め るも のと

す る。

第２ 地 震防災 応急 対策 に係る 災害 警備 活動の 基準

管轄 都県警 察が 実施 すべき 地震 防災 応急対 策に 係る災 害警 備活 動は、 おお むね

以 下に 掲げる 事項 を基 準とし て、 計画 し、実 施す るもの とす る。

１ 情 報の収 集・ 伝達

情 報の収 集・ 伝達 は、お おむ ね以 下の事 項に より行 うも のと する。

(1) 東 海 地 震に 関す る情報 等の 伝達

ア 東海 地震 に関 する情 報等 の伝 達につ いて は、別 図１ に示 すとこ ろに 従い 、

その具 体的 経路 及び方 法を 定め るもの とす る。

この 場合 にお いて、 伝達 事務 は、東 海地 震警戒 警備 本部 が設置 され るま

での間 は、 執務 時間内 は災 害警 備実施 担当 課、執 務時 間外 は当直 等に おい

て行い 、設 置後 は東海 地震 警戒 警備本 部に おいて 行う もの とする 。

なお 、情 報の 内容に 応じ 、伝 達方法 につ いて特 に配 意す るもの とす る。

イ 都県 知事 が行 う市町 村長 等へ の東海 地震 に関す る情 報等 の伝達 につ いて

は、実 態に 応じ 、伝達 が迅 速か つ的確 に行 われる よう 、可 能な限 り協 力す

るもの とす る。

ウ 市町 村長 が行 う地域 住民 等へ の地震 予知 情報、 警戒 宣言 等の伝 達に つい

ては、 実態 に応 じ、伝 達が 短時 間内に 正確 かつ広 範に 行わ れるよ う、 可能

な限り 協力 する ものと する 。

(2) 各 種 情 報の 収集 ・伝達

各種情 報の 収集 ・伝達 につ いて は、管 轄区 域内に おけ る諸 般の状 況を 迅速

か つ的確 に把 握す るとと もに 、警 察庁と 都県 警察間 、都 県警 察相互 間等 の情

報 の報告 ・連 絡が 的確に 行わ れる よう、 以下 の事項 につ いて 、それ ぞれ 情報

の 収集・ 伝達 の方 法を定 める もの とする 。

ア 警備 体制 の確 立状況

イ 住民 等の 反応 と避難 等の 状況

ウ 主要 幹線 道路 等の交 通の 状況
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エ 特 異 事案 の発 生状況 と今 後の 見通し

オ 交通 対策 、警 備対策 等警 察措 置の実 施状 況

カ 関係 機関 の対 策の実 施状 況

(3) 地 震 災 害警 戒本 部等と の連 絡等

ア 都県 地震 災害 警戒本 部が 設置 された 場合 には、 当該 都県 警察に おけ る地

震防災 応急 対策 に係る 措置 の実 施状況 等に ついて 、必 要に 応じ連 絡す るも

のとし 、そ の具 体的手 段及 び方 法を定 める ものと する 。

イ 都県 地震 災害 警戒本 部以 外の 関係機 関へ の情報 の伝 達は 、当該 地域 にお

ける地 震防 災応 急対策 に係 る措 置の迅 速か つ的確 な実 施を 図るた め、 可能

な範囲 にお いて 積極的 に行 うも のとす る。

２ 住 民等へ の情 報伝 達活動

住 民等へ の情 報伝 達活動 は、 民心 の安定 を図 るとと もに 混乱 を防止 し、

地震 防災 応急対 策に 係る 措置が 迅速 かつ 的確に 行わ れるよ う、 おお むね以 下に

定め ると ころに より 積極 的に行 うも のと する。

(1) 情 報 伝 達活 動の 重点

住民等 への 情報 伝達活 動は 、以 下に掲 げる 事項を 重点 とし て実施 する もの

と する。

ア 東海 地震 に関 する情 報の 内容 等に関 する 情報

イ 車両 運転 の自 粛と運 転者 のと るべき 措置

ウ 交通 の状 況と 交通規 制の 実施 状況

エ 犯罪 予防 等の ために 住民 等が とるべ き措 置

オ その 他混 乱防 止のた めに 必要 な情報

(2) 情 報 伝 達活 動の 実施方 法

住民等 への 迅速 かつ的 確な 情報 伝達活 動を 実施す るた め、 関係機 関と の連

絡 を密に して 、お おむね 以下 の方 法によ り反 復して 行う もの とする 。

ア 交番 、駐 在所 、パト カー 等の 勤務員 の活 用

イ ビラ 、チ ラシ の配布 及び 横断 幕、立 看板 等の掲 出

ウ 地域 の各 種施 設等と の間 で構 築して いる ネット ワー クの 活用

エ 新聞 、テ レビ 、ラジ オ等 マス メディ アに 対する 積極 的協 力要請
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オ 防 犯 協会 等自 主防犯 組織 との 連携

３ 社 会秩序 の維 持

警 戒宣言 に伴 う混 乱の防 止並 びに 犯罪の 予防 及び取 締り のた め、お おむ ね以

下に 定める とこ ろに より社 会秩 序の 維持に 当た るもの とす る。

(1) 避 難 に 伴う 混乱 等の防 止

避難に 伴う 混乱 等の防 止に 関し ては、 避難 が的確 に行 われ るよう 関係 機関

等 と密接 な連 携を 図り、 混乱 防止 のため の具 体的方 策に つい て、あ らか じめ

検 討する もの とす る。

この場 合に おい て、住 民等 の節 度ある 行動 により 、避 難が 的確に 行わ れる

よ う、平 素か ら住 民等に 対し 積極 的な広 報等 を行う もの とす る。

(2) 不 法 事 案等 の予 防及び 取締 り

不法事 案等 の予 防及び 取締 りに 当たっ ては 、住民 等の 不安 を軽減 し混 乱の

発 生を防 止す るた め、悪 質商 法等 の生活 経済 事犯、 知能 犯、 窃盗犯 、粗 暴犯 、

暴 力団に よる 民事 介入暴 力等 生活 に密着 した 犯罪の 予防 及び 取締り に重 点を

置 くほか 、住 民等 が集ま る場 所に おける 混乱 の発生 防止 、流 言飛語 によ る混

乱 の防止 等の 活動 を積極 的に 行う ものと する 。

(3) 避 難 場 所、 警戒 区域、 重要 施設 等の警 戒

避難場 所、 警戒 区域、 重要 施設 等の警 戒活 動の実 施に 当た っては 、警 戒従

事 員の配 置箇 所、 装備資 機材 の活 用、関 係機 関との 密接 な連 携等に 配意 して

効 率的な 活動 の実 施に努 める もの とする 。

この場 合に おい て、警 戒対 象の 特性に 応じ 、関係 機関 等と の協力 に基 づく

的 確な対 応が 実施 される よう 、事 前に必 要な 措置を 講じ るも のとす る。

(4) 住 民 等 によ る地 域安全 活動

ア 地域 安全 活動 につい ては 、特 に地域 住民 の積極 的な 協力 が必要 であ るの

で、平 素か ら関 係機関 との 密接 な連携 によ り自主 防犯 組織 の育成 強化 を図

り、警 戒宣 言が 発せら れた 場合 におい ては 、当該 組織 が効 果的に 活動 でき

るよう その 支援 に努め るも のと する。

イ 会社 、事 業所 等につ いて は、 平素か ら管 理者と の連 携を 図り、 警戒 宣言

が発せ られ た場 合にお いて は、 施設管 理者 、従業 員、 警備 員等に よる 自主
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防 犯 活 動が 積極 的に行 われ るよ うに努 める ものと する 。

４ 交 通対策

交 通対策 は、 交通 の混乱 、交 通事 故等の 発生 を防止 する とと もに、 住民 等の

円滑 な避難 と緊 急輸 送を確 保す るた め、以 下の とおり 実施 する ものと する 。

(1) 交 通 規 制

ア 広域 的な 交通 対策の 観点 から 次の事 項を 基本と して 、あ らかじ め策 定さ

れた交 通規 制計 画に基 づき 、交 通規制 を実 施する もの とす る。

(ｱ) 強 化 地 域内 での一 般車 両の 走行は 極力 抑制す るも のと する。

(ｲ) 強 化 地 域へ の一般 車両 の流 入は極 力制 限する もの とす る。

(ｳ) 強 化 地 域外 への一 般車 両の 流出は 交通 の混乱 が生 じな い限り 原則 とし

て制 限し ない ものと する 。

(ｴ) 避 難 路 及び 緊急交 通路 につ いては 、優 先的に その 機能 の確保 を図 るも

のと する 。

(ｵ) 高 速 自 動車 国道及 び自 動車 専用道 路に ついて は、 一般 車両の 強化 地域

への 流入 を制 限する とと もに 、強化 地域 内にお ける イン ターチ ェン ジ等

から の流 入を 制限す るも のと する。

イ 交通 規制 計画 の策定 に当 たっ ては、 以下 に掲げ る道 路に ついて 、避 難計

画、緊 急輸 送計 画、道 路啓 開計 画及び 隣接 する府 県警 察等 の交通 規制 計画

と整合 性の とれ た規制 計画 を定 めるも のと する。

(ｱ) 警 察 庁 が指 定する 広域 交通 規制対 象道 路

(ｲ) 緊 急 交 通路 、避難 路そ の他 の防災 上重 要な幹 線道 路

(ｳ) 高 速 道 路 （ イ ン タ ー チ ェ ン ジ に つ い て は 個 々 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ ご

と）

(ｴ) 広 域 的 な避 難場所 等防 災上 重要な 施設 の周辺 道路

(ｵ) 津 波 の 来襲 、崖崩 れ等 の発 生が予 想さ れる施 設の 周辺 道路

(ｶ) 石 油 コ ンビ ナート 等災 害発 生時に 重大 な火災 の発 生が 予想さ れる 施設

の周 辺道 路

(ｷ) そ の 他 防災 上交通 規制 計画 を策定 して おく必 要の ある 道路

ウ 交通 管制 セン ター、 信号 機等 交通管 制施 設につ いて は、 警戒宣 言が 発せ
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ら れ た 場合 にお ける運 用計 画は 別に定 める ものと する 。

(2) 運 転 者 等へ の周 知活動

東海地 震の 地震 防災対 策強 化地 域に係 る地 震防災 基本 計画 に基づ き、 警戒

宣 言時に おけ る運 転者の とる べき 以下の 措置 を運転 者等 に対 して周 知徹 底す

る ものと する 。

ア 車両 を運 転中 に警戒 宣言 が発 せられ たと き

(ｱ) 警 戒 宣 言が 発せら れた こと を知っ たと きは、 地震 の発 生に備 えて 低速

走行 に移 行す るとと もに 、カ ーラジ オ等 により 継続 して 地震情 報及 び交

通情 報を 聴取 し、そ の情 報に 応じて 行動 するこ と。

(ｲ) 車 両 を 置い て避難 する とき は、で きる 限り道 路外 の場 所に移 動し てお

くこ と。 やむ を得ず 道路 上に 置いて 避難 すると きは 、道 路の左 側に 寄せ

て駐 車し 、エ ンジン を切 り、 エンジ ンキ ーは付 けた まま とし、 窓は 閉め 、

ドア はロ ック しない こと 。駐 車する とき は、避 難す る人 の通行 や災 害応

急対 策の 実施 の妨げ にな るよ うな場 所に は駐車 しな いこ と。

イ 車両 を運 転中 以外の 場合 に警 戒宣言 が発 せられ たと き津 波から 避難 する

ためや むを 得な い場合 を除 き、 避難の ため に車両 を使 用し ないこ と。

(3) 緊 急 輸 送車 両の 確認

大規模 地震 対策 特別措 置法 施行 令（昭 和５ ３年政 令第 ３８ ５号） 第１ ２条

の 規定に 基づ く都 道府県 公安 委員 会の行 う緊 急輸送 車両 の確 認は、 以下 の要

領 による もの とす る。

ア 緊急 輸送 車両 の確認 の手 続は 、警察 本部 、警察 署の ほか 、交通 検問 所等

の検問 箇所 にお いて実 施す るも のとす る。

イ 警察 本部 にお いては 、緊 急輸 送需要 をあ らかじ め把 握し 、かつ 警戒 宣言

時の交 通検 問所 等現場 にお ける 確認手 続の 効率化 を図 るた め、緊 急輸 送車

両につ いて 当該 車両を 使用 する 者から あら かじめ 必要 事項 の届出 を受 ける

ととも に、 緊急 通行車 両等 事前 届出済 証を 交付す るな ど、 緊急輸 送車 両確

認手続 の事 前届 出制度 につ いて 整備を 図る ものと する 。

(4) 関 連 対 策

警戒宣 言が 発せ られた 場合 にお ける交 通規 制の円 滑な 実施 を図る ため 、特
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に 以 下に 定め る事 項を講 じる もの とする 。

ア 避難 路及 び緊 急交通 路確 保の ための 一般 車両の 使用 の抑 制につ いて の関

係機関 等に 対す る協力 依頼

イ 運転 者等 への 交通情 報の 伝達 を迅速 かつ 的確に 実施 する ための 報道 機関 、

日本道 路交 通情 報セン ター 等と の密接 な連 携の確 保

ウ 総合 的交 通対 策実施 のた めの バス、 鉄道 等公共 交通 機関 の運行 につ いて

の関係 機関 との 連絡調 整

エ 避難 路、 緊急 輸送路 、避 難場 所及び 防災 上重要 な施 設の 周辺道 路に おけ

る駐車 禁止 規制 の実効 の確 保並 びに違 法な 道路使 用及 び放 置物件 の排 除

オ 警備 業者 等と の支援 協定 等に 基づく 交通 誘導の 実施 等に 関する 要請

５ 警 察施設 等の 点検 及び整 備

警 察施設 等の 点検 及び整 備に 当た っては 、警 察庁舎 、警 察通 信施設 、交 通管

制施 設等に つい て被 災の防 止と 応急 対策の 迅速 かつ的 確な 実施 を図る ため 、お

おむ ね以下 の措 置を 執るも のと する 。

(1) 警 察 庁 舎の 防護 措置

ア 被災 防止 のた めの庁 舎の 点検 及び整 備

イ 火気 等の 点検 及び防 火措 置

ウ 施設 内各 種機 器の転 倒、 破損 防止措 置

エ 非常 発電 装置 の点検 及び 整備

オ その 他庁 舎内 の被災 防止 措置

(2) 警 察 通 信施 設の 機能維 持の ため の措置

ア 警察 通信 施設 の定期 点検 の徹 底

イ 保守 用物 品の 十分な 整備

ウ その 他警 察通 信施設 の被 災防 止措置

(3) 交 通 管 制施 設等 の機能 の確 保措 置

ア 信号 機用 非常 電源の 配備 体制 の確保 措置 及び特 別点 検の 実施

イ 倒壊 、破 損時 の緊急 復旧 体制 の確保 措置

ウ 交通 対策 用機 材の配 分体 制の 確保措 置
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第２ 節 地震 防災上 緊急 に整 備すべ き施 設等の 整備

第１ 緊 急整備 事業 施設 等の整 備

大震 法第６ 条第 １項 第２号 に定 める 関係機 関が 行う施 設等 の整 備に関 して は、

警 察の 実施す る地 震防 災応急 対策 及び 災害応 急対 策を効 果的 に推 進し得 るよ う、

平 素か ら当該 関係 機関 との緊 密な 連携 を保持 して 、その 調整 に配 意する もの とす

る 。

第２ 地 震防災 対策 実施 上必要 な災 害警 備用装 備資 機材の 整備 充実

災害 警備活 動の 迅速 かつ的 確な 実施 を図る ため 、災害 警備 用装 備資機 材の 整備

充 実に 努める もの とす る。

第３ 節 東海 地震に 係る 防災 訓練

第１ 訓 練の実 施

地震 防災応 急対 策の 迅速か つ的 確な 実施と 防災 意識の 高揚 を図 るため 、東 海地

震 に係 る防災 訓練 は、 毎年１ 回以 上実 施する もの とする 。

第２ 訓 練の内 容

訓練 は、警 戒宣 言に 伴う地 震防 災応 急対策 及び 災害発 生後 の災 害応急 対策 に係

る 内容 を行う もの とし 、「基 本訓 練」 、「図 上訓 練」、 「総 合訓 練」等 各種 訓練

を 反復 して実 施す るも のとす る。

この 場合に おい て、 可能な 限り 他の 関係機 関と 連携し 、多 数の 住民等 の参 加を

得 て総 合的、 実践 的に 行うよ うに 努め るもの とす る。

第４ 節 地震 防災上 必要 な教 養等

第１ 警 察職員 に対 する 教養

警察 職員に 対し て行 う地震 防災 上必 要な教 養は 、大震 法に 関す る知識 、東 海地

震 に係 る地震 防災 に関 する知 識、 防災 機関の 果た すべき 役割 、災 害警備 活動 要領

等 につ いて、 計画 的に 行うも のと する 。

第２ 住 民等に 対す る防 災知識 の普 及

住民 等に対 する 防災 知識の 普及 に当 たって は、 防災関 係機 関等 と積極 的に 連携

す ると ともに 、地 域に おける 自主 防犯 ・防災 組織 の協力 を得 て、 おおむ ね以 下に
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定 め る 事項に つい て実 施する もの とす る。

・ 警戒宣 言の 性格 及びこ れに 基づ きとら れる 措置の 内容

・ 想定さ れる 地震 及び津 波に 関す る知識

・ 東海地 震に 関す る情報 等が 公表 された 場合 及び地 震が 発生 した場 合に 住民 、

運 転者等 のと るべ き措置

・ 東海地 震に 関す る情報 等が 公表 された 場合 及び地 震が 発生 した場 合の 正確

な 情報入 手の 方法

・ 警戒宣 言が 発せ られた 場合 に講 じる地 震防 災応急 対策 等の 内容

・ 各地域 にお ける 避難地 及び 避難 路に関 する 知識

・ 住民等 が平 素か ら実施 すべ き対 策の内 容

第３章 隣接府県等の地域防災計画の作成の基準

第１ 隣 接府県 の地 域防 災計画

強化 地域に 係る 都県 に隣接 する 府県 の地域 防災 計画に おい ては 、警戒 宣言 時に

と るべ き警備 体制 をは じめ、 緊急 輸送 車両の 確認 その他 の交 通対 策、情 報収 集・

伝 達、 住民等 に対 する 情報伝 達、 社会 秩序の 維持 等所要 の対 策に ついて 管轄 都県

警 察で 定める 基準 に準 じて定 める もの とする 。

第２ そ の他の 道府 県の 地域防 災計 画

強化 地域に 係る 都県 及びこ れに 隣接 する府 県以 外の道 府県 の地 域防災 計画 にお

い ては 、緊急 輸送 車両 の確認 に関 する 事項を 定め るほか 、当 該道 府県の 地理 的条

件 その 他の諸 情勢 を考 慮の上 、管 轄都 県警察 で定 める基 準を 参考 として 所要 の事

項 を定 めるも のと する 。
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第５ 編 南海 トラフ地 震に係 る措置

第１章 国家公安委員会及び警察庁がとるべき措置

第１ 節 先発 地震発 生時 にお ける措 置

南 海ト ラフ沿 いの 想定 震源域 及び その周 辺で 速報 的な評 価で マグ

ニチ ュー ド６． ８以 上の 地震（ 以下 本編に おい て「 先発地 震」 とい

う。 ）が 発生し た場 合、 第２編 第１ 章第２ 節の 措置 を執る こと とす

る。

第２ 節 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 調査 中）が 発表 され た場合 にお ける

災 害応 急対策 に係 る措 置

第１ 国 家公安 委員 会の 措置

国家 公安委 員会 委員 長は、 気象 庁が 、南海 トラ フ地震 臨時 情報 （調査 中） （南

海 トラ フ沿い の想 定震 源域及 びそ の周 辺で速 報的 な評価 でマ グニ チュー ド６ ．８

以 上の 地震が 発生 した 場合等 に発 表さ れる情 報を いう。 以下 同じ 。）を 発表 した

場 合に は、南 海ト ラフ 地震臨 時情 報（ 巨大地 震警 戒）（ 南海 トラ フ沿い の想 定震

源 域内 のプレ ート 境界 におい てマ グニ チュー ド８ ．０以 上の 地震 が発生 した と評

価 した 場合に 発表 され る情報 をい う。 以下同 じ。 ）又は 南海 トラ フ地震 臨時 情報

（ 巨大 地震注 意） （南 海トラ フ沿 いの 想定震 源域 内のプ レー ト境 界にお いて マグ

ニ チュ ード７ ．０ 以上 かつマ グニ チュ ード８ ．０ 未満の 地震 が発 生した と評 価し

た 場合 等に発 表さ れる 情報を いう 。以 下同じ 。） の発表 に備 え、 国家公 安委 員会

委 員長 及び国 家公 安委 員会委 員が 速や かに参 集で きる体 制を 整え るもの とす る。

第２ 警 察庁の 措置

１ 必 要な体 制の 確保

長 官は、 南海 トラ フ地震 臨時 情報 （調査 中） が発表 され た場 合には 、災 害警

備対 策室等 を設 置す るなど 必要 な体 制を確 保す るもの とす る。

２ 南 海トラ フ地 震臨 時情報 （調 査中 ）の伝 達等

気 象庁が 発表 する 南海ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査中 ）の 伝達 は、別 図２ に示
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す と ころに より 行う ものと する 。

こ の場合 にお いて 、伝達 事務 は、 必要な 体制 が確保 され るま での間 は、 執務

時間 内は警 備第 三課 、執務 時間 外は 警察庁 総合 当直に おい て行 う。

第３ 節 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震警 戒） 等が 発表さ れた 場合

に おけ る災害 応急 対策 に係る 措置

第１ 国 家公安 委員 会の 措置

国家 公安委 員会 委員 長は、 南海 トラ フ地震 臨時 情報（ 巨大 地震 警戒 )又 は南 海ト

ラ フ地 震臨時 情報 （巨 大地震 注意 ）（ 以下「 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震

警 戒） 等」と いう 。） が発表 され 、災 害対策 基本 法第２ ８条 の２ に基づ いて 、緊

急 災害 対策本 部が 設置 された とき は、 直ちに 国家 公安委 員会 を招 集する もの とす

る 。

国家 公安委 員会 委員 長及び 国家 公安 委員会 委員 が速や かに 参集 するこ とが 困難

な 場合 には、 テレ ビ会 議シス テム によ る方式 その 他の委 員が 参集 するこ とを 要し

な い方 式によ り意 思決 定を行 うも のと する。

第２ 警 察庁の 措置

１ 災 害警備 本部 の設 置

長 官は、 南海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 警戒） が発 表さ れた場 合に は、

緊急 災害警 備本 部を 、南海 トラ フ地 震臨時 情報 （巨大 地震 注意 ）が発 表さ れた

場合 には、 第２ 編第 １章第 ２節 第２ の２に 準じ て緊急 災害 警備 本部、 非常 災害

警備 本部、 特定 災害 警備本 部又 は災 害警備 本部 を設置 する もの とする 。

な お、国 に緊 対本 部等が 設置 され た場合 にお いては 、職 員を 指定し て同 本部

に派 遣する もの とす る。

２ 南 海トラ フ地 震臨 時情報 （巨 大地 震警戒 ）等 の伝達

気 象庁が 発表 する 南海ト ラフ 地震 臨時情 報（ 巨大地 震警 戒） 等の伝 達は 、別

図２ に示す とこ ろに より行 うも のと する。

こ の場合 にお いて 、伝達 事務 は、 緊急災 害警 備本部 、非 常災 害警備 本部 、特

定災 害警備 本部 又は 災害警 備本 部が 設置さ れる までの 間は 、執 務時間 内は 警備

第三 課、執 務時 間外 は警察 庁総 合当 直にお いて 行う。 ただ し、 既に先 発地 震を
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受 け た災害 警備 対策 室が設 置さ れて いる場 合は 、同室 にお いて 行うも のと する 。

３ 情 報の収 集

(1) 管 轄 都 府県 警察 等から の情 報の 収集

南海ト ラフ 法第 ３条第 １項 に規 定する 南海 トラフ 地震 防災 対策推 進地 域

（ 以下「 推進 地域 」とい う。 ）を 管轄す る都 府県警 察（ 以下 「管轄 都府 県警

察 」とい う。 ）及 び推進 地域 に係 る都府 県に 隣接し 、又 は近 接する 県の 区域

を 管轄す る県 警察 並びに 関東 、中 部、近 畿、 中国四 国及 び九 州管区 警察 局か

ら の情報 の収 集は 、以下 の事 項を 重点と して 行うも のと する 。

ア 警備 体制 の確 立状況

イ 住民 等の 反応 と避難 等の 状況

ウ 主要 幹線 道路 等の交 通の 状況

エ 特異 事案 の発 生状況 と今 後の 見通し

オ 交通 対策 、警 備対策 等警 察措 置の実 施状 況

カ 関係 機関 の対 策の実 施状 況

(2) そ の 他 の道 県警 察等か らの 情報 の収集

(1)以 外 の 管区 警察 局及び 道県 警察 からの 情報 の収 集は、 必要 に応 じ、 関連

す る事項 につ いて 行うも のと する 。

(3) 関 係 機 関か らの 情報の 収集

内閣府 、消 防庁 、国土 交通 省、 気象庁 、防 衛省等 の関 係機 関から の情 報収

集 は、連 絡を 密に して迅 速に 行う ものと する 。

４ 都 道府県 警察 の活 動に関 する 調整 等

都 道府県 警察 の実 施する 地震 防災 応急対 策の 効果的 推進 を図 るため 、以 下に

掲げ る都道 府県 警察 の警察 活動 に関 して調 整す るもの とす る。

こ の場合 にお いて 、民心 に不 安を 生ずべ き大 規模な 災害 に係 る事案 で国 の公

安に 係るも のに つい ての警 察運 営に 関して 、都 道府県 警察 を指 揮監督 する もの

とす る。

(1) 災 害 警 備活 動

(2) 都 道 府 県警 察相 互間の 支援

(3) 交 通 対 策
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( 4) 社 会 秩 序の 維持

(5) 住 民 等 への 情報 伝達活 動

(6) 危 険 物 の保 安対 策

(7) 生 活 必 需物 資の 確保の ため の関 係機関 への 協力

(8) そ の 他 治安 維持 上必要 な事 項

５ 即 応部隊 の運 用に 関する 調整 等

南 海トラ フ地 震臨 時情報 （巨 大地 震警戒 ）等 が発表 され た場 合、警 察庁 は、

帯同 装備品 の点 検・ 整備、 所定 箇所 への隊 員の 集結、 同所 での 待機等 、即 応部

隊の 派遣に 向け た準 備行動 につ いて 必要な 指示 及び調 整を 行う ものと する 。

６ 交 通対策

(1) 基 本 方 針

南海ト ラフ 地震 臨時情 報（ 巨大 地震警 戒） 等が発 表さ れた 場合に おけ る交

通 対策に つい ては 、以下 に掲 げる 基本方 針に のっと り都 道府 県警察 を指 導調

整 するも のと する 。

なお、 都道 府県 警察の 策定 する 交通規 制計 画につ いて は、 広域的 な交 通対

策 の観点 から あら かじめ 指導 調整 するも のと する。

ア 南海 トラ フ地 震防災 対策 推進 基本計 画（ 平成２ ６年 中央 防災会 議決 定。

令和３ 年修 正） 第５章 第４ 節２ (5)ア に 規 定す る事 前避難 対象 地域 内で の一

般車両 の走 行は 極力抑 制す るも のとす る。

イ 事前 避難 対象 地域へ の一 般車 両の流 入は 極力制 限す るも のとす る。

ウ 事前 避難 対象 地域外 への 一般 車両の 流出 は交通 の混 乱が 生じな い限 り原

則とし て制 限し ないも のと する 。

エ 避難 路及 び緊 急交通 路に つい ては、 優先 的にそ の機 能の 確保を 図る もの

とする 。

オ 高速 自動 車国 道及び 自動 車専 用道路 につ いては 、一 般車 両の事 前避 難対

象地域 への 流入 を制限 する とと もに、 推進 地域内 にお ける インタ ーチ ェン

ジ等か らの 流入 を制限 する もの とする 。

(2) 広 域 交 通規 制等

ア 南海 トラ フ地 震臨時 情報 （巨 大地震 警戒 ）等が 発表 され た場合 は、 必要
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に よ り 事前 避難 対象地 域及 びこ れに隣 接し 、又は 近接 する 地域に おけ る交

通の混 乱を 防止 し、か つ、 緊急 輸送を 確保 するた め、 関係 の都道 府県 警察

に対し 、交 通の 状況に 応じ て「 緊急交 通路 指定予 定路 線」 又は「 交通 検問

所」の うち から 区間又 は地 点を 指定し 、必 要な交 通の 規制 又は誘 導、 自動

車の利 用の 抑制 の要請 等を 実施 するよ う指 導調整 する もの とする 。

イ 「緊 急交 通路 指定予 定路 線」 及び「 交通 検問所 」は 、あ らかじ め定 める

ものと する 。

７ 情 報通信 の確 保

地 震防災 応急 対策 に係る 措置 の迅 速かつ 的確 な実施 を図 るた め、情 報通 信の

確保 につい ては 、以 下に定 める とお り行う もの とする 。

(1) 通 信 に 関す る措 置

ア 通信 の確 保

(ｱ) 南 海 ト ラフ 地震臨 時情 報（ 巨大地 震警 戒）等 が発 表さ れた場 合は 、速

やか に通 信手 段の機 能の 確認 を行う とと もに、 警備 体制 の確立 等に 必要

な通 信を 確保 するも のと する 。その 際、 画像情 報の 収集 、無線 通話 の同

時モ ニタ ー等 被害状 況を 把握 する通 信手 段の確 保に も留 意する もの とす

る。

(ｲ) 広 域 通 信系 等複数 の都 道府 県警察 の使 用する 無線 通信 系の効 果的 運用

を図 るも のと する。

イ 通信 制限

通信 の輻 輳、 警察通 信施 設の 重大な 障害 等のた め警 察活 動に支 障が 生じ

ると予 想さ れる ときは 、通 話の 種類、 通話 時間、 通話 先等 につい て通 信制

限を行 い、 災害 警備活 動に 必要 な通信 を確 保する もの とす る。

ウ 幹線 通信 の確 保のた めの 応急 措置

幹線 通信 の確 保に重 大な 障害 が生じ 、又 は生じ ると 予想 される 場合 は、

衛星通 信回 線に よる応 急通 信系 の設定 、無 線多重 回線 の構 成変更 等通 信の

確保の ため の応 急措置 を執 るも のとす る。

エ 通信 資機 材の 支援

都道 府県 警察 が行う 災害 警備 活動に 対し 必要な 通信 資機 材の支 援を 行う
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と と も に、 都道 府県警 察相 互間 の通信 資機 材の支 援に つい て調整 を行 うも

のとす る。

(2) 情 報 シ ステ ムに 関する 措置

南海ト ラフ 地震 臨時情 報（ 巨大 地震警 戒） 等が発 表さ れた 場合は 、災 害警

備 活動に 必要 な情 報提供 手段 の確 立等情 報を 有効に 活用 する ための 措置 を執

る ものと する 。

８ 関 係機関 との 協力

南 海トラ フ地 震臨 時情報 （巨 大地 震警戒 ）等 が発表 され た場 合には 、内 閣府 、

消防 庁、国 土交 通省 、気象 庁、 防衛 省等の 関係 機関と 災害 活動 に関す る相 互協

力に 努める もの とす る。

第３ 災 害応急 対策 をと るべき 期間

災 害応急 対策 をと るべき 期間 につ いては 、以 下のと おり とす る。

１ 南 海トラ フ地 震臨 時情報 （巨 大地 震警戒 ）が 発表さ れた 場合

南 海トラ フ地 震臨 時情報 （巨 大地 震警戒 ）が 対象と する 後発 地震に 対し ては 、

推進 地域に おい て、 南海ト ラフ 沿い の想定 震源 域内の プレ ート 境界に おけ るマ

グニ チュー ド８ ．０ 以上の 地震 の発 生から １週 間、本 節に 定め る措置 （以 下

「後 発地震 に対 して 警戒す る措 置」 という 。） をとる もの とす る。

な お、南 海ト ラフ 沿いの 想定 震源 域内の プレ ート境 界に おけ るマグ ニチ ュー

ド８ ．０以 上の 地震 の発生 から １週 間を経 過し た後は 、後 発地 震に対 して 警戒

する 措置の うち 、事 前避難 対象 地域 におけ る地 域住民 等の 避難 及び安 全確 保に

係る 措置は 原則 とし て解除 する もの とし、 情報 収集・ 連絡 体制 の確認 及び 施設

・装 備資機 材等 の点 検等の 措置 （以 下「後 発地 震に対 して 注意 する措 置」 とい

う。 ）につ いて は、 引き続 き、 更に １週間 継続 してと るも のと する。 なお 、当

該期 間を経 過し た後 は、当 該措 置は 原則解 除す るもの とす る。

２ 南 海トラ フ地 震臨 時情報 （巨 大地 震注意 ）が 発表さ れた 場合

南 海トラ フ地 震臨 時情報 （巨 大地 震注意 ）が 対象と する 後発 地震に 対し ては 、

推進 地域に おい て、 南海ト ラフ 沿い の想定 震源 域内の プレ ート 境界に おけ るマ

グニ チュー ド７ ．０ 以上８ ．０ 未満 又はプ レー ト境界 以外 や想 定震源 域の 海溝

軸外 側５０ キロ メー トル程 度ま での 範囲で マグ ニチュ ード ７． ０以上 の地 震
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（ た だし、 太平 洋プ レート の沈 み込 みに伴 う震 源が深 い地 震は 除く。 ）が 発生

した 場合は １週 間、 南海ト ラフ 沿い の想定 震源 域内の プレ ート 境界面 で通 常と

異な るゆっ くり すべ りが観 測さ れた ケース の場 合はプ レー ト境 界面で ゆっ くり

すべ りの変 化が 収ま ってか ら、 変化 してい た期 間と概 ね同 程度 の期間 が経 過す

るま での間 、後 発地 震に対 して 注意 する措 置を 執るも のと する 。

ま た、当 該期 間を 経過し た後 は、 当該措 置は 原則と して 解除 するも のと する 。

第４ 節 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 調査 終了） が発 表さ れた場 合に おけ

る 災害 応急対 策に 係る 措置

長官 は、気 象庁 が南 海トラ フ地 震臨時 情報 （調 査終了 ）（ 気象

庁 によ る南海 トラ フ地 震臨時 情報 （調査 中） の発 表後、 同庁 が南

海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 警戒） 等の いず れにも 該当 しな

い 現象 と評価 する 旨の 情報を いう 。以下 同じ 。） を発表 した 場合

に は、 引き続 き必 要な 体制を 確保 するも のと する 。

第５ 節 地震 防災上 緊急 に整 備すべ き施 設等の 整備

第１ 警 察通信 施設 の整 備

南海 トラフ 法第 ５条 第１項 第１ 号の 規定に 係る 警察通 信施 設に ついて は、 特に

以 下の 事項に つい て、 整備を 図る もの とする 。

・ 映像伝 送シ ステ ムの強 化

・ 警察移 動通 信シ ステム の強 化

・ 警察情 報通 信基 盤の堅 牢化 ・高 度化の 推進

第２ 施 設・装 備資 機材 の整備

第１ 以外の 災害 警備 活動の 実施 に必 要な施 設・ 装備資 機材 につ いては 、推 進地

域 の特 殊性を 勘案 し、 整備を 図る もの とする 。

第６ 節 津波 に関す る情 報の 伝達等

第 ３編 第１章 に準 ずる 。
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第７ 節 訓練 、教養 等

第１ 訓 練の実 施

地震 防災応 急対 策の 迅速か つ的 確な 実施と 防災 意識の 高揚 を図 るため 、南 海ト

ラ フ地 震に係 る防 災訓 練は、 毎年 １回 以上、 警察 庁、関 東、 中部 、近畿 、中 国四

国 及び 九州管 区警 察局 並びに 管轄 都府 県警察 が参 加し、 本部 設置 運営訓 練、 情報

の 収集 ・伝達 訓練 、避 難誘導 訓練 、交 通規制 訓練 等を内 容と し、 実施す るも のと

す る。

第２ 警 察職員 に対 する 教養

警察 職員に 対し て行 う地震 防災 上必 要な教 養は 、南海 トラ フ法 に関す る知 識、

南 海ト ラフ地 震に 係る 地震防 災に 関す る知識 、防 災機関 の果 たす べき役 割、 災害

警 備活 動要領 等に つい て計画 的に 行う ものと する 。

第３ 住 民等へ の情 報伝 達活動

南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震 警戒） 等が 発表さ れた 後の 経過に 応じ て住

民 等に 伝達す べき 情報 につい て、 あら かじめ 整理 するも のと する 。また 、住 民等

か らの 問合せ 等に 的確 に対応 でき る体 制を整 備す るもの とす る。

第２章 地域防災計画の作成の基準となるべき事項

第１ 節 先発 地震発 生時 にと るべき 措置

先 発地 震が発 生し た場 合、第 ２編 第２章 第３ 節の 措置を 執る こと

とす る。

第２ 節 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 調査 中）を 受け た場 合にお ける 災害

応 急対 策に係 る措 置

管 轄都 府県警 察は 、南 海トラ フ地 震臨時 情報 （調 査中） を受 けた

場合 は、 直ちに 警戒 体制 をとり 、都 府県警 察本 部及 び警察 署に 災害

警備 対策 室を設 置す るな ど必要 な体 制を確 保す るも のとす る。

第３ 節 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震警 戒） 等を 受けた 場合 にお
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け る災 害応急 対策 に係 る措置

第１ 災 害警備 本部 の設 置等

管轄 都府県 警察 は、 南海ト ラフ 地震 臨時情 報（ 巨大地 震警 戒） 等を受 けた 場合

は 、直 ちに非 常体 制を とり、 都府 県警 察本部 及び 警察署 に都 府県 警察（ 警察 署）

災 害警 備本部 等を 設置 するも のと する 。また 、部 隊の編 成等 所要 の措置 を執 るも

の とす る。

この 場合に おい て、 災害警 備本 部等 の組織 及び 任務分 担、 部隊 の編成 運用 計画 、

部 隊の 招集等 につ いて は、警 察本 部（ 警察署 ）長 が、別 に定 める ものと する 。

この 際、事 前避 難対 象地域 にお いて 住民へ の情 報伝達 活動 、犯 罪の予 防及 び取

締 り、 交通対 策等 に従 事する 警察 職員 の安全 を確 保する ため 、後 発地震 の可 能性

や それ に伴い 発生 する 津波の 到達 時間 を踏ま えた 警察職 員の 行動 ルール 及び 退避

の 判断 基準を 含む 活動 要領を 定め 、住 民等に 周知 するも のと する 。

第２ 南 海トラ フ地 震臨 時情報 （巨 大地 震警戒 ）等 の伝達 等

１ 情 報の収 集・ 伝達

(1) 南 海 ト ラフ 地震 臨時情 報（ 巨大 地震警 戒） 等に関 する 情報 等の伝 達

ア 南海 トラ フ地 震臨時 情報 （巨 大地震 警戒 ）等に 関す る情 報等の 伝達 につ

いては 、別 図２ に示す とこ ろに 従い、 その 具体的 経路 及び 方法を 定め るも

のとす る。 この 場合に おい て、 伝達事 務は 、都府 県警 察（ 警察署 ）災 害警

備本部 等が 設置 される まで の間 は、執 務時 間内は 災害 警備 実施担 当課 、執

務時間 外は 当直 等にお いて 行い 、設置 後は 都府県 警察 （警 察署） 災害 警備

本部等 にお いて 行うも のと する 。なお 、情 報の内 容に 応じ 、伝達 方法 につ

いて特 に配 意す るもの とす る。

イ 都府 県知 事が 行う市 町村 長等 への南 海ト ラフ地 震臨 時情 報（巨 大地 震警

戒）等 の伝 達に ついて は、 実態 に応じ 、伝 達が迅 速か つ的 確に行 われ るよ

う、可 能な 限り 協力す るも のと する。

ウ 市町 村長 が行 う地域 住民 等へ の南海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 警

戒）の 伝達 につ いては 、実 態に 応じ、 伝達 が短時 間内 に正 確かつ 広範 に行

われる よう 、可 能な限 り協 力す るもの とす る。

(2) 各 種 情 報の 収集 ・伝達
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各 種 情 報の 収集 ・伝達 につ いて は、管 轄区 域内に おけ る諸 般の状 況を 迅速

か つ的確 に把 握す るとと もに 、警 察庁と 管轄 都府県 警察 間、 管轄都 府県 警察

相 互間等 の情 報の 報告・ 連絡 が的 確に行 われ るよう 、以 下の 事項に つい て、

そ れぞれ 情報 の収 集・伝 達の 方法 を定め るも のとす る。

ア 警備 体制 の確 立状況

イ 住民 等の 反応 と避難 等の 状況

ウ 主要 幹線 道路 等の交 通の 状況

エ 特異 事案 の発 生状況 と今 後の 見通し

オ 交通 対策 、警 備対策 等警 察措 置の実 施状 況

カ 関係 機関 の対 策の実 施状 況

(3) 都 府 県 の災 害対 策本部 との 連絡 等

ア 都府 県に 災害 対策本 部が 設置 された 場合 には、 当該 管轄 都府県 警察 にお

ける地 震防 災応 急対策 に係 る措 置の実 施状 況等に つい て、 必要に 応じ 連絡

するも のと し、 その具 体的 手段 及び方 法を 定める もの とす る。

イ 都府 県の 災害 対策本 部以 外の 関係機 関へ の情報 の伝 達は 、当該 地域 にお

ける地 震防 災応 急対策 に係 る措 置の迅 速か つ的確 な実 施を 図るた め、 可能

な範囲 にお いて 積極的 に行 うも のとす る。

２ 住 民等へ の情 報伝 達活動

住 民等へ の情 報伝 達活動 は、 民心 の安定 を図 るとと もに 混乱 を防止 し、 地震

防災 応急対 策に 係る 措置が 迅速 かつ 的確に 行わ れるよ う、 おお むね以 下に 定め

ると ころに より 積極 的に行 うも のと する。

(1) 情 報 伝 達活 動の 重点

住民等 への 情報 伝達活 動は 、以 下に掲 げる 事項を 重点 とし て実施 する もの

と する。

ア 南海 トラ フ地 震臨時 情報 （巨 大地震 警戒 ）等に 関す る情 報の内 容等 に関

する情 報

イ 車両 運転 の自 粛と運 転者 のと るべき 措置

ウ 交通 の状 況と 交通規 制の 実施 状況

エ 犯罪 予防 等の ために 住民 等が とるべ き措 置
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オ そ の 他混 乱防 止のた めに 必要 な情報

(2) 情 報 伝 達活 動の 実施方 法

住民等 への 迅速 かつ的 確な 情報 伝達活 動を 実施す るた め、 関係機 関と の連

絡 を密に して 、お おむね 以下 の方 法によ り反 復して 行う もの とする 。

ア 交番 、駐 在所 、パト カー 等の 勤務員 の活 用

イ ビラ 、チ ラシ の配布 及び 横断 幕、立 看板 等の掲 出

ウ イン ター ネッ ト、Ｓ ＮＳ 等の 活用

エ 地域 の各 種施 設等と の間 で構 築して いる ネット ワー クの 活用

オ 新聞 、テ レビ 、ラジ オ等 マス メディ アに 対する 積極 的協 力要請

カ 防犯 協会 等自 主防犯 組織 との 連携

キ 交通 情報 板等 の活用

第３ 社 会秩序 の維 持

南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震 警戒） 等に 伴う混 乱の 防止 並びに 犯罪 の予

防 及び 取締り のた め、 おおむ ね以 下に 定める とこ ろによ り社 会秩 序の維 持に 当た

る もの とする 。

１ 避 難に伴 う混 乱等 の防止

避 難に伴 う混 乱等 の防止 に関 して は、避 難が 的確に 行わ れる よう関 係機 関等

と密 接な連 携を 図り 、混乱 防止 のた めの具 体的 方策に つい て、 あらか じめ 検討

する ものと する 。

こ の場合 にお いて 、住民 等の 節度 ある行 動に より、 避難 が的 確に行 われ るよ

う、 平素か ら住 民等 に対し 積極 的な 広報等 を行 うもの とす る。

２ 不 法事案 等の 予防 及び取 締り

不 法事案 等の 予防 及び取 締り に当 たって は、 住民等 の不 安を 軽減し 混乱 を防

止す るため 、悪 質商 法等の 生活 経済 事犯、 知能 犯、窃 盗犯 、粗 暴犯、 暴力 団に

よる 民事介 入暴 力等 生活に 密着 した 犯罪の 予防 及び取 締り に重 点を置 くほ か、

住民 等が集 まる 場所 におけ る混 乱の 発生防 止、 流言飛 語に よる 混乱の 防止 等の

活動 を積極 的に 行う ものと する 。

３ 避 難場所 、警 戒区 域、重 要施 設等 の警戒

避 難場所 、警 戒区 域、重 要施 設等 の警戒 活動 の実施 に当 たっ ては、 警戒 従事
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員 の 配置箇 所、 装備 資機材 の活 用、 関係機 関と の密接 な連 携等 に配意 して 効率

的な 活動の 実施 に努 めるも のと する 。

こ の場合 にお いて 、警戒 対象 の特 性に応 じ、 関係機 関等 との 協力に 基づ く的

確な 対応が 実施 され るよう 、事 前に 必要な 措置 を講じ るも のと する。

４ 住 民等に よる 地域 安全活 動

(1) 地 域 安 全活 動に ついて は、 特に 地域住 民の 積極的 な協 力が 必要で ある ので 、

平 素から 関係 機関 との密 接な 連携 により 自主 防犯組 織の 育成 強化を 図り 、南

海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震 警戒） 等が 発表さ れた 場合 におい ては 、当

該 組織が 効果 的に 活動で きる よう その支 援に 努める もの とす る。

(2) 会 社 、 事業 所等 につい ては 、平 素から 管理 者との 連携 を図 り、南 海ト ラフ

地 震臨時 情報 （巨 大地震 警戒 ）等 が発表 され た場合 にお いて は、施 設管 理者 、

従 業員、 警備 員等 による 自主 防犯 活動が 積極 的に行 われ るよ うに努 める もの

と する。

第４ 交 通対策

交通 対策は 、交 通の 混乱、 交通 事故 等の発 生を 防止す ると とも に、住 民等 の円

滑 な避 難と緊 急輸 送を 確保す るた め、 以下の とお り実施 する もの とする 。

１ 交 通規制

(1) 広 域 的 な交 通対 策の観 点か ら次 の事項 を基 本とし て、 あら かじめ 策定 され

た 交通規 制計 画に 基づき 、交 通規 制を実 施す るもの とす る。

ア 事前 避難 対象 地域内 での 一般 車両の 走行 は極力 抑制 する ものと する 。

イ 事前 避難 対象 地域へ の一 般車 両の流 入は 極力制 限す るも のとす る。

ウ 事前 避難 対象 地域外 への 一般 車両の 流出 は交通 の混 乱が 生じな い限 り原

則とし て制 限し ないも のと する 。

エ 避難 路及 び緊 急交通 路に つい ては、 優先 的にそ の機 能の 確保を 図る もの

とする 。

オ 高速 自動 車国 道及び 自動 車専 用道路 につ いては 、一 般車 両の事 前避 難対

象地域 への 流入 を制限 する とと もに、 推進 地域内 にお ける インタ ーチ ェン

ジ等か らの 流入 を制限 する もの とする 。

(2) 交 通 規 制計 画の 策定に 当た って は、以 下に 掲げる 道路 につ いて、 避難 計画 、
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緊 急 輸送 ルー ト計 画、道 路啓 開計 画及び 隣接 する県 警察 等の 交通規 制計 画と

整 合性の とれ た規 制計画 を定 め、 事前の 周知 を講じ るも のと する。

ア 緊急 交通 路、 避難路 その 他の 防災上 重要 な幹線 道路

イ 高速 道路 （イ ンター チェ ンジ につい ては 個々の イン ター チェン ジご と）

ウ 広域 的な 避難 場所等 防災 上重 要な施 設の 周辺道 路

エ 津波 の来 襲、 崖崩れ 等の 発生 が予想 され る施設 の周 辺道 路

オ 石油 コン ビナ ート等 災害 発生 時に重 大な 火災の 発生 が予 想され る施 設の

周辺道 路

カ その 他防 災上 交通規 制計 画を 策定し てお く必要 のあ る道 路

２ 運 転者等 への 周知 活動

推 進地域 に係 る地 震防災 基本 計画 に基づ き、 南海ト ラフ 地震 臨時情 報（ 巨大

地震 警戒） 等が 発表 された とき にお ける運 転者 のとる べき 以下 の措置 を運 転者

等に 対して 周知 徹底 するも のと する 。

(1) 車 両 を 運転 中に 南海ト ラフ 地震 臨時情 報（ 巨大地 震警 戒） 等が発 表さ れた

と き

ア 南海 トラ フ地 震臨時 情報 （巨 大地震 警戒 ）等が 発表 され たこと を知 った

ときは 、カ ーラ ジオや ＳＮ Ｓ等 により 継続 して地 震情 報及 び交通 情報 を収

集し、 その 情報 に応じ て行 動す ること 。

イ 車両 を置 いて 避難す ると きは 、でき る限 り道路 外の 場所 に移動 して おく

こと。 やむ を得 ず道路 上に 置い て避難 する ときは 、道 路の 左側に 寄せ て駐

車し、 エン ジン を切り 、エ ンジ ンキー は付 けたま まと し、 窓は閉 め、 ドア

はロッ クし ない こと。 駐車 する ときは 、避 難する 人の 通行 や災害 応急 対策

の実施 の妨 げに なるよ うな 場所 には駐 車し ないこ と。

(2) 車 両 を 運転 中以 外の場 合に 南海 トラフ 地震 臨時情 報（ 巨大 地震警 戒） 等が

発 表され たと き津 波から 避難 する ためや むを 得ない 場合 を除 き、避 難の ため

に 車両を 使用 しな いこと 。

３ 緊 急通行 車両 の確 認

災 害対策 基本 法施 行令（ 昭和 ３７ 年政令 第２ ８８号 ）第 ３３ 条第１ 項の 規定

に基 づく都 府県 公安 委員会 の行 う緊 急通行 車両 の確認 は、 以下 の要領 によ るも
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の と する。

(1) 緊 急 通 行車 両の 確認の 手続 は、 警察本 部、 警察署 のほ か、 交通検 問所 等の

検 問箇所 にお いて 実施す るも のと する。

(2) 警 察 本 部に おい ては、 緊急 輸送 需要を あら かじめ 把握 し、 かつ南 海ト ラフ

地 震臨時 情報 等発 表時の 交通 検問 所等現 場に おける 確認 手続 の効率 化を 図る

た め、緊 急通 行車 両につ いて 当該 車両を 使用 する者 から あら かじめ 必要 事項

の 届出を 受け ると ともに 、緊 急通 行車両 等事 前届出 済証 を交 付する など 、緊

急 通行車 両確 認手 続の事 前届 出制 度につ いて 周知を 図る もの とする 。

４ 関 連対策

南 海トラ フ地 震臨 時情報 等が 発表 された 場合 におけ る交 通規 制の円 滑な 実施

を図 るため 、特 に以 下に定 める 事項 を講じ るも のとす る。

(1) 避 難 路 及び 緊急 交通路 確保 のた めの一 般車 両の使 用の 抑制 につい ての 関係

機 関等に 対す る協 力依頼

(2) 運 転 者 等へ の交 通情報 の伝 達を 迅速か つ的 確に実 施す るた めの報 道機 関、

日 本道路 交通 情報 センタ ー等 との 密接な 連携 の確保

(3) 総 合 的 交通 対策 実施の ため のバ ス、鉄 道等 公共交 通機 関の 運行に つい ての

関 係機関 との 連絡 調整

(4) 避 難 路 、緊 急輸 送路、 避難 場所 及び防 災上 重要な 施設 の周 辺道路 にお ける

駐 車禁止 規制 の実 効の確 保並 びに 違法な 道路 使用及 び放 置物 件の排 除

(5) 警 備 業 者等 との 支援協 定等 に基 づく交 通誘 導の実 施等 に関 する要 請

第５ 警 察施設 等の 点検 及び整 備

警察 施設等 の点 検及 び整備 に当 たっ ては、 警察 庁舎、 警察 通信 施設、 交通 管制

施 設等 につい て被 災の 防止と 応急 対策 の迅速 かつ 的確な 実施 を図 るため 、お おむ

ね 以下 の措置 を執 るも のとす る。

１ 警 察庁舎 の防 護措 置

(1) 被 災 防 止の ため の庁舎 の点 検及 び整備

(2) 火 気 等 の点 検及 び防火 措置

(3) 施 設 内 各種 機器 の転倒 、破 損防 止措置

(4) 発 動 発 電機 等非 常用電 源設 備の 点検及 び整 備
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( 5) そ の 他 庁舎 内の 被災防 止措 置

２ 警 察通信 施設 の機 能維持 のた めの 措置

(1) 警 察 通 信施 設の 定期点 検の 徹底

(2) 保 守 用 物品 の十 分な整 備

(3) そ の 他 警察 通信 施設の 被災 防止 措置

３ 交 通安全 施設 等の 機能の 確保 措置

(1) 信 号 機 用非 常電 源の配 備体 制の 確保措 置及 び特別 点検 の実 施

(2) 倒 壊 、 破損 時の 緊急復 旧体 制の 確保措 置

(3) 交 通 対 策用 機材 の配分 体制 の確 保措置

第６ 災 害応急 対策 を取 るべき 期間

第１ 章第３ 節第 ３に 準ずる 。

第４ 節 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 調査 終了） が発 表さ れた場 合に おけ

る 災害 応急対 策に 係る 措置

管 轄都 府県警 察は 、南 海トラ フ地 震臨時 情報 （調 査終了 ）が 発表

され た場 合には 、引 き続 き警戒 体制 をとり 、都 府県 警察本 部及 び警

察署 に所 要の規 模の 災害 警備対 策室 を設置 する もの とする 。た だし 、

既に 先発 地震を 受け た非 常体制 がと られ、 災害 警備 本部等 が設 置さ

れて いる 場合は この 限り ではな い。

第５ 節 地震 防災上 緊急 に整 備すべ き施 設等の 整備

第１ 緊 急に整 備す べき 施設等 の整 備

南海 トラフ 法第 ５条 第１項 １号 に定 める関 係機 関が行 う地 震防 災上緊 急に 整備

す べき 施設等 の整 備に 関して は、 警察 の実施 する 地震防 災応 急対 策及び 災害 応急

対 策を 効果的 に推 進し 得るよ う、 平素 から当 該関 係機関 との 緊密 な連携 を保 持し

て 、そ の調整 に配 意す るもの とす る。

第２ 地 震防災 対策 実施 上必要 な災 害警 備用装 備資 機材の 整備 充実

災害 警備活 動の 迅速 かつ的 確な 実施 を図る ため 、災害 警備 用装 備資機 材の 整備

充 実に 努める もの とす る。
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第６ 節 津波 からの 円滑 な避 難の確 保及 び迅速 な救 助

第 ３編 第２章 の事 項に 準ずる 。

な お、 管轄都 府県 警察 は、津 波の 襲来に より 危険 度が高 いと 予想

され る区 間及び 避難 経路 として 使用 される こと が想 定され る区 域に

つい て交 通規制 の内 容を 定め推 進計 画に明 示し 、事 前の周 知を 講じ

ると とも に、必 要に 応じ 隣接す る都 府県警 察と の連 絡を密 にし 、交

通規 制の 整合性 を広 域的 に確保 する ものと する 。

第７ 節 南海 トラフ 地震 に係 る防災 訓練

第１ 訓 練の実 施

管轄 都府県 警察 は、 地震防 災応 急対 策の迅 速か つ的確 な実 施と 防災意 識の 高揚

を 図る ため、 南海 トラ フ地震 に係 る防 災訓練 は、 毎年１ 回以 上実 施する もの とす

る 。

第２ 訓 練の内 容

訓練 は津波 警報 又は 南海ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査中 ）、 南海 トラフ 地震 臨時

情 報（ 巨大地 震警 戒） 及び南 海ト ラフ 地震臨 時情 報（巨 大地 震注 意）等 の発 表に

伴 う情 報伝達 、地 震防 災応急 対策 及び 災害発 生後 の災害 応急 対応 に係る 内容 を行

う もの とし、 「基 本訓 練」、 「図 上訓 練」、 「総 合訓練 」等 各種 訓練を 反復 して

実 施す るもの とす る。

この 場合に おい て、 可能な 限り 他の 関係機 関と 連携し 、多 数の 住民等 の参 加を

得 て総 合的、 実践 的に 行うよ うに 努め るもの とす る。

第８ 節 関係 者との 連携 協力 の確保

警 察本 部及び 警察 署に おいて は、 応急対 策を 実施 する上 で関 係機

関の 応援 等を求 める 必要 がある 場合 に備え て、 事前 に協定 を締 結し 、

その 他の 手続上 の措 置に ついて もあ らかじ め定 め、 地域計 画に 明示

する もの とする 。

な お、 地域計 画の 内容 を定め るに 当たっ ては 、関 係機関 相互 の競
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合 に 十分 留意す ると とも に、相 互の 連携協 力体 制に ついて 、あ らか

じめ 計画 を策定 する など 、十分 な調 整を行 うよ う努 めるも のと する 。

第９ 節 地震 防災上 必要 な教 養等

第１ 警 察職員 に対 する 教養

警察 職員に 対し て行 う防災 上必 要な 教養は 、お おむね 以下 に定 める事 項に つい

て 計画 的に実 施す るも のとす る。

(1) 南 海 ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査 中）、 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震

警 戒）、 南海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 注意） の内 容及 びこれ に基 づき

と られる 措置 の内 容

(2) 南 海 ト ラフ 地震 に伴い 発生 する と予想 され る地震 及び 津波 に関す る知 識

(3) 地 震 及 び津 波に 関する 一般 的な 知識

(4) 南 海 ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査 中）、 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震

警 戒）、 南海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 注意） 等が 発表 された 場合 及び

南 海トラ フ地 震が 発生し た場 合に 具体的 にと るべき 行動 に関 する知 識

(5) 南 海 ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査 中）、 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震

警 戒）、 南海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 注意） 等が 発表 された 場合 及び

南 海トラ フ地 震が 発生し た場 合に 各職員 が果 たすべ き役 割

(6) 南 海 ト ラフ 地震 に係る 地震 防災 に関す る知 識

(7) 災 害 警 備活 動要 領

(8) 南 海 ト ラフ 地震 対策と して 今後 取り組 むべ き課題

第２ 住 民等に 対す る防 災知識 の普 及

住民 等に対 する 防災 知識の 普及 に当 たって は、 防災関 係機 関等 と積極 的に 連携

す ると ともに 、地 域に おける 自主 防犯 ・防災 組織 の協力 を得 て、 おおむ ね以 下に

定 める 事項に つい て実 施する もの とす る。

(1) 南 海 ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査 中）、 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震

警 戒）、 南海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 注意） の内 容及 びこれ に基 づき

と られる 措置 の内 容

(2) 南 海 ト ラフ 地震 に伴い 発生 する と予想 され る地震 及び 津波 に関す る知 識
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( 3) 地 震 及 び津 波に 関する 一般 的な 知識

(4) 南 海 ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査 中）、 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震

警 戒）、 南海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 注意） 等が 発表 された 場合 及び

地 震が発 生し た場 合に住 民、 運転 者等の とる べき措 置

(5) 南 海 ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査 中）、 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震

警 戒）、 南海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 注意） 等が 発表 された 場合 及び

南 海トラ フ地 震が 発生し た場 合の 正確な 情報 入手の 方法

(6) 南 海 ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査 中）、 南海 トラフ 地震 臨時 情報（ 巨大 地震

警 戒）、 南海 トラ フ地震 臨時 情報 （巨大 地震 注意） 等が 発表 された 場合 に講

じ る地震 防災 応急 対策等 の内 容

(7) 各 地 域 にお ける 避難地 及び 避難 路に関 する 知識

(8) 住 民 等 が平 素か ら実施 すべ き対 策の内 容

第３章 隣接県等の地域防災計画の作成基準

第１ 節 隣接 県の地 域防 災計 画

推 進地 域に係 る都 府県 に隣接 する 県の地 域防 災計 画にお いて は、

南海 トラ フ地震 臨時 情報 （調査 中） 、南海 トラ フ地 震臨時 情報 （巨

大地 震警 戒）、 南海 トラ フ地震 臨時 情報（ 巨大 地震 注意） 等が 発表

され たと きにと るべ き警 備体制 をは じめ、 緊急 通行 車両の 確認 その

他の 交通 対策、 情報 収集 ・伝達 、住 民等に 対す る情 報伝達 、社 会秩

序の 維持 等所要 の対 策に ついて 管轄 都府県 警察 で定 める基 準に 準じ

て定 める ものと する 。

第２ 節 その 他の道 県の 地域 防災計 画

推 進地 域に係 る都 府県 及びこ れに 隣接す る県 以外 の道県 の地 域防

災計 画に おいて は、 緊急 通行車 両の 確認に 関す る事 項を定 める ほか 、

当該 道県 の地理 的条 件そ の他の 諸情 勢を考 慮の 上、 管轄都 府県 警察

で定 める 基準を 参考 とし て所要 の事 項を定 める もの とする 。
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第６編 日本海 溝・千島 海溝周 辺海溝型 地震に 係る措 置

第１章 警察庁がとるべき措置

第１ 節 日本 海溝・ 千島 海溝 周辺海 溝型 地震発 生時 にお ける措 置

第１ 警 察庁の 措置

１ 津 波警報 等又 は後 発地震 への 注意 を促す 情報 等の伝 達

気 象庁が 津波 警報 ・注意 報等 を発 表し又 は後 発地震 への 注意 を促す 情報 等

（日 本海溝 ・千 島海 溝沿い の巨 大地 震の想 定震 源域及 び想 定震 源域に 影響 を与

える 外側の エリ アで マグニ チュ ード ７ .０ 以上 の地 震が 発生し た場 合に 発信 され

る後 発地震 への 注意 を促す 情報 その 他これ らに 関連す る情 報や 後発地 震に 対し

て注 意する 措置 等の 情報を いう 。以 下同じ 。） を発信 した 場合 の伝達 は、 別図

３に 示すと ころ によ り行う もの とす る。

こ の場合 にお いて 、伝達 事務 は、 緊急災 害警 備本部 、非 常災 害警備 本部 、特

定災 害警備 本部 又は 災害警 備本 部が 設置さ れる までの 間は 、執 務時間 内は 警備

第三 課、執 務時 間外 は警察 庁総 合当 直にお いて 行う。 ただ し、 既に後 発地 震へ

の注 意を促 す情 報の 発信に 至っ た地 震（以 下本 編にお いて 「先 発地震 」と い

う。 ）を受 けた 災害 警備対 策室 が設 置され てい る場合 は、 同室 におい て行 うも

のと する。

２ 情 報の収 集

(1) 管 轄 道 県警 察等 からの 情報 の収 集

日本千 島法 第３ 条第１ 項に 規定 する日 本海 溝・千 島海 溝周 辺海溝 型地 震防

災 対策推 進地 域（ 以下本 編に おい て「推 進地 域」と いう 。） を管轄 する 道県

警 察（以 下「 管轄 道県警 察」 とい う。） 及び 推進地 域に 係る 道県に 隣接 し、

又 は近接 する 都県 の区域 を管 轄す る都県 警察 並びに 東北 及び 関東管 区警 察局

か らの情 報の 収集 は、以 下の 事項 を重点 とし て行う もの とす る。

ア 警備 体制 の確 立状況

イ 住民 等の 反応 と避難 等の 状況

ウ 主要 幹線 道路 等の交 通の 状況

エ 特異 事案 の発 生状況 と今 後の 見通し
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オ 交 通 対策 、警 備対策 等警 察措 置の実 施状 況

カ 関係 機関 の対 策の実 施状 況

(2) そ の 他 の府 県警 察等か らの 情報 の収集

(1)以 外 の 管区 警察 局及び 府県 警察 からの 情報 の収 集は、 必要 に応 じ、 関連

す る事項 につ いて 行うも のと する 。

(3) 関 係 機 関か らの 情報の 収集

内閣府 、消 防庁 、国土 交通 省、 気象庁 、防 衛省等 の関 係機 関から の情 報収

集 は、連 絡を 密に して迅 速に 行う ものと する 。

３ 即 応部隊 の運 用に 関する 調整 等

日 本海溝 ・千 島海 溝周辺 海溝 型地 震が発 生し た場合 、警 察庁 は、積 雪寒 冷地

特有 の課題 に対 応し た帯同 装備 品の 点検・ 整備 、所定 箇所 への 隊員の 集結 、同

所で の待機 等、 即応 部隊の 派遣 に向 けた準 備行 動につ いて 必要 な指示 及び 調整

を行 うもの とす る。

４ 交 通対策

(1) 基 本 方 針

日本海 溝・ 千島 海溝周 辺海 溝型 地震が 発生 した場 合に おけ る交通 対策 につ

い ては、 以下 に掲 げる基 本方 針に のっと り都 道府県 警察 を指 導調整 する もの

と する。

なお、 都道 府県 警察の 策定 する 交通規 制計 画につ いて は、 広域的 な交 通対

策 の観点 から あら かじめ 指導 調整 するも のと する。

ア 日本 海溝 ・千 島海溝 周辺 海溝 型地震 防災 対策推 進基 本計 画（平 成 18年 中

央防災 会議 決定 。令和 ４年 修正 ）第５ 章第 ２節２ (2)に 規 定す る避 難対 象地

域内で の一 般車 両の走 行は 極力 抑制す るも のとす る。

イ 避難 対象 地域 内への 一般 車両 の流入 は極 力制限 する もの とする 。

ウ 避難 対象 地域 外への 一般 車両 の流出 は交 通の混 乱が 生じ ない限 り原 則と

して制 限し ない ものと する 。

エ 避難 路及 び緊 急交通 路に つい ては、 優先 的にそ の機 能の 確保を 図る もの

とする 。

オ 高速 自動 車国 道及び 自動 車専 用道路 につ いては 、一 般車 両の避 難対 象地
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域 へ の 流入 を制 限する とと もに 、推進 地域 内にお ける イン ターチ ェン ジ等

からの 流入 を制 限する もの とす る。

(2) 広 域 交 通規 制等

ア 日本 海溝 ・千 島海溝 周辺 海溝 型地震 が発 生した 場合 は、 必要に より 避難

対象地 域及 びこ れに隣 接し 、又 は近接 する 地域に おけ る交 通の混 乱を 防止

し、か つ、 緊急 輸送を 確保 する ため、 関係 の都道 府県 警察 に対し 、交 通の

状況に 応じ て「 緊急交 通路 指定 予定路 線」 又は「 交通 検問 所」の うち から

区間又 は地 点を 指定し 、必 要な 交通の 規制 又は誘 導、 自動 車の利 用の 抑制

の要請 等を 実施 するよ う指 導調 整する もの とする 。

イ 「緊 急交 通路 指定予 定路 線」 及び「 交通 検問所 」は 、あ らかじ め定 める

ものと する 。

５ 情 報通信 の確 保

地 震防災 応急 対策 に係る 措置 の迅 速かつ 的確 な実施 を図 るた め、情 報通 信の

確保 につい ては 、以 下に定 める とお り行う もの とする 。

(1) 通 信 に 関す る措 置

ア 通信 の確 保

(ｱ) 日 本 海 溝・ 千島海 溝周 辺海 溝型地 震が 発生し た場 合は 、速や かに 通信

手段 の機 能の 確認を 行う とと もに、 警備 体制の 確立 等に 必要な 通信 を確

保す るも のと する。 その 際、 画像情 報の 収集、 無線 通話 の同時 モニ ター

等被 害状 況を 把握す る通 信手 段の確 保に も留意 する もの とする 。

(ｲ) 広 域 通 信系 等複数 の都 道府 県警察 の使 用する 無線 通信 系の効 果的 運用

を図 るも のと する。

イ 通信 制限

通信 の輻 輳、 警察通 信施 設の 重大な 障害 等のた め警 察活 動に支 障が 生じ

ると予 想さ れる ときは 、通 話の 種類、 通話 時間、 通話 先等 につい て通 信制

限を行 い、 災害 警備活 動に 必要 な通信 を確 保する もの とす る。

ウ 幹線 通信 の確 保のた めの 応急 措置

幹線 通信 の確 保に重 大な 障害 が生じ 、又 は生じ ると 予想 される 場合 は、

衛星通 信回 線に よる応 急通 信系 の設定 、無 線多重 回線 の構 成変更 等通 信の
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確 保 の ため の応 急措置 を執 るも のとす る。

エ 通信 資機 材の 支援

都道 府県 警察 が行う 災害 警備 活動に 対し 必要な 通信 資機 材の支 援を 行う

ととも に、 都道 府県警 察相 互間 の通信 資機 材の支 援に つい て調整 を行 うも

のとす る。

(2) 情 報 シ ステ ムに 関する 措置

日本海 溝・ 千島 海溝周 辺海 溝型 地震が 発生 した場 合は 、災 害警備 活動 に必

要 な情報 提供 手段 の確立 等情 報を 有効に 活用 するた めの 措置 を執る もの とす

る 。

第２ 積 雪寒冷 地特 有の 課題へ の措 置

日本 海溝・ 千島 海溝 沿いの 地域 では 、冬季 に地 震が発 生し た場 合、以 下の よう

な 積雪 寒冷地 特有 の課 題や、 北海 道・ 東北地 方の 沿岸地 特有 の地 理的条 件が ある 。

・ 積雪等 によ り避 難に時 間を 要す ること 。

・ 屋外や 寒い 屋内 での避 難は 低体 温症の リス クが生 じる こと 。

・ 積雪や 凍結 等に より家 屋の 倒壊 やライ フラ イン等 の被 害が 増大す るこ と。

・ 積雪や 凍結 等が 輸送・ 復旧 等の 活動の 阻害 要因と なる こと 。

・ 雪崩・ 落雪 の可 能性が ある こと 。

・ 地理的 条件 によ り他の 地域 から の応援 が到 達する まで 一定 程度の 時間 を要

す ること 。

警察 庁は、 冬季 に日 本海溝 ・千 島海 溝周辺 海溝 型地震 が発 生し た場合 、上 記の

積 雪寒 冷地特 有の 課題 により 部隊 の現 場への 到達 や救出 救助 活動 に通常 より も時

間 を要 するこ とを 踏ま え、冬 季の 積雪 寒冷下 にお いても 迅速 かつ 適切な 救出 救助

活 動が 行える よう 、必 要な人 員や 装備 資機材 の確 保等の 体制 の充 実や関 係機 関と

の 連携 を図る ほか 、よ り災害 現場 に即 した環 境で の体系 的・ 段階 的な訓 練の 実施

等 によ り、救 出救 助能 力の強 化、 持続 活動能 力の 向上、 効率 的な 部隊運 用等 を図

る もの とする 。

第３ 後 発地震 に対 して 注意す る措 置を 講ずる 期間

後発 地震へ の注 意を 促す情 報が 発信 された 場合 、先発 地震 の発 生から １週 間、

本 節に 定める 措置 を執 るもの とす る。
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な お 、当該 期間 を経 過した 後は 、当 該措置 を原 則解除 する もの とする

第２ 節 訓練 、教養 等

第１ 訓 練の実 施

地震 防災応 急対 策の 迅速か つ的 確な 実施と 防災 意識の 高揚 を図 るため 、日 本海

溝 ・千 島海溝 周辺 海溝 型地震 に係 る防 災訓練 は、 毎年１ 回以 上、 警察庁 、東 北及

び 関東 管区警 察局 並び に管轄 道県 警察 が参加 し、 積雪積 雪寒 冷地 特有の 課題 を踏

ま えた 訓練や 、本 部設 置運営 訓練 、情 報の収 集・ 伝達訓 練、 避難 誘導訓 練、 交通

規 制訓 練等を 内容 とし 、実施 する もの とする 。

第２ 住 民等へ の情 報伝 達活動

津波 警報等 又は 後発 地震へ の注 意を 促す情 報等 が発信 され た場 合にお いて 、住

民 等に 伝達す べき 情報 につい て、 あら かじめ 整理 するも のと する 。また 、住 民等

か らの 問合せ 等に 的確 に対応 でき る体 制を整 備す るもの とす る。

第２章 地域防災計画の作成の基準

第１ 節 日本 海溝・ 千島 海溝 周辺海 溝型 地震発 生時 にと るべき 措置

第１ 災 害警備 本部 の設 置等

管轄 道県警 察は 、日 本海溝 ・千 島海 溝周辺 海溝 型地震 が発 生し た場合 、直 ちに

非 常体 制をと り、 道県 警察本 部及 び警 察署に 道県 警察（ 警察 署） 災害警 備本 部等

を 設置 するも のと する 。また 、部 隊の 編成等 所要 の措置 を執 るも のとす る。

この 場合に おい て、 災害警 備本 部等 の組織 及び 任務分 担、 部隊 の編成 運用 計画 、

部 隊の 招集等 につ いて は、警 察本 部（ 警察署 ）長 が、別 に定 める ものと する 。

第２ 津 波警報 等又 は後 発地震 への 注意 を促す 情報 等の伝 達等

１ 情 報の収 集・ 伝達

(1) 津 波 警 報等 又は 後発地 震へ の注 意を促 す情 報等の 伝達

気象庁 が津 波警 報・注 意報 等を 発表し 又は 後発地 震へ の注 意を促 す情 報等

を 発信し た場 合の 伝達は 、別 図３ に示す とこ ろに従 い、 その 具体的 経路 及び

方 法を定 める もの とする 。こ の場 合にお いて 、伝達 事務 は、 道県警 察（ 警察
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署 ） 災害 警備 本部 等が設 置さ れる までの 間は 、執務 時間 内は 災害警 備実 施担

当 課、執 務時 間外 は当直 等に おい て行い 、設 置され た後 は道 県警察 （警 察

署 ）災害 警備 本部 等にお いて 行う ものと する 。

なお、 情報 の内 容に応 じ、 伝達 方法に つい て特に 配意 する ものと する 。

(2) 各 種 情 報の 収集 ・伝達

各種情 報の 収集 ・伝達 につ いて は、管 轄区 域内に おけ る諸 般の状 況を 迅速

か つ的確 に把 握す るとと もに 、警 察庁と 管轄 道県警 察間 、管 轄道県 警察 相互

間 等の情 報の 報告 ・連絡 が的 確に 行われ るよ う、以 下の 事項 につい て、 それ

ぞ れ情報 の収 集・ 伝達の 方法 を定 めるも のと する。

ア 警備 体制 の確 立状況

イ 住民 等の 反応 と避難 等の 状況

ウ 主要 幹線 道路 等の交 通の 状況

エ 特異 事案 の発 生状況 と今 後の 見通し

オ 交通 対策 、警 備対策 等警 察措 置の実 施状 況

カ 関係 機関 の対 策の実 施状 況

(3) 道 県 の 災害 対策 本部と の連 絡等

ア 道県 に災 害対 策本部 が設 置さ れた場 合に は、当 該管 轄道 県警察 にお ける

地震防 災応 急対 策に係 る措 置の 実施状 況等 につい て、 必要 に応じ 連絡 する

ものと し、 その 具体的 手段 及び 方法を 定め るもの とす る。

イ 道県 の災 害対 策本部 以外 の関 係機関 への 情報の 伝達 は、 当該地 域に おけ

る地震 防災 応急 対策に 係る 措置 の迅速 かつ 的確な 実施 を図 るため 、可 能な

範囲に おい て積 極的に 行う もの とする 。

２ 住 民等へ の情 報伝 達活動

住 民等へ の情 報伝 達活動 は、 民心 の安定 を図 るとと もに 混乱 を防止 し、 地震

防災 応急対 策に 係る 措置が 迅速 かつ 的確に 行わ れるよ う、 おお むね以 下に 定め

ると ころに より 積極 的に行 うも のと する。

(1) 情 報 伝 達活 動の 重点

住民等 への 情報 伝達活 動は 、以 下に掲 げる 事項を 重点 とし て実施 する もの

と する。
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ア 津 波 警報 等又 は後発 地震 への 注意を 促す 情報等

イ 車両 運転 の自 粛と運 転者 のと るべき 措置

ウ 交通 の状 況と 交通規 制の 実施 状況

エ 犯罪 予防 等の ために 住民 等が とるべ き措 置

オ その 他混 乱防 止のた めに 必要 な情報

(2) 情 報 伝 達活 動の 実施方 法

住民等 への 迅速 かつ的 確な 情報 伝達活 動を 実施す るた め、 関係機 関と の連

絡 を密に して 、お おむね 以下 の方 法によ り反 復して 行う もの とする 。

ア 交番 、駐 在所 、パト カー 等の 勤務員 の活 用

イ ビラ 、チ ラシ の配布 及び 横断 幕、立 看板 等の掲 出

ウ イン ター ネッ ト、Ｓ ＮＳ 等の 活用

エ 地域 の各 種施 設等と の間 で構 築して いる ネット ワー クの 活用

オ 新聞 、テ レビ 、ラジ オ等 マス メディ アに 対する 積極 的協 力要請

カ 防犯 協会 等自 主防犯 組織 との 連携

キ 交通 情報 板等 の活用

第３ 社 会秩序 の維 持

日本 海溝・ 千島 海溝 周辺海 溝型 地震 の発生 等に 伴う混 乱の 防止 並びに 犯罪 の予

防 及び 取締り のた め、 おおむ ね以 下に 定める とこ ろによ り社 会秩 序の維 持に 当た

る もの とする 。

１ 避 難に伴 う混 乱等 の防止

避 難に伴 う混 乱等 の防止 に関 して は、避 難が 的確に 行わ れる よう関 係機 関等

と密 接な連 携を 図り 、混乱 防止 のた めの具 体的 方策に つい て、 あらか じめ 検討

する ものと する 。

こ の場合 にお いて 、住民 等の 節度 ある行 動に より、 避難 が的 確に行 われ るよ

う、 平素か ら住 民等 に対し 積極 的な 広報等 を行 うもの とす る。

２ 不 法事案 等の 予防 及び取 締り

不 法事案 等の 予防 及び取 締り に当 たって は、 住民等 の不 安を 軽減し 混乱 を防

止す るため 、悪 質商 法等の 生活 経済 事犯、 知能 犯、窃 盗犯 、粗 暴犯、 暴力 団に

よる 民事介 入暴 力等 生活に 密着 した 犯罪の 予防 及び取 締り に重 点を置 くほ か、
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住 民 等が集 まる 場所 におけ る混 乱の 発生防 止、 流言飛 語に よる 混乱の 防止 等の

活動 を積極 的に 行う ものと する 。

３ 避 難場所 、警 戒区 域、重 要施 設等 の警戒

避 難場所 、警 戒区 域、重 要施 設等 の警戒 活動 の実施 に当 たっ ては、 警戒 従事

員の 配置箇 所、 装備 資機材 の活 用、 関係機 関と の密接 な連 携等 に配意 して 効率

的な 活動の 実施 に努 めるも のと する 。

こ の場合 にお いて 、警戒 対象 の特 性に応 じ、 関係機 関等 との 協力に 基づ く的

確な 対応が 実施 され るよう 、事 前に 必要な 措置 を講じ るも のと する。

４ 住 民等に よる 地域 安全活 動

(1) 地 域 安 全活 動に ついて は、 特に 地域住 民の 積極的 な協 力が 必要で ある ので 、

平 素から 関係 機関 との密 接な 連携 により 自主 防犯組 織の 育成 強化を 図り 、後

発 地震へ の注 意を 促す情 報等 が発 表され た場 合にお いて は、 当該組 織が 効果

的 に活動 でき るよ うその 支援 に努 めるも のと する。

(2) 会 社 、 事業 所等 につい ては 、平 素から 管理 者との 連携 を図 り、後 発地 震へ

の 注意を 促す 情報 等が発 表さ れた 場合に おい ては、 施設 管理 者、従 業員 、警

備 員等に よる 自主 防犯活 動が 積極 的に行 われ るよう に努 める ものと する 。

第４ 交 通対策

交通 対策は 、交 通の 混乱、 交通 事故 等の発 生を 防止す ると とも に、住 民等 の円

滑 な避 難と緊 急輸 送を 確保す るた め、 以下の とお り実施 する もの とする 。

１ 交 通規制

(1) 広 域 的 な交 通対 策の観 点か ら次 の事項 を基 本とし て、 あら かじめ 策定 され

た 交通規 制計 画に 基づき 、交 通規 制を実 施す るもの とす る。

ア 避難 対象 地域 内での 一般 車両 の走行 は、 徒歩に よる 避難 が困難 で車 両に

よる避 難を 必要 とする 地域 を除 き、極 力抑 制する もの とす る。

イ 避難 対象 地域 内への 一般 車両 の流入 は、 極力制 限す るも のとす る。

ウ 避難 対象 地域 外への 一般 車両 の流出 は、 交通の 混乱 が生 じない 限り 原則

として 制限 しな いもの とす る。

エ 避難 路及 び緊 急交通 路に つい ては、 優先 的にそ の機 能の 確保を 図る もの

とする 。



- 86 -

オ 高 速 自動 車国 道及び 自動 車専 用道路 につ いては 、一 般車 両の避 難対 象地

域への 流入 を制 限する とと もに 、推進 地域 内にお ける イン ターチ ェン ジ等

からの 流入 を制 限する もの とす る。

(2) 交 通 規 制計 画の 策定に 当た って は、以 下に 掲げる 道路 につ いて、 避難 計画 、

緊 急輸送 ルー ト計 画、道 路啓 開計 画及び 隣接 する道 県警 察等 の交通 規制 計画

と 整合性 のと れた 規制計 画を 定め 、事前 の周 知を講 じる もの とする 。

ア 緊急 交通 路、 避難路 その 他の 防災上 重要 な幹線 道路

イ 高速 道路 （イ ンター チェ ンジ につい ては 個々の イン ター チェン ジご と）

ウ 広域 的な 避難 場所等 防災 上重 要な施 設の 周辺道 路

エ 津波 の来 襲、 崖崩れ 等の 発生 が予想 され る施設 の周 辺道 路

オ 石油 コン ビナ ート等 災害 発生 時に重 大な 火災の 発生 が予 想され る施 設の

周辺道 路

カ その 他防 災上 交通規 制計 画を 策定し てお く必要 のあ る道 路

２ 運 転者等 への 周知 活動

推 進地域 に係 る地 震防災 対策 推進 基本計 画に 基づき 、日 本海 溝・千 島海 溝周

辺海 溝型地 震が 発生 したと きに おけ る運転 者の とるべ き以 下の 措置を 運転 者等

に対 して周 知徹 底す るもの とす る。

(1) 車 両 を 運転 中に 日本海 溝・ 千島 海溝周 辺海 溝型地 震が 発生 したと き

ア 日本 海溝 ・千 島海溝 周辺 海溝 型地震 が発 生した とき は、 安全な 方法 によ

り車両 を道 路の 左側に 停止 させ るなど した 後、カ ーラ ジオ やＳＮ Ｓ等 によ

り継続 して 地震 情報及 び交 通情 報を収 集し 、その 情報 に応 じて行 動す るこ

と。

イ 車両 を置 いて 避難す ると きは 、でき る限 り道路 外の 場所 に移動 して おく

こと。 やむ を得 ず道路 上に 置い て避難 する ときは 、道 路の 左側に 寄せ て駐

車し、 エン ジン を切り 、エ ンジ ンキー は付 けたま まと し、 窓は閉 め、 ドア

はロッ クし ない こと。 駐車 する ときは 、避 難する 人の 通行 や災害 応急 対策

の実施 の妨 げに なるよ うな 場所 には駐 車し ないこ と。

(2) 車 両 を 運転 中以 外の場 合に 日本 海溝・ 千島 海溝周 辺海 溝型 地震が 発生 した

と き、津 波か ら避 難する ため やむ を得な い場 合を除 き、 避難 のため に車 両を
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使 用 しな いこ と。

３ 緊 急通行 車両 の確 認

災 害対策 基本 法施 行令（ 昭和 ３７ 年政令 第２ ８８号 ）第 ３３ 条第１ 項の 規定

に基 づく都 道府 県公 安委員 会の 行う 緊急通 行車 両の確 認は 、以 下の要 領に よる

もの とする 。

(1) 緊 急 通 行車 両の 確認の 手続 は、 警察本 部、 警察署 のほ か、 交通検 問所 等に

お いて実 施す るも のとす る。

(2) 警 察 本 部に おい ては、 緊急 輸送 需要を あら かじめ 把握 し、 かつ日 本海 溝・

千 島海溝 周辺 海溝 型地震 が発 生し たとき の交 通検問 所等 現場 におけ る確 認手

続 の効率 化を 図る ため、 緊急 通行 車両に つい て当該 車両 を使 用する 者か らあ

ら かじめ 必要 事項 の届出 を受 ける ととも に、 緊急通 行車 両等 事前届 出済 証を

交 付する など 、緊 急通行 車両 確認 手続の 事前 届出に つい て周 知を図 るも のと

す る。

４ 関 連対策

日 本海溝 ・千 島海 溝周辺 海溝 型地 震が発 生し たとき にお ける 交通規 制の 円滑

な実 施を図 るた め、 特に以 下に 定め る事項 を講 じるも のと する 。

(1) 避 難 路 及び 緊急 交通路 確保 のた めの一 般車 両の使 用の 抑制 につい ての 関係

機 関等に 対す る協 力依頼

(2) 運 転 者 等へ の交 通情報 の伝 達を 迅速か つ的 確に実 施す るた めの報 道機 関、

日 本道路 交通 情報 センタ ー等 との 密接な 連携 の確保

(3) 総 合 的 交通 対策 実施の ため のバ ス、鉄 道等 公共交 通機 関の 運行に つい ての

関 係機関 との 連絡 調整

(4) 避 難 路 、緊 急輸 送道路 、避 難場 所及び 防災 上重要 な施 設の 周辺道 路に おけ

る 駐車禁 止規 制の 実効の 確保 並び に違法 な道 路使用 及び 放置 物件の 排除

(5) 警 備 業 者等 との 支援協 定等 に基 づく交 通誘 導の実 施等 に関 する要 請

第５ 警 察施設 等の 点検 及び整 備

警察 施設等 の点 検及 び整備 に当 たっ ては、 警察 庁舎、 警察 通信 施設、 交通 管制

施 設等 につい て被 災の 防止と 応急 対策 の迅速 かつ 的確な 実施 を図 るため 、お おむ

ね 以下 の措置 を執 るも のとす る。 なお 、応急 対策 の実施 にあ たっ ては、 津波 から
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の 避 難 に要す る時 間を 配慮し 実施 する ものと する 。

１ 警 察庁舎 の防 護措 置

(1) 被 災 防 止の ため の庁舎 の点 検及 び整備

(2) 火 気 等 の点 検及 び防火 措置

(3) 施 設 内 各種 機器 の転倒 、破 損防 止措置

(4) 発 動 発 電機 等非 常用電 源設 備の 点検及 び整 備

(5) そ の 他 庁舎 内の 被災防 止措 置

２ 警 察通信 施設 の機 能維持 のた めの 措置

(1) 警 察 通 信施 設の 定期点 検の 徹底

(2) 保 守 用 物品 の十 分な整 備

(3) そ の 他 警察 通信 施設の 被災 防止 措置

３ 交 通安全 施設 等の 機能の 確保 措置

(1) 信 号 機 用非 常電 源の配 備体 制の 確保措 置及 び特別 点検 の実 施

(2) 倒 壊 、 破損 時の 緊急復 旧体 制の 確保措 置

(3) 交 通 対 策用 機材 の配分 体制 の確 保措置

第６ 積 雪寒冷 地特 有の 課題へ の措 置

管轄 道県警 察は 、冬 季に日 本海 溝・ 千島海 溝周 辺海溝 型地 震が 発生し た場 合、

第 ６編 第１章 第３ に掲 げる積 雪寒 冷地 特有の 課題 により 、部 隊の 現場へ の到 達や

救 出救 助活動 に通 常よ りも時 間を 要す ること を踏 まえ、 冬季 の積 雪寒冷 下に おい

て も迅 速かつ 適切 に救 出救助 活動 を行 えるよ う、 必要な 人員 や装 備資機 材の 確保

等 の体 制の充 実や 関係 機関と の連 携を 図るほ か、 より災 害現 場に 即した 環境 での

体 系的 ・段階 的な 訓練 の実施 等に より 、救出 救助 能力の 強化 、持 続活動 能力 の向

上 、効 率的な 部隊 運用 等を図 るも のと する。

また 、積雪 寒冷 地に おいて は、 積雪 や凍結 等に より、 物資 輸送 が遅延 する おそ

れ があ ること を考 慮し た、備 蓄・ 調達 体制の 整備 につい て配 慮す るもの とす る。

第７ 後 発地震 に対 して 注意す る措 置を 講ずる 期間

第１ 章第１ 節第 ３に 準ずる 。

第２ 節 後発 地震に 対し て注 意する 措置 を講ず る期 間終 了後に おけ る災
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害 応急 対策に 係る 措置

管 轄道 県警察 は、 後発 地震に 対し て注意 する 措置 を講ず る期 間終

了後 、引 き続き 警戒 体制 をとり 、道 県警察 本部 及び 警察署 に所 要の

規模 の災 害警備 対策 室を 設置す るも のとす る。 ただ し、既 に先 発地

震を 受け た非常 体制 がと られ、 災害 警備本 部等 が設 置され てい る場

合は この 限りで はな い。

第３ 節 地震 防災上 緊急 に整 備すべ き施 設等の 整備

第１ 緊 急に整 備す べき 施設等 の整 備

都道 府県警 察は 、第 ２編第 ２章 第２ 節第１ の４ の基本 的な 考え 方に従 って 、警

察 施設 等の耐 震性 、耐 火性、 耐浪 性等 の確保 に努 めるほ か、 積雪 寒冷地 にお いて

は 、積 雪荷重 によ る倒 壊の防 止措 置、 暖房設 備の 整備、 断熱 性の 確保等 必要 に応

じ た整 備を行 うよ う努 めるも のと する 。

また 、日本 千島 法第 ５条第 １項 第１ 号に定 める 関係機 関が 行う 地震防 災上 緊急

に 整備 すべき 施設 等の 整備に 関し ては 、警察 の実 施する 地震 防災 応急対 策及 び災

害 応急 対策を 効果 的に 推進し 得る よう 、平素 から 当該関 係機 関と の緊密 な連 携を

保 持し て、そ の調 整に 配意す るも のと する。

第２ 地 震防災 対策 実施 上必要 な災 害警 備用装 備資 機材の 整備 充実

被災 地が積 雪寒 冷地 である こと を踏 まえ、 災害 警備活 動の 迅速 かつ的 確な 実施

を 図る ため、 災害 警備 用装備 資機 材の 整備充 実に 努める もの とす る。

第４ 節 津波 からの 円滑 な避 難の確 保及 び迅速 な救 助

第 ３編 第２章 第１ 節の 措置に 準ず る。

な お、 管轄道 県警 察は 、津波 の襲 来によ り危 険度 が高い と予 想さ

れる 区間 及び避 難経 路と して使 用さ れるこ とが 想定 される 区域 につ

いて 交通 規制の 内容 を定 め、推 進計 画に明 示し 、事 前の周 知を 講じ

ると とも に、必 要に 応じ 隣接す る都 県警察 との 連絡 を密に し、 交通

規制 の整 合性を 広域 的に 確保す るも のとす る。

第５ 節 日本 海溝・ 千島 海溝 周辺海 溝型 地震に 係る 防災 訓練
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第１ 訓 練の実 施

管轄 道県警 察は 、地 震防災 応急 対策 の迅速 かつ 的確な 実施 と防 災意識 の高 揚を

図 るた め、日 本海 溝・ 千島海 溝周 辺海 溝型地 震に 係る防 災訓 練を 毎年１ 回以 上実

施 する ものと する 。

第２ 訓 練の内 容

訓練 は、日 本海 溝・ 千島海 溝周 辺海 溝型地 震の 発生に 伴う 地震 防災応 急対 策及

び 災害 発生後 の災 害応 急対策 に係 るも のを内 容と して行 うも のと し、「 基本 訓

練 」、 「図上 訓練 」、 「総合 訓練 」等 各種訓 練を 反復し て実 施す るもの とす る。

この 場合に おい て、 積雪寒 冷地 特有 の課題 を踏 まえる とと もに 、可能 な限 り他

の 関係 機関と 連携 し、 多数の 住民 等の 参加を 得て 総合的 、実 践的 に行う よう に努

め るも のとす る。

第６ 節 関係 者との 連携 協力 の確保

第 ５編 第２章 第８ 節に 準ずる 。

第７ 節 地震 防災上 必要 な教 養等

第１ 警 察職員 に対 する 教養

警察 職員に 対し て行 う防災 上必 要な 教養は 、お おむね 以下 に定 める事 項に つい

て 計画 的に実 施す るも のとす る。

(1) 地 震 及 び津 波に 関する 一般 的な 知識

(2) 日 本 海 溝・ 千島 海溝周 辺海 溝型 地震に 伴い 発生す ると 予想 される 地震 動及

び 津波に 関す る知 識

(3) 日 本 海 溝・ 千島 海溝周 辺海 溝型 地震防 災対 策とし て現 在講 じられ てい る対

策 に関す る知 識

(4) 後 発 地 震へ の注 意を促 す情 報の 内容及 びこ れに基 づき とら れる措 置の 内容

(5) 後 発 地 震へ の注 意を促 す情 報が 発信さ れた 場合及 び日 本海 溝・千 島海 溝周

辺 海溝型 地震 が発 生した 場合 に具 体的に とる べき行 動に 関す る知識

(6) 後 発 地 震へ の注 意を促 す情 報が 発信さ れた 場合及 び日 本海 溝・千 島海 溝周

辺 海溝型 地震 が発 生した 場合 に警 察職員 が果 たすべ き役 割
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( 7) 日 本 海 溝・ 千島 海溝周 辺海 溝型 地震対 策と して今 後取 り組 む必要 のあ る課

題

(8) 災 害 警 備活 動要 領

第２ 住 民等に 対す る防 災知識 の普 及

住民 等に対 する 防災 知識の 普及 に当 たって は、 防災関 係機 関等 と積極 的に 連携

す ると ともに 、地 域に おける 自主 防犯 ・防災 組織 の協力 を得 て、 おおむ ね以 下に

定 める 事項に つい て実 施する もの とす る。

(1) 地 震 及 び津 波に 関する 一般 的な 知識

(2) 日 本 海 溝・ 千島 海溝周 辺海 溝型 地震に 伴い 発生す ると 予想 される 地震 動及

び 津波に 関す る知 識

(3) 後 発 地 震へ の注 意を促 す情 報の 内容及 びこ れに基 づき とら れる措 置の 内容

(4) 後 発 地 震へ の注 意を促 す情 報が 発信さ れた 場合及 び日 本海 溝・千 島海 溝周

辺 海溝型 地震 が発 生した 場合 の避 難行動 、自 動車運 転の 自粛 等、防 災上 とる

べ き行動 に関 する 知識

(5) 正 確 な 情報 の入 手方法

(6) 防 災 関 係機 関が 講ずる 災害 応急 対策等 の内 容

(7) 各 地 域 にお ける 避難地 及び 避難 経路に 関す る知識

(8) 住 民 等 が平 素か ら実施 すべ き対 策の内 容

第３章 隣接県等の地域防災計画の作成基準

第１ 節 隣接 県の地 域防 災計 画

推 進地 域に係 る道 県に 隣接す る都 県の地 域防 災計 画にお いて は、

日本 海溝 ・千島 海溝 周辺 海溝型 地震 が発生 し、 大規 模な被 害が 発生

した 場合 を想定 した 警備 体制を はじ め、緊 急通 行車 両の確 認そ の他

の交 通対 策、情 報収 集・ 伝達、 住民 等に対 する 情報 伝達、 社会 秩序

の維 持等 所要の 対策 につ いて管 轄都 県警察 で定 める 基準に 準じ て定

める もの とする 。
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第２ 節 その 他の府 県の 地域 防災計 画

推 進地 域に係 る道 県及 びこれ に隣 接する 都県 以外 の府県 の地 域防

災計 画に おいて は、 緊急 通行車 両の 確認に 関す る事 項を定 める ほか 、

当該 府県 の地理 的条 件そ の他の 諸情 勢を考 慮の 上、 管轄府 県警 察で

定め る基 準を参 考と して 所要の 事項 を定め るも のと する。
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第７ 編 その 他の自然 災害対 策

風 水害 対策 、火山 災害 対策 及び雪 害対 策に関 し、 国家 公安委 員会 及び

警察 庁が とる べき措 置並 びに 地域防 災計 画の作 成の 基準 となる べき 事項

につ いて は、 第２編 に定 める ものの ほか 、本編 にお いて 定める 。

第１章 風水害対策

第１ 節 国家 公安委 員会 及び 警察庁 がと るべき 措置

警 察庁 は、水 防月 間等 を通じ 、大 規模な 風水 害に 係る都 道府 県警

察の 行う 各種防 災対 策に 関し指 導調 整を行 うも のと する。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 国 民の防 災活 動の 促進

１ 避 難誘導 対策

(1) 避 難 路 等の 周知 徹底

都道府 県警 察は 、平素 から 各種 講習会 、研 修会の 場等 を通 じて、 風水 害被

害 の防止 や軽 減の 観点か ら早 期避 難に対 する 住民等 の理 解と 協力を 得る とと

も に、風 水害 のお それの ない 適切 な避難 場所 、避難 路等 につ いて周 知徹 底す

る ものと する 。ま た、地 下街 等不 特定多 数の 利用者 が集 合す る施設 等に おい

て は、そ の利 用者 等に対 して 、施 設管理 者と 連携し て、 避難 場所、 避難 路等

に ついて 周知 徹底 するも のと する 。

(2) 土 砂 災 害警 戒区 域等の 周知 徹底

都道府 県警 察は 、ミニ 広報 紙等 を通じ 、地 域住民 等に 対し て土砂 災害 警戒

区 域や風 水害 が発 生し、 又は 発生 するお それ がある 場合 の行 動マニ ュア ル等

に ついて 分か りや すく示 すも のと する。

２ 防 災知識 の普 及

都 道府県 警察 は、 被害の 防止 ・軽 減の観 点か ら、地 域住 民に 対して 、「 自ら

の命 は自ら が守 る」 という 意識 を持 ち、自 らの 判断で 避難 行動 をとる こと 及び

早期 避難の 重要 性を 住民に 周知 し、 地域住 民の 理解と 協力 を得 るもの とす る。
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３ 防 災訓練 等の 実施

都 道府県 警察 は、 防災週 間、 水防 月間、 土砂 災害防 止月 間等 を通じ 、積 極的

に防 災訓練 等を 実施 するも のと する 。

第２ 警 察施設 等の 災害 対策

都 道府県 警察 は、 水害の おそ れの ある地 域の 警察施 設等 につ いては 、非 常用

電源 設備の 整備 に努 めるほ か、 その 設置場 所や 物資の 保存 場所 を想定 浸水 深よ

り高 い位置 とす るな ど、水 害に 対す る対応 力を 強化す るも のと する。

第３ 災 害発生 直前 の対 策

１ 風 水害に 関す る警 報等の 伝達

都 道府県 警察 は、 被害を 及ぼ すお それの ある 洪水等 の状 況を 把握し た場 合は 、

交番 、駐在 所、 パト カー等 の勤 務員 を活用 して 住民等 に対 し速 やかに 伝達 する

もの とする 。

そ の際、 対象 者に 漏れな く、 かつ 、分か りや すい伝 達に 努め るとと もに 、避

難行 動要支 援者 等に も配慮 する もの とする 。

２ 住 民等の 避難 誘導

都 道府県 警察 は、 風水害 の発 生の おそれ があ る場合 には 、河 川管理 者、 水防

団等 と連携 を図 りな がら、 浸水 想定 区域及 び土 砂災害 警戒 区域 の警戒 活動 を行

う。 また、 地下 街等 不特定 多数 の利 用者が 集合 する施 設等 につ いては 、施 設管

理者 と連携 を図 りな がら警 戒活 動を 行う。

そ の結果 、危 険と 認めら れる 場合 には、 住民 等に対 する 避難 指示等 を行 うと

とも に、適 切な 避難 誘導を 実施 する ものと する 。その 際、 以下 の点に 配意 する

もの とする 。

・ 住民等 への 避難 指示等 の伝 達に 当たっ ては 、交番 、駐 在所 、パト カー 等の

勤 務員を 活用 して 迅速か つ的 確な 伝達に 努め ること 。

・ 避難誘 導に 当た っては 、災 害の 概要、 避難 場所・ 避難 路、 浸水想 定区 域・

土 砂災害 警戒 区域 に指定 され てい る事実 その 他の避 難に 資す る情報 の伝 達に

努 めるこ と。

・ 警察用 航空 機、 警察用 船舶 等に よる避 難に ついて も検 討し 、必要 に応 じ実

施 するこ と。
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・ 情 報の 伝達 及び 避難誘 導の 実施 に当た って は、避 難行 動要 支援者 等に 十分

配 慮する よう 努め ること 。

３ 災 害未然 防止 活動

都 道府県 警察 は、 河川管 理者 等が 洪水及 び高 潮によ る被 害の 発生を 未然 に防

止す るため ダム 、堰 、水門 等の 操作 を行う に当 たり、 危害 を防 止する ため 必要
せき

があ ると認 める とき は、交 番、 駐在 所、パ トカ ー等の 勤務 員等 を通じ て住 民等

に対 して当 該操 作に 関し必 要な 事項 を周知 徹底 するも のと する 。

第４ 災 害の拡 大防 止と 二次災 害の 防止 活動

都道 府県警 察は 、浸 水被害 が発 生し た地域 又は 土砂災 害の 発生 の危険 性が 高い

と 判断 された 箇所 につ いて、 適切 な警 戒避難 措置 を講じ ると とも に、現 場警 察官

に よる 交通規 制を 実施 するな どし て、 二次災 害の 防止に 努め るも のとす る。

第２章 火山災害対策

第１ 節 国家 公安委 員会 及び 警察庁 がと るべき 措置

第１ 地 方公共 団体 に対 する支 援

警察 庁は、 地方 公共 団体が 災害 対策 基本法 に基 づき行 う警 戒区 域の設 定、 避難

指 示等 の対策 に対 し、 適切な 助言 を行 うなど の支 援に努 める もの とする 。

第２ 火 山災害 対策 用装 備資機 材の 整備 充実等

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 都道 府県警 察に おける 火山 性ガ ス検知 器、 火山

性 ガス 対応マ スク 等の 火山災 害対 策用 装備資 機材 の整備 充実 を図 るもの とす る。

また 、大規 模噴 火が 発生し た場 合、 山麓の みな らず都 市部 を含 む遠隔 地域 にお

い ても 火山灰 等が 広範 囲に堆 積し 、火 山泥流 によ る被害 や、 イン フラ施 設へ の影

響 によ る国民 生活 や社 会経済 活動 の大 きな混 乱が 生じる 可能 性が あるこ とか ら、

降 灰対 策に資 する 装備 資機材 の整 備充 実等必 要な 対策に 努め るも のとす る。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 火 山防災 協議 会へ の参画

噴火 の可能 性が 高く 、人的 被害 を防 止する ため に警戒 避難 体制 を特に 整備 すべ
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き 地 域 として 国が 指定 した地 域（ 以下 「警戒 地域 」とい う。 ）を 管轄す る都 道県

警 察は 、当該 警戒 地域 をその 区域 に含 む都道 県及 び市町 村が 組織 する火 山防 災協

議 会に おける 協議 に積 極的に 参画 する ものと する 。

第２ 情 報の伝 達及 び避 難誘導 体制 の整 備

１ 火 山情報 等の 伝達 体制の 整備

都 道府県 警察 は、 火山の 異常 な活 動を把 握し た際の 情報 等を 住民等 に伝 達す

る体 制の整 備を 図る ものと する 。

２ 住 民等の 避難 誘導 体制の 整備

都 道府県 警察 は、 平素か ら避 難場 所、避 難路 等につ いて 住民 等への 周知 徹底

に努 めるも のと する 。また 、災 害が 発生し 、又 は発生 する おそ れがあ る場 合の

避難 誘導に 係る 計画 を作成 し、 訓練 を行う もの とする 。

第３ 火 山災害 対策 用装 備資機 材の 整備 充実等

警戒 地域を 管轄 する 都道県 警察 は、 火山性 ガス 検知器 、火 山性 ガス対 応マ スク

等 の火 山災害 対策 用装 備資機 材の 整備 充実に 努め るもの とす る。

また 、大規 模噴 火が 発生し た場 合、 山麓の みな らず都 市部 を含 む遠隔 地域 にお

い ても 火山灰 等が 広範 囲に堆 積し 、火 山泥流 によ る被害 や、 イン フラ施 設へ の影

響 によ る国民 生活 や社 会経済 活動 の大 きな混 乱が 生じる 可能 性が あるこ とか ら、

都 道府 県警察 は、 降灰 対策に 資す る装 備資機 材の 整備充 実等 必要 な対策 に努 める

も のと する。

第４ 災 害発生 直前 の対 策

１ 火 山災害 に関 する 情報の 伝達

都 道府県 警察 は、 気象庁 から 臨時 火山情 報、 緊急火 山情 報等 が発表 され た場

合に は、速 やか に交 番、駐 在所 、パ トカー 等の 勤務員 を活 用し て住民 等に 対し 、

迅速 かつ的 確に 伝達 するも のと する 。

２ 避 難誘導

都 道府県 警察 は、 警戒区 域が 設定 された 場合 には、 適切 な避 難誘導 を実 施す

る等 、迅速 かつ 円滑 な警戒 避難 対策 をとる もの とする 。避 難誘 導に当 たっ ては 、

災害 の概要 、避 難場 所・避 難路 の所 在その 他の 避難に 資す る情 報の伝 達に 努め
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る と ともに 、避 難行 動要支 援者 等に 配慮す るも のとす る。

第５ 二 次災害 の防 止

都道 府県警 察は 、火 山噴火 によ る噴 出物等 が堆 積して いる 地域 におい ては 、降

雨 によ る土石 流等 の発 生のお それ があ ること に十 分留意 して 二次 災害の 防止 に努

め るも のとす る。

第６ 継 続災害 への 対応

１ 避 難対策

都 道府県 警察 は、 火山噴 火等 が長 期化し た場 合には 、火 山の 活動状 況を 考慮

しつ つ、関 係機 関か ら得た 火山 現象 に関す る情 報を住 民等 へ的 確に伝 達す るた

めの 体制及 び状 況に 応じた 警戒 避難 体制の 整備 を図る もの とす る。

２ 安 全確保 対策

都 道府県 警察 は、 火山災 害の 状況 に応じ 、火 山泥流 、土 石流 対策等 適切 な安

全確 保対策 を講 じる ものと する 。

第３章 雪害対策

第１ 節 国家 公安委 員会 及び 警察庁 がと るべき 措置

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 雪 害に強 い交 通管 制施設 の整 備

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、地 域の特 殊性 を考慮 しつ つ、 信号機 、交 通情

報板 、交通 管制 セン ター等 交通 管制 施設に つい て雪害 に強 い施 設の整 備に 配意

する ととも に、 雪害 時の交 通管 理体 制の整 備を 図るも のと する 。

２ 気 象状況 の伝 達体 制の整 備

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、積 雪量等 の気 象状況 等の 情報 を迅速 かつ 正確

に収 集・伝 達す るた めの体 制及 び施 設の充 実を 図るも のと する 。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 雪 害に強 い交 通管 制施設 の整 備
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都 道 府県 警察 は、 地域の 特殊 性を 考慮し つつ 、信号 機、 交通 情報板 、交 通管

制セ ンター 等交 通管 制施設 につ いて 雪害に 強い 施設の 整備 に配 意する とと もに 、

雪害 時の交 通管 理体 制の整 備を 図る ものと する 。

２ 気 象状況 の伝 達体 制の整 備

都 道府県 警察 は、 積雪量 等の 気象 状況等 の情 報を迅 速か つ正 確に収 集・ 伝達

する ための 体制 及び 施設の 充実 を図 るもの とす る。

３ 危 険箇所 の周 知徹 底

都 道府県 警察 は、 他の関 係機 関と 連携し て雪 崩危険 箇所 を把 握し、 住民 等へ

の周 知徹底 に努 める ものと する 。

４ 運 転者へ の周 知活 動

(1) 都 道 府 県公 安委 員会は 、地 域の 実情に 応じ 、各種 研修 等を 通じて 、大 雪時

も 含め冬 季に 運転 する際 の必 要な 準備に つい て、車 両の 運転 者への 周知 に努

め るもの とす る。

(2) 都 道 府 県警 察は 、立ち 往生 車両 が生じ た場 合、通 行止 め規 制が解 除さ れる

ま で車内 で待 機し ようす る運 転者 に対し 、排 気ガス （一 酸化 炭素） によ る中

毒 の防止 に関 する 呼び掛 けを 確実 に行う もの とする 。

５ 緊 急交通 路の 確保

都 道府県 警察 は、 緊急交 通路 の確 保に備 え、 緊急度 、重 要度 等を考 慮し て、

交通 規制等 を行 うも のとす る。

６ 道 路管理 者と の調 整

都 道府県 警察 は、 大規模 な車 両滞 留や長 時間 の通行 止め を引 き起こ すお それ

のあ る大雪 時に おい て、道 路管 理者 による 広範 囲での 計画 的・ 予防的 な通 行規

制等 が円滑 に実 施さ れるよ う、 必要 に応じ て道 路管理 者と 連携 協力す るも のと

する 。
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第８ 編 事故 災害対策

海 上災 害対策 、航 空災 害対策 、鉄 道災 害対策 、道 路災害 対策 、原 子力災 害対 策、

危険 物等 災害対 策及 び火 事災害 対策 に関 し、国 家公 安委員 会及 び警 察庁が とる べき

措置 並び に地域 防災 計画 の作成 の基 準と なるべ き事 項につ いて は、 第２編 に定 める

もの のほ か、本 編に おい て定め る。

第１章 海 上災害対 策

第１ 節 国家 公安委 員会 及び 警察庁 がと るべき 措置

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 関 係機関 との 連絡 体制の 確立

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、船 舶の衝 突、 乗揚、 転覆 、火 災、爆 発、 浸水 、

機関 故障等 の海 難の 発生に よる 多数 の遭難 者、 行方不 明者 、死 傷者等 の発 生又

は船 舶から の危 険物 等の大 量流 出等 による 著し い海洋 汚染 、火 災、爆 発等 の発

生等 の海上 災害 に対 する対 策に 関し 、平素 から 国土交 通省 、海 上保安 庁等 の関

係機 関と緊 密な 連絡 体制を 確立 する ものと する 。また 、警 察庁 は、都 道府 県警

察の 行う海 上災 害対 策に関 し指 導調 整を行 うも のとす る。

２ 海 上災害 警備 用装 備資機 材の 整備 充実

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、海 上災害 の発 生に備 え、 都道 府県警 察に おけ

る潜 水用具 セッ ト、 水中通 話装 置、 水中ド ロー ン等救 出救 助用 機材の 整備 充実

を図 るもの とす る。

第２ 災 害時に おけ る措 置

警察 庁は、 海上 保安 庁から 、大 規模 な海上 災害 が発生 し、 又は 発生す るお それ

が ある 旨の連 絡を 受け た場合 にお いて は、直 ちに 都道府 県警 察に 連絡す ると とも

に 、被 害規模 に関 する 概括的 な情 報等 を官邸 （内 閣官房 ）及 び海 上保安 庁に 連絡

す るも のとす る。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 災 害に備 えて の措 置
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１ 関 係機関 との 相互 連携

(1) 都 道 府 県警 察は 、海上 保安 庁、 地方公 共団 体、消 防機 関、 港湾管 理者 等の

関 係機関 と連 携し て、海 上災 害に 備えた 諸対 策に当 たる もの とする 。

(2) 都 道 府 県警 察は 、隣接 都道 府県 警察等 と警 察用船 舶の 連携 運用に 関し 、平

素 から相 互に 緊密 な協力 体制 の確 立に努 める ものと する 。

２ 情 報収集 ・連 絡体 制の整 備

都 道府県 警察 は、 海上保 安庁 、地 方公共 団体 、消防 機関 、港 湾管理 者等 関係

機関 との間 にお ける 情報の 収集 ・連 絡体制 の整 備を図 るも のと する。

ま た、航 行船 舶等 からの 情報 収集 体制の 整備 を図る もの とす る。

３ 危 険物等 の大 量流 出時に おけ る活 動体制 の整 備

都 道府県 警察 は、 海上災 害に より 危険物 等が 大量に 流出 した 場合に 備え て、

地域 住民等 の避 難誘 導活動 、危 険物 等の防 除活 動等を 行う ため の体制 の整 備を

図る ものと する 。

４ 海 上災害 警備 用装 備資機 材の 整備 充実

都 道府県 警察 は、 海上災 害に 備え 、潜水 用具 セット 、水 中通 話装置 、水 中ド

ロー ン等救 出救 助用 機材の 整備 充実 に努め るも のとす る。

５ 警 察用船 舶の 広域 運用に 必要 な措 置

都 道府県 警察 は、 平素か ら、 管轄 する水 域の 全域に つい ての 海図、 航路 図等

の警 察用船 舶の 広域 運用に 必要 な基 礎資料 を整 備する とと もに 、気象 ・海 象情

報の 収集、 係留 場所 の確保 、燃 料の 確保、 相互 通信の 確保 、回 航又は 運航 が可

能な 経路の 把握 等警 察用船 舶の 広域 運用に 必要 な措置 を講 じる ものと する 。

６ 防 災訓練 の実 施

都 道府県 警察 は、 海上保 安庁 、地 方公共 団体 、消防 機関 、民 間救助 ・防 災組

織、 関係事 業者 、港 湾管理 者等 と相 互に連 携し 、大規 模海 難や 危険物 等の 大量

流出 を想定 した 実践 的な訓 練の 実施 に努め るも のとす る。

第２ 災 害時に おけ る措 置

１ 情 報の収 集

都 道府県 警察 は、 大規模 な海 上災 害が発 生し 、又は 発生 する おそれ のあ る事

案を 認知し た場 合に おいて は、 警察 用航空 機、 警察用 船舶 、無 人航空 機、 水中
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ド ロ ーン等 を活 用し 、直ち に被 害状 況等に つい ての情 報収 集活 動を行 うも のと

する 。

ま た、航 行船 舶、 地域住 民等 から の情報 入手 にも努 める もの とする 。

２ 捜 索活動 及び 救出 救助活 動

都 道府県 警察 は、 海上災 害が 発生 して多 数の 遭難者 、行 方不 明者、 死傷 者等

が生 じた場 合に は、 警察用 航空 機、 警察用 船舶 、無人 航空 機、 水中ド ロー ン等

を活 用し、 迅速 な捜 索活動 及び 救出 救助活 動を 実施す るも のと する。

な お、沿 岸に おけ る捜索 活動 及び 救出救 助活 動につ いて は、 潮の流 れな どを

踏ま え、広 範囲 に行 うもの とす る。

３ 危 険物等 の大 量流 出時等 の措 置

(1) 沿 岸 に おけ る警 戒監視 活動

都道府 県警 察は 、危険 物等 の大 量流出 等の 海上災 害が 発生 した場 合に おい

て は、警 察用 航空 機、警 察用 船舶 、無人 航空 機、水 中ド ロー ン等を 活用 する

と ともに 、沿 岸に おける 警ら 活動 を行い 、漂 着物の 状況 等を 把握す るた めの

沿 岸調査 及び 警戒 監視活 動を 行う ものと する 。

(2) 危 険 物 等の 大量 流出等 に対 する 応急対 策

都道府 県警 察は 、危険 物等 の大 量流出 等の 災害が 発生 した 場合に は、 関係

機 関と緊 密に 連携 し、地 域住 民等 の避難 誘導 、立入 禁止 区域 の警戒 、交 通規

制 等を実 施す ると ともに 、危 険物 等の防 除活 動を行 うも のと する。

その際 、必 要な 装備資 機材 の迅 速な調 達に も、配 意す るも のとす る。

第２ 章 航空 災害対策

第１ 節 国家 公安委 員会 及び 警察庁 がと るべき 措置

第１ 災 害に備 えて の措 置

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 航空 運送事 業者 の運航 する 航空 機の墜 落等 の大

規 模な 航空事 故に よる 多数の 死傷 者等 の発生 等の 航空災 害に 対す る対策 に関 し、

平 素か ら国土 交通 省等 の関係 機関 と緊 密な連 絡体 制を確 立す るも のとす る。 また 、

警 察庁 は、都 道府 県警 察の行 う航 空災 害対策 に関 し指導 調整 を行 うもの とす る。
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第２ 災 害時に おけ る措 置

警察 庁は、 国土 交通 省から 、大 規模 な航空 災害 が発生 し、 又は 発生す るお そ

れ があ る旨の 連絡 を受 けた場 合に おい ては、 直ち に関係 都道 府県 警察へ 連絡 す

る とと もに、 被害 規模 に関す る概 括的 な情報 等を 官邸（ 内閣 官房 ）及び 国土 交

通 省に 連絡す るも のと する。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 航 空災害 応急 体制 の整備

都 道府県 警察 は、 管内の 実情 に応 じ、航 空災 害が発 生し た場 合にお ける 警備

体制 、部隊 の編 成・ 運用、 職員 の招 集・参 集、 情報の 収集 ・連 絡、避 難誘 導、

救出 救助、 交通 規制 等の初 動措 置を 的確に とる ことが でき るよ う、警 備計 画等

を策 定して 、航 空災 害に備 えた 応急 体制の 整備 を図る もの とす る。

２ 関 係機関 との 相互 連携

都 道府県 警察 は、 空港管 理者 、航 空運送 事業 者、地 方公 共団 体、消 防機 関等

の関 係機関 と相 互に 連携し 、航 空災 害に備 えた 諸対策 に当 たる ものと する 。

３ 連 絡体制 の整 備

都 道府県 警察 は、 航空災 害が 発生 した場 合に おける 空港 管理 者、航 空運 送事

業者 等との 連絡 体制 の整備 を図 るも のとす る。

４ 基 礎資料 の整 備

都 道府県 警察 は、 空港管 理者 、医 療機関 、消 防機関 、地 方公 共団体 等の 協力

を得 て、空 港周 辺に おける 大規 模な 航空災 害の 発生に 備え 、以 下の資 料の 収集

及び 補正に 努め るも のとす る。

・ 空港施 設、 運航 航空機 の種 別、 航路等

・ 病院等 医療 機関 の収容 可能 人員 、医師 数等

・ 現地警 備本 部の 設置可 能な 公共 施設等

・ 関係機 関の 所在 地及び 連絡 方法

・ その他 必要 な資 料

５ 防 災訓練 の実 施

都 道府県 警察 は、 空港管 理者 、航 空運送 事業 者、地 方公 共団 体、消 防機 関等
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と 連 携し、 大規 模な 航空災 害を 想定 した実 践的 な防災 訓練 を随 時実施 する もの

とす る。

第２ 行 方不明 航空 機等 の捜索 活動

都 道府県 警察 は、 墜落現 場が 不明 の場合 又は 航空機 の行 方が 不明に なる など

航空 災害発 生の おそ れがあ る場 合に おいて は、 交番、 駐在 所、 パトカ ー、 白バ

イ等 の勤務 員に 情報 収集に 当た らせ るとと もに 、警察 用航 空機 、警察 用船 舶、

無人 航空機 、水 中ド ローン 等を 活用 し捜索 活動 に当た るも のと する。

第３ 災 害時に おけ る措 置

１ 情 報の収 集

都 道府県 警察 は、 航空災 害が 発生 した場 合に おいて は、 直ち に事故 発生 地を

管轄 する警 察署 員等 を墜落 現場 に急 行させ 、情 報収集 活動 を行 うもの とす る。

ま た、墜 落現 場が 山間へ き地 等の 場合に は、 現場の 地形 、周 辺の道 路状 況、

現場 に至る 行程 、気 象状況 等の 情報 も迅速 に収 集する もの とす る。

２ 救 出救助 活動 等

都 道府県 警察 は、 航空災 害が 発生 した場 合に おいて は、 事故 発生地 を管 轄す

る警 察署員 、広 域緊 急援助 隊員 等を 直ちに 出動 させ、 関係 機関 と緊密 に連 携し 、

乗客 、乗務 員等 の救 出救助 活動 を迅 速に行 うも のとす る。

航 空機の 墜落 現場 の捜索 に当 たっ ては、 広範 囲にこ れを 行い 、生存 者等 の迅

速な 発見に 努め るも のとす る。

３ 立 入禁止 区域 の設 定等

都 道府県 警察 は、 航空機 が人 家密 集地域 へ墜 落した 場合 その 他被害 が拡 大す

るお それが ある 場合 には、 迅速 に立 入禁止 区域 を設定 する とと もに、 地域 住民

等に 対する 避難 誘導 を迅速 かつ 的確 に行う もの とする 。

第３章 鉄 道災害対 策

第１ 節 国家 公安委 員会 及び 警察庁 がと るべき 措置

第１ 災 害に備 えて の措 置

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、鉄 軌道に おけ る列車 の衝 突、 脱線に よる 多数
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の 死 傷者等 の発 生等 の鉄道 災害 に対 する対 策に 関し、 平素 から 国土交 通省 等の

関係 機関と 緊密 な連 絡体制 を確 立す るもの とす る。ま た、 警察 庁は、 都道 府県

警察 の行う 鉄道 災害 対策に 関し 指導 調整を 行う ものと する 。

第２ 災 害時に おけ る措 置

警察 庁は、 国土 交通 省から 、大 規模 な鉄道 災害 が発生 した 旨の 連絡を 受け た場

合 にお いては 、直 ちに 関係都 道府 県警 察へ連 絡す るとと もに 、被 害規模 に関 する

概 括的 な情報 等を 官邸 （内閣 官房 ）及 び国土 交通 省に連 絡す るも のとす る。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 関 係機関 との 相互 連携

都 道府県 警察 は、 鉄軌道 事業 者等 の関係 機関 と相互 に連 携し 、鉄道 災害 に備

えた 諸対策 に当 たる ものと する 。

２ 連 絡体制 の整 備

都 道府県 警察 は、 鉄軌道 上及 びそ の直近 で落 石、土 砂崩 れ等 の異常 が発 見さ

れた 場合に おけ る鉄 軌道事 業者 への 連絡体 制の 整備を 図る もの とする 。

３ 防 災訓練 の実 施

都 道府県 警察 は、 鉄軌道 事業 者等 と相互 に連 携し、 大規 模な 鉄道災 害を 想定

した 実践的 な防 災訓 練の実 施に 努め るもの とす る。

第２ 災 害時に おけ る措 置

１ 救 出救助 活動

都 道府県 警察 は、 大規模 な鉄 道災 害が発 生し た場合 にお いて は、事 故発 生地

を管 轄する 警察 署員 、広域 緊急 援助 隊員等 を直 ちに出 動さ せ、 乗客、 乗務 員等

の救 出救助 活動 を迅 速に行 うも のと する。 この 場合、 高齢 者、 障害者 、負 傷の

程度 が重い 者等 の救 出救助 を優 先し て行う もの とする 。

２ 立 入禁止 区域 の設 定等

都 道府県 警察 は、 脱線し た鉄 軌道 車両が 高架 から人 家密 集地 域や道 路に 転落

する おそれ があ る場 合その 他被 害が 拡大す るお それが ある 場合 等にお いて は、

迅速 に立入 禁止 区域 を設定 する とと もに、 地域 住民等 に対 する 避難誘 導を 的確
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に 行 うもの とす る。

第３ 二 次災害 の防 止

都道 府県警 察は 、鉄 道災害 現場 にお ける捜 索、 救出救 助活 動等 に当た って は、

鉄 軌道 事業者 等と 連携 し、後 続車 両の 衝突等 の二 次災害 の防 止措 置を確 実に 行う

も のと する。

また 、鉄軌 道上 への 落石、 土砂 崩れ 等に起 因す る災害 の現 場に おいて は、 監視

員 を置 くなど の措 置を 確実に 行う もの とする 。

第４章 道 路災害対 策

第１ 節 国家 公安委 員会 及び 警察庁 がと るべき 措置

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 関 係機関 との 連絡 体制の 確立

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、道 路の陥 没、 トンネ ルの 崩落 等道路 構造 物の

被災 等によ る多 数の 死傷者 等の 発生 等の道 路災 害に対 する 対策 に関し 、平 素か

ら国 土交通 省等 の関 係機関 と緊 密な 連絡体 制を 確立す るも のと する。 また 、警

察庁 は、都 道府 県警 察の行 う道 路災 害対策 に関 し指導 調整 を行 うもの とす る。

２ 通 信の確 保

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、幹 線道路 及び そのト ンネ ルに おける 通信 の確

保に 努める もの とす る。

第２ 災 害時に おけ る措 置

警察 庁は、 国土 交通 省から 、道 路構 造物の 被災 等によ り大 規模 な事故 が発 生

し た旨 の連絡 を受 けた 場合等 にお いて は、直 ちに 関係都 道府 県警 察へ連 絡す る

と とも に、被 害規 模に 関する 概括 的な 情報等 を官 邸（内 閣官 房） 及び国 土交 通

省 に連 絡する もの とす る。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 関 係機関 との 相互 連携
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都 道 府県 警察 は、 道路管 理者 、地 方公共 団体 等の関 係機 関と 相互に 連携 し、

道路 災害に 備え た諸 対策に 当た るも のとす る。

２ 危 険箇所 等の 把握 と関係 機関 に対 する要 請

都 道府県 警察 は、 道路災 害を 予防 するた め、 平素か ら山 （崖 ）崩れ 危険 箇所

等の 発見及 び点 検に 努め、 基礎 資料 の作成 及び 補正を 行う とと もに、 危険 度の

高い 箇所に つい ては 、関係 機関 に対 し改善 、補 修の措 置の 要請 を積極 的に 行う

もの とする 。

３ 連 絡体制 等の 整備

都 道府県 警察 は、 道路災 害に 発展 するお それ のある 山（ 崖） 崩れな どの 事故

等を 認知し た場 合に おける 関係 機関 との連 絡体 制及び 道路 利用 者等へ 情報 の伝

達体 制の整 備を 図る ものと する 。

ま た、民 間企 業、 報道機 関、 地域 住民等 から の情報 等、 多様 な道路 災害 関連

情報 の収集 体制 の整 備を図 るも のと する。

４ 防 災訓練 の実 施

都 道府県 警察 は、 道路管 理者 、地 方公共 団体 等と相 互に 連携 し、大 規模 な道

路災 害の発 生を 想定 した実 践的 な訓 練の実 施に 努める もの とす る。

第２ 災 害時に おけ る措 置

１ 情 報の収 集

都 道府県 警察 は、 道路災 害が 発生 した場 合に おいて は、 直ち に事故 発生 地を

管轄 する警 察署 員等 を現場 に急 行さ せ、目 撃者 からの 情報 、関 係機関 への 問合

せ及 び現場 の状 況な どによ り、 事故 に巻き 込ま れた通 行人 、通 行車両 等の 人的

被害 の有無 につ いて 迅速に 確認 を行 うもの とす る。

２ 救 出救助 活動

都 道府県 警察 は、 道路災 害が 発生 し、多 数の 死傷者 等が 生じ た場合 にお いて

は、 事故発 生地 を管 轄する 警察 署員 、広域 緊急 援助隊 員等 を直 ちに出 動さ せ、

救出 救助用 機材 を有 効に活 用し て、 迅速に 被災 者等の 救出 救助 活動に 当た るも

のと する。

３ 立 入禁止 区域 の設 定等

都 道府県 警察 は、 道路災 害が 通行 量の多 い道 路にお いて 発生 した場 合そ の他
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被 害 が拡大 する おそ れがあ る場 合に おいて は、 迅速に 立入 禁止 区域を 設定 する

とと もに、 通行 者、 通行車 両等 に対 する交 通規 制及び 避難 誘導 を的確 に行 うも

のと する。

４ 危 険物の 流出 に対 する応 急対 策

都 道府県 警察 は、 道路災 害の 発生 により 、タ ンクロ ーリ ー車 等危険 物を 運搬

中の 車両が 被災 し、 危険物 が流 出し た場合 には 、地域 住民 等の 避難誘 導等 を実

施す るほか 、危 険物 の防除 活動 を行 うもの とす る。

第３ 二 次災害 の防 止

都道 府県警 察は 、道 路災害 現場 にお ける救 出救 助活動 等に 当た っては 山（ 崖）

崩 れ等 による 二次 災害 の防止 のた め、 監視員 を置 くなど の措 置を 確実に 行う もの

と する 。

第５章 原 子力災害 対策

第１ 節 国家 公安委 員会 及び 警察庁 がと るべき 措置

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 関 係機関 との 連絡 体制の 確立

(1) 国 家 公 安委 員会 及び警 察庁 は、 原子力 災害 対策特 別措 置法 （平成 １１ 年法

律 第１５ ６号 。以 下「原 災法 」と いう。 ）第 ２条第 １号 に定 める原 子力 災害

（ 以下「 原子 力事 業者原 子力 災害 」とい う。 ）に対 する 対策 に関し 、平 素か

ら 原子力 防災 会議 事務局 、原 子力 規制委 員会 その他 の関 係機 関と緊 密な 連絡

体 制を確 立す るも のとす る。

(2) 国 家 公 安委 員会 及び警 察庁 は、 原子力 艦か ら放射 性物 質が 大量に 放出 され

る ことに よる 災害 （以下 「原 子 力 艦 原 子 力 災 害」とい う。 ）に対 する 対策

（ 原子力 艦本 体及 び外国 政府 の管 理下に ある 区域に おけ る対 策を除 く。 ）に

関 し、平 素か ら内 閣府、 外務 省そ の他の 関係 機関と 緊密 に連 絡する もの とす

る 。

(3) 警 察 庁 は、 都道 府県警 察の 行う 原子力 事業 者原子 力災 害及 び原子 力艦 原子

力 災害（ 以下 これ らを総 称し て「 原子力 災害 」とい う。 ）に 対する 対策 に関
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し 、 指導 調整 を行 うもの とす る。

２ 警 察職員 に対 する 原子力 防災 知識 等の教 養訓 練

警 察庁は 、災 害対 策に従 事す る都 道府県 警察 の職員 に対 し、 原子力 災害 に関

する 基礎知 識、 原子 力災害 発生 時に おける 措置 要領等 に関 する 教養訓 練を 行う

もの とする 。

３ 原 子力災 害警 備用 装備資 機材 の整 備充実

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、都 道府県 警察 におけ る以 下の 原子力 災害 警備

用装 備資機 材の 整備 充実を 図る もの とする 。

ア 放射 性粉 じん 用防護 服、 放射 性粉じ ん用 防護マ スク 、放 射線防 護衣 その

他の防 護用 機材

イ サー ベイ メー タ、ポ ケッ ト線 量計そ の他 のモニ タリ ング 用機材

第２ 災 害時に おけ る措 置

１ 情 報の受 理・ 連絡

(1) 警 察 庁 は、 原子 力事業 者原 子力 災害又 は原 子力事 業者 原子 力災害 に発 展す

る おそれ があ る事 象が発 生し た旨 の連絡 を受 けたと きは 、原 子力規 制委 員会

と の連絡 を密 にす るとと もに 、被 害規模 に関 する概 括的 な情 報及び 警察 によ

る 対応の 状況 を官 邸（内 閣官 房） 及び原 子力 規制委 員会 に連 絡する もの とす

る 。

(2) 警 察 庁 は、 原子 力艦原 子力 災害 又は原 子力 艦原子 力災 害に 発展す るお それ

の ある事 象が 発生 した旨 の連 絡を 受けた とき は、内 閣府 との 連絡を 密に する

と ともに 、被 害規 模に関 する 概括 的な情 報及 び警察 によ る対 応の状 況を 官邸

（ 内閣官 房） 及び 内閣府 に連 絡す るもの とす る。

２ 警 察庁の 警備 体制

原 子力事 業者 原子 力災害 に対 する 対策の ため の警察 庁の 警備 体制は 、以 下の

とお りとす る。

(1) 長 官 は 、原 災法 第１５ 条第 ２項 の規定 によ る原子 力緊 急事 態宣言 が行 われ 、

国 に原子 力災 害対 策本部 が設 置さ れた場 合に おいて は、 長官 を長と する 対策

本 部を設 置す るも のとす る。

(2) 長 官 は 、原 災法 第１０ 条第 １項 前段に 定め る事象 が発 生し 、国に 関係 省庁
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事 故 対策 連絡 会議 が設置 され た場 合にお いて は、警 備局 長を 長とす る対 策本

部 を設置 する もの とする 。

(3) 長 官 は 、 (2)に 規 定 する事 象に 発展 するお それ があ ると原 子力 規制 委員 会が

認 めた事 故若 しく は原子 力事 業所 が所在 する 市町村 に係 る震 度５弱 以上 の地

震 が発生 した 場合 であっ て必 要が あると 認め たとき 又は 当該 市町村 に係 る大

津 波警報 若し くは 南海ト ラフ 地震 臨時情 報（ 調査中 ）若 しく は南海 トラ フ地

震 臨時情 報（ 巨大 地震警 戒） 等が 発せら れた 場合に おい ては 、警備 局長 を長

と する対 策本 部又 は警備 第三 課長 を長と する 対策室 を設 置す るもの とす る。

(4) 長 官 は 、自 然災 害への 対策 のた め第２ 編の 規定に 基づ く警 察庁の 警備 体制

を とった 場合 にお いて、 当該 自然 災害に 起因 する原 子力 災害 への対 策の ため

(1)か ら (3)ま で に 掲げる 体制 をと ったと きは 、効率 的に 業務 が推進 され るよ

う 両体制 の連 携に 配意す るも のと する。

(5) 長 官 は 、原 災法 第１５ 条第 ４項 の規定 によ る原子 力緊 急事 態解除 宣言 があ

っ た時以 降に おい て、国 に引 き続 き原子 力災 害対策 本部 が設 置され たと きは 、

警 察が行 うべ き原 災法第 ２条 第７ 号の原 子力 災害事 後対 策及 び関連 する 対策

の 規模並 びに 態様 に応じ た所 要の 警備体 制を 維持す るも のと する。

３ 原 子力災 害対 策本 部等へ の警 察職 員の派 遣

長 官は、 原子 力災 害対策 本部 、原 子力災 害現 地対策 本部 その 他の原 子力 災害

又は 原子力 災害 に発 展する おそ れの ある事 象に 対応す るた めの 臨時の 組織 が国

に設 置され たと きは 、職員 を指 定し て当該 組織 に派遣 する もの とする 。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 原 子力災 害警 備計 画の策 定

(1) 以 下 に 掲げ る都 道府県 警察 は、 警察本 部及 び関係 する 区域 を管轄 する 警察

署 それぞ れに おい て、原 子力 事業 所にお ける 事故に よる 原子 力災害 に対 する

対 策の要 領を 定め た警備 計画 （以 下「原 子力 災害警 備計 画」 という 。） を策

定 するも のと する 。

ア 原災 法第 ２条 第４号 に定 める 原子力 事業 所の所 在地 を管 轄する 都道 府県
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警 察

イ アに 掲げ るも ののほ か、 原災 法第６ 条の ２第２ 項第 ３号 に定め る原 子力

災害対 策を 重点 的に実 施す べき 区域を 管轄 する都 道府 県警 察

ウ ア及 びイ に掲 げるも のの ほか 、その 管轄 する都 道府 県の 都道府 県防 災会

議が原 子力 事業 所にお ける 事故 による 原子 力災害 に関 する 地域防 災計 画を

策定し てい る都 道府県 警察

(2) 原 子 力 災害 警備 計画は 、原 子力 災害又 は原 子力災 害に 発展 するお それ のあ

る 事象の 発生 に際 し、原 子力 事業 者及び 運搬 を委託 され た者 （以下 「原 子力

事 業者等 」と いう 。）と の連 絡、 災害警 備本 部等の 設置 、指 揮命令 、情 報の

収 集・連 絡、 避難 誘導、 交通 規制 その他 の措 置を的 確に とる ことが でき るよ

う 、以下 に掲 げる 事項に つい て、 本節の 内容 を踏ま えて 定め るもの とす る。

ア 警備 体制 に関 するこ と。

イ 情報 の収 集及 び関係 機関 への 連絡並 びに 住民へ の伝 達に 関する こと 。

ウ 避難 の誘 導及 び屋内 退避 の呼 び掛け に関 するこ と。

エ 交通 の規 制及 び緊急 輸送 の支 援に関 する こと。

オ 犯罪 の予 防等 被災地 にお ける 社会秩 序の 維持に 関す るこ と。

カ 警察 職員 の被 ばくの 防止 及び 被ばく 線量 の管理 に関 する こと。

キ その 他原 子力 災害に 対す る対 策を円 滑か つ的確 に実 施す るため に必 要な

事項

(3) 原 子 力 災害 警備 計画に は、 以下 に掲げ る資 料を必 要に 応じ 添付す るも のと

す る。

ア 原子 力事 業所 に関す る資 料

イ 災害 警備 本部 の体制 に関 する 資料

ウ 部隊 の編 成に 関する 資料

エ 関係 機関 及び 関係事 業者 との 通報連 絡要 領に関 する 資料

オ 避難 対象 者（ 避難行 動要 支援 者等を 含む 。）の 避難 経路 、避難 先、 搬送

手段そ の他 避難 誘導に 関す る資 料

カ 原子 力災 害警 備用装 備資 機材 に関す る資 料

キ その 他原 子力 災害に 対す る対 策を円 滑か つ的確 に実 施す るため に必 要な
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資 料

(4) 原 子 力 災害 警備 計画の 策定 に当 たって は、 以下の 事項 に配 意する もの とす

る 。

ア 大量 の放 射性 物質が 短時 間の うちに 広い 範囲に わた り放 出され る可 能性

がある こと 。

イ 自然 災害 に起 因して 原子 力災 害が発 生し た場合 には 当該 自然災 害に より

通信の 途絶 、道 路の不 通、 汚染 、要員 の不 足等の 障害 が発 生する 可能 性が

あるこ と。

ウ 原子 力規 制委 員会、 地方 公共 団体、 消防 機関そ の他 の関 係機関 並び に原

子力事 業者 その 他の関 係事 業者 と相互 に連 携する 必要 があ ること 。

エ 専門 機関 から の助言 、原 災法 第６条 の２ 第１項 に規 定す る原子 力災 害対

策指針 を踏 まえ るなど し、 原子 力や放 射線 に関す る専 門的 知見及 び技 術的

知見を 対策 に反 映させ る必 要が あるこ と。

オ 放出 され た放 射性物 質の 影響 が長期 間持 続する 可能 性が あるこ と。

２ 核 燃料物 質等 輸送 事故・ 災害 初動 措置マ ニュ アルの 作成

核 燃料物 質（ 原子 力基本 法（ 昭和 ３０年 法律 第１８ ６号 ）第 ３条第 ２号 に定

める 核燃料 物質 をい う。以 下同 じ。 ）又 は 核 燃 料 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ た 物

（以 下「核 燃料 物質 等」と いう 。） の運搬 の出 発地、 経由 地又 は到着 地と なる

こと が想定 され る場 所を管 轄す る都 道府県 警察 は、１ の規 定に 準じ、 警察 本部

にお いて、 核燃 料物 質等の 運搬 中の 事故に よる 原子力 災害 に対 する初 動措 置の

要領 を定め たマ ニュ アルを 作成 する ものと する 。

３ 原 子力艦 災害 初動 措置マ ニュ アル の作成

原 子力艦 の寄 港地 を管轄 する 都道 府県警 察は 、１の 規定 に準 じ、警 察本 部に

おい て原子 力艦 原子 力災害 に対 する 初動措 置の 要領を 定め たマ ニュア ルを 作成

する ものと する 。

４ 見 直し

１ から３ まで に掲 げる計 画及 びマ ニュア ルに ついて は、 随時 見直し を行 うも

のと する。

５ 関 係機関 等と の相 互連携
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都 道 府県 警察 は、 地方公 共団 体そ の他の 関係 機関及 び原 子力 事業者 等と 相互

に連 携し、 原子 力災 害に備 えた 諸対 策に当 たる ものと する 。

６ 原 子力災 害発 生時 におけ る連 絡体 制の整 備

都 道府県 警察 は、 原子力 災害 発生 時にお ける 原子力 事業 者等 からの 情報 連絡

体制 に関し 、相 互の 連絡担 当者 及び 連絡責 任者 を具体 的に 定め るとと もに 、連

絡を 受けた 場合 の部 内での 連絡 体制 の整備 を図 るもの とす る。

７ 警 備体制 の整 備

都 道府県 警察 は、 原子力 災害 に関 する初 動活 動を迅 速か つ的 確に行 うた め、

警備 本部の 設置 、職 員の招 集及 び参 集、部 隊の 編成、 配置 、運 用その 他の 必要

な警 備体制 につ いて 整備を 図る もの とする 。

８ 防 災訓練 の実 施

１ から３ まで に掲 げる計 画又 はマ ニュア ルを 策定し た都 道府 県警察 は、 国、

地方 公共団 体、 防災 関係機 関及 び原 子力事 業者 等と相 互に 連携 し、具 体的 な原

子力 災害を 想定 した 実践的 な防 災訓 練を定 期的 に実施 する もの とする 。ま た、

原子 力災害 を想 定し た図上 訓練 、原 子力災 害警 備用装 備資 機材 の操作 訓練 、放

射性 粉じん 用防 護服 の着脱 訓練 等を 随時行 うも のとす る。

第２ 災 害時に おけ る措 置

原子 力災害 又は 原子 力災害 に発 展す るおそ れの ある事 象が 発生 した場 合に おい

て 都道 府県警 察が とる べき措 置は 、以 下のと おり とする 。

１ 周 辺住民 等へ の情 報伝達

都 道府県 警察 は、 周辺住 民等 のニ ーズを 十分 把握し 、原 子力 災害の 状況 、被

災者 の安否 、医 療機 関、交 通規 制、 避難方 法等 に関す る情 報を 正確か つき め細

かに 伝達す るも のと する。

２ 避 難の誘 導及 び屋 内退避 の呼 び掛 け

都 道府県 警察 は、 地方公 共団 体等 と緊密 に連 携し、 人命 の安 全を第 一に 、周

辺住 民、旅 行者 、滞 在者等 に対 する 避難の 誘導 、屋内 退避 の呼 び掛け その 他の

防護 活動を 行う とと もに、 住民 の避 難状況 を確 認する もの とす る。

な お、こ れら の活 動に当 たっ ては 、避難 行動 要支援 者等 に十 分配慮 する もの

とす る。
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３ 交 通の規 制及 び緊 急輸送 の支 援

(1) 都 道 府 県警 察は 、被害 の状 況及 び緊急 度を 考慮し て、 一般 車両の 通行 を禁

止 する等 の交 通規 制を行 うも のと する。

(2) 都 道 府 県警 察は 、国等 から 派遣 される 専門 家、原 災法 第２ 条第５ 号の 緊急

事 態応急 対策 を行 うため の装 備資 機材及 び人 員の現 地へ の輸 送に関 する 支援

を 行うよ う努 める ものと する 。

４ 犯 罪の予 防等 被災 地にお ける 社会 秩序の 維持

(1) 都 道 府 県警 察は 、原災 法第 １５ 条第２ 項第 １号の 緊急 事態 応急対 策実 施区

域 及びそ の周 辺の 区域に おい て、 パトロ ール や生活 の安 全に 関する 情報 の提

供 等を行 い、 速や かな治 安の 確保 に努め るも のとす る。

(2) 都 道 府 県警 察は 、市町 村長 等が 警戒区 域、 避難指 示区 域等 を設定 した とき

は 、関係 機関 とと もに、 当該 指示 等の実 効を 挙げる ため に必 要な措 置を 執る

も のとす る。 また 、避難 住民 等の 警戒区 域へ の一時 立入 りが 行われ ると きは 、

関 係機関 と連 携し て、そ の安 全な 実施に 必要 な支援 を行 うも のとす る。

(3) 都 道 府 県警 察は 、原子 力緊 急事 態解除 宣言 があっ た時 以降 におい て、 市町

村 長等が 引き 続き 警戒区 域、 避難 指示区 域等 を設定 した とき は、 (1)及 び (2)

の 規 定に 準じ 、引 き続き 必要 な措 置を執 るも のとす る。

５ 警 察職員 の被 ばく 対策

(1) 都 道 府 県警 察は 、警察 職員 が、 被ばく の可 能性が ある 環境 下で、 原災 法第

２ ６条が 規定 する 緊急事 態応 急対 策又は 人命 救助等 緊急 やむ を得な い活 動に

従 事する 場合 の放 射線被 ばく 線量 が次に 掲げ る限度 を超 えな いよう に措 置を

講 ずるも のと する 。

ア 男性 職員 が緊 急事態 応急 対策 に従事 する 場合

５年 間の 実効 線量の 限度 １ ００ミ リシ ーベル ト

１年 間の 実効 線量の 限度 ５０ミ リシ ーベル ト

イ 女性 職員 が緊 急事態 応急 対策 に従事 する 場合

３か 月間 の実 効線量 の限 度 ５ミリ シー ベルト

ウ 妊娠 中の 女性 職員が 緊急 事態 応急対 策に 従事す る場 合

体内 に摂 取し た放射 性物 質か らの放 射線 に被ば くす るこ と（い わゆ る内
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部 被 ばく ）に よる 実効線 量の 限度 １ミ リシ ーベ ルト（ ただ し、 いわ ゆる

外 部被ば くに つい ては、 前記 ５ (1)イ を 限 度とす る。 ）

エ 人命 救助 等緊 急やむ を得 ない 活動に 従事 する場 合（ 女性 職員を 除く ）

活動 期間 中の 実効線 量の 限度 １０ ０ミ リシー ベル ト

(2) 都 道 府 県警 察は 、前記 ５ (1)の 措 置 を講ず るに 際し 、放射 性粉 じん 用防 護服、

放 射性粉 じん 用防 護マス クそ の他 の防護 用機 材を有 効に 活用 すると とも に、

個 々の職 員の 被ば く線量 を確 実に 測定し 、そ れを適 切に 管理 するも のと する 。

ま た、原 子力 災害 合同対 策協 議会 等の場 を活 用して 関係 機関 と相互 に密 接な

情 報交換 を行 うも のとす る。

第６章 危 険物等災 害対策

第１ 節 国家 公安委 員会 及び 警察庁 がと るべき 措置

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 関 係機関 との 連絡 体制の 確立

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、危 険物の 漏え い・流 出、 火災 、爆発 によ る多

数の 死傷者 等の 発生 、高圧 ガス の漏 えい・ 流出 、火災 、爆 発に よる多 数の 死傷

者等 の発生 、毒 物・ 劇物の 飛散 、漏 えい、 流出 等によ る多 数の 死傷者 等の 発生 、

火薬 類の火 災、 爆発 による 多数 の死 傷者等 の発 生、石 油コ ンビ ナート 等特 別防

災区 域にお ける 危険 物等の 流出 、火 災、爆 発に よる多 数の 死傷 者等の 発生 等の

危険 物等災 害に 対す る対策 に関 し、 平素か ら消 防庁、 経済 産業 省、厚 生労 働省

等の 関係機 関と 緊密 な連絡 体制 を確 立する もの とする 。

ま た、警 察庁 は、 都道府 県警 察の 行う危 険物 等災害 対策 に関 し指導 調整 を行

うも のとす る。

２ 危 険物等 災害 警備 用装備 資機 材の 整備充 実

国 家公安 委員 会及 び警察 庁は 、都 道府県 警察 におけ る以 下の 危険物 等災 害警

備用 資機材 の整 備充 実を図 るも のと する。

ア 生化 学防 護服 、特殊 型防 護ガ スマス ク等 防護用 機材
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イ ガ ス 等測 定器 、送排 風機 等救 出救助 用機 材

３ 火 薬類取 締法 等の 法令に 定め る権 限の行 使

国 家公安 委員 会は 、危険 物等 災害 防止の ため 、火薬 類取 締法 （昭和 ２５ 年法

律第 １４９ 号） 等の 法令に 定め る権 限を適 切に 行使す るも のと する。

第２ 災 害時に おけ る措 置

警察 庁は、 危険 物等 の取扱 規制 担当 省庁（ 消防 庁、経 済産 業省 及び厚 生労 働

省 ）か ら、危 険物 等に よる大 規模 な事 故が発 生し た旨の 連絡 を受 けた場 合に おい

て は、 直ちに 関係 都道 府県警 察へ 連絡 すると とも に、被 害規 模に 関する 概括 的な

情 報等 を官邸 （内 閣官 房）及 び危 険物 等の取 扱規 制担当 省庁 に連 絡する もの とす

る 。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 関 係機関 との 相互 連携

都 道府県 警察 は、 地方公 共団 体、 消防機 関、 危険物 等の 管理 者等の 関係 機関

と相 互に連 携し 、危 険物等 災害 に備 えた諸 対策 に当た るも のと する。

２ 危 険物等 関係 施設 の実態 把握

都 道府県 警察 は、 危険物 等災 害の 発生に 備え 、平素 から 危険 物等の 貯蔵 ・取

扱事 業所、 高圧 ガス の貯蔵 ・取 扱事 業所、 石油 コンビ ナー ト等 特別防 災区 域内

にお ける危 険物 等の 取扱事 業所 等の 実態把 握に 努める もの とす る。

３ 連 絡体制 の整 備

都 道府県 警察 は、 危険物 等関 係施 設にお いて 、危険 物等 災害 が発生 した 場合

に備 え、事 業者 等と の連絡 体制 の整 備を図 るも のとす る。

４ 危 険物等 災害 警備 用装備 資機 材の 整備充 実

都 道府県 警察 は、 危険物 等災 害に 備え、 以下 の装備 資機 材の 整備充 実に 努め

るも のとす る。

ア 生化 学防 護服 、特殊 型防 護ガ スマス ク等 防護用 機材

イ ガス 等測 定器 、送排 風機 、消 火器、 毛布 等救出 救助 用機 材

５ 避 難場所 等の 周知 徹底
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石 油 コン ビナ ート 等危険 物等 関係 施設の 所在 地を管 轄す る都 道府県 警察 は、

平素 の警察 活動 を通 じて、 地域 住民 等に対 して 、危険 物等 災害 が発生 し、 又は

発生 するお それ があ る場合 の避 難場 所、避 難路 及び避 難時 の留 意事項 につ いて

周知 徹底を 図る もの とする 。

６ 火 薬類取 締法 等の 法令に 定め る権 限の行 使

都 道府県 公安 委員 会及び 都道 府県 警察は 、危 険物等 災害 防止 のため 、火 薬類

取締 法等の 法令 に定 める権 限を 適切 に行使 する ものと する 。

７ 防 災訓練 の実 施

都 道府県 警察 は、 地方公 共団 体、 消防機 関、 危険物 等の 事業 者等と 相互 に連

携し 、大規 模な 危険 物等災 害を 想定 した実 践的 な訓練 を随 時実 施する もの とす

る。

ま た、危 険物 等災 害警備 用装 備資 機材の 操作 訓練、 生化 学防 護服等 の着 脱訓

練等 も随時 行う もの とする 。

第２ 災 害時に おけ る措 置

１ 情 報の収 集

都 道府県 警察 は、 大規模 な危 険物 等災害 が発 生した 場合 にお いては 、警 察用

航空 機等を 活用 し、 直ちに 被害 状況 等につ いて の情報 収集 を行 うもの とす る。

ま た、情 報の 収集 に当た って は、 消防機 関、 危険物 等の 事業 者等と 緊密 な連

携を とり、 安全 かつ 的確な 警察 活動 に資す るた め、危 険物 等に 対する 専門 的知

識に 基づい た正 確な 情報の 収集 に努 めるも のと する。

２ 救 出救助 活動

都 道府県 警察 は、 危険物 等災 害が 発生し た場 合にお いて は、 事故発 生地 を管

轄す る警察 署員 、広 域緊急 援助 隊員 等を直 ちに 出動さ せ、 従業 員等被 災者 の救

出救 助、避 難誘 導を 行い、 被害 の拡 大防止 に努 めるも のと する 。

ま た、救 出救 助活 動等に 当た って は、生 化学 防護服 、特 殊型 防護ガ スマ スク 、

ガス 等測定 器、 送排 風機等 の装 備資 機材を 有効 に活用 して 、被 災者及 び警 察職

員の 安全確 保に 努め るもの とす る。

３ 立 入禁止 区域 の設 定

都 道府県 警察 は、 危険物 等が 漏え い、流 出又 は飛散 した 場合 には、 直ち に立
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入 禁 止区域 を設 定し て、被 害の 拡大 防止に 努め るもの とす る。

４ 危 険物等 の大 量漏 えい等 に対 する 応急対 策

都 道府県 警察 は、 危険物 等が 大量 に漏え い、 流出又 は飛 散し た場合 には 、関

係機 関と緊 密に 連携 し、地 域住 民等 の避難 誘導 、立入 禁止 区域 の警戒 、交 通規

制活 動等を 実施 する ほか、 危険 物等 の防除 活動 を行う もの とす る。

５ 火 薬類取 締法 等の 法令に 定め る権 限の行 使

都 道府県 公安 委員 会及び 都道 府県 警察は 、危 険物等 災害 が発 生し、 又は 発生

する おそれ があ る場 合にお いて は、 火薬類 取締 法等の 法令 に定 める権 限を 適切

に行 使する もの とす る。

第７章 火事災 害対策

第 １節 国 家公安 委員 会及 び警察 庁が とるべ き措 置

第１ 災 害に備 えて の措 置

国家 公安委 員会 及び 警察庁 は、 大規 模な火 事に よる多 数の 死傷 者等の 発生 及び

火 災に よる広 範囲 にわ たる林 野の 焼失 等の火 事災 害に対 する 対策 に関し 、平 素か

ら 消防 庁等の 関係 機関 と緊密 な連 絡体 制を確 立す るもの とす る。 また、 警察 庁は 、

都 道府 県警察 の行 う火 事災害 対策 に関 し指導 調整 を行う もの とす る。

第２ 災 害時に おけ る措 置

警察 庁は、 都道 府県 警察等 から 、大 規模な 火事 災害が 発生 した 旨の連 絡を 受け

た 場合 におい ては 、被 害規模 に関 する 概括的 な情 報等を 官邸 （内 閣官房 ）及 び消

防 庁に 連絡す るも のと する。

第２ 節 地域 防災計 画の 作成 の基準 とな るべき 事項

第１ 災 害に備 えて の措 置

１ 関 係機関 との 相互 連携

都 道府県 警察 は、 消防機 関、 地方 公共団 体、 営林官 署等 の関 係機関 と相 互に

連携 し、火 事災 害に 備えた 諸対 策に 当たる もの とする 。

２ 管 内実態 の把 握
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都 道 府県 警察 は、 平素か ら、 火事 災害が 発生 した場 合に 大規 模な被 害発 生の

おそ れがあ る高 層建 築物、 地下 街等 につい て、 それぞ れの 管理 体制及 び保 安施

設の 具体的 状況 等の 実態把 握に 努め るもの とす る。

３ 連 絡体制 の整 備

都 道府県 警察 は、 大規模 な火 事災 害が発 生し た場合 にお ける 消防機 関、 高層

建築 物、地 下街 等の 管理者 、営 林官 署等と の連 絡体制 の整 備を 図るも のと する 。

４ 防 災訓練 の実 施

都 道府県 警察 は、 消防機 関等 の実 施する 大規 模な火 事災 害を 想定し た防 災訓

練に 参加し 、相 互に 連携し た訓 練を 行うよ う努 めるも のと する 。

第２ 災 害時に おけ る措 置

都道 府県警 察は 、大 規模な 火事 災害 が発生 した 場合に おい ては 、迅速 に立 入禁

止 区域 を設定 する とと もに、 地域 住民 等に対 する 避難誘 導を 的確 に行う もの とす

る 。
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